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序

この報告書は，本産研施設，道又研究員を責任者とする一連の研究『鉄鋼業の「合理化」と企

業内教育』の一部で，産研報告書第11, 12号において明らかにした鉄鋼諸資本の企業内教育の展開

諸形態と性格分析を，本14号では労働運動とのかかわりから再照写し，企業内教育の旅極・消極両

面と労働者の陶冶，主体形成との照応・相互浸透関係を明らかにしようとしたものである。

鉄鋼独占体においては，すでに 1960年代から，労働過程における作業長制度と，・価値増殖過程に

おける職務給制，職能的資格制度が導入され，それを媒介する重要な環として階層別教育訓練制度

が実施されてきた。それらを基礎的な枠組として，いわゆる能力主義管理がおこなわれ-._きたわけ

だが，いままた70年代後半の不況のもとで，それは新しく再編強化されようとしている。

そして，そこでも企業内教育は不可欠の役割を資本から負託される。

たとえば，作業長候補教育によるエ長＝作業長制度の再親が追求され新生産手段溝入にともなう

技術教育，説明会という名の講習や職種職換教育その他によって省力化のための職務統合・拡大・

多能エ化が進められている。それは「現代科学，技術革命」による鉄鋼生産諸工程のオートメーシ

ョン化，コソヒ゜ュークリゼーショソ化に照応する企業内教育形態といえるが，そこでも労働過程と

価値増殖過程の両面の矛盾は貫かずにはおかない。すなわち，生産・経営管理技術教育においても

「自主管理」活動においても，科学的な技術教育と精神（思想）教育の両要素の矛盾構造は葛藤し

つつ展開してやまない。

ところで，そうした資本による労働力の技術的・精神的陶冶が，資本の意図に反して，労働者

の主体形成に転化していく歴史的メカニズムにとって労働運動は不可欠の条件であろう。それは「労

働の社会化」という歴史的レベルにおいてのみならず，具体的な諸企業内教育形態の一つ一つにお

いてもその対抗関係の結果が刻印されているtまずである。

そうした視座から，本号では鉄鋼労働運動のとらえかえしを試みたわけだが，わが国の労働運

動における鉄鋼労連の格別の意義，さらには鉄鋼関係各単組相互の関係の複雑さから分析には大き

な困難がある。しかし，企業内教育研究にとって，それは＿賃金論とのかかわりの研究とともに

一避けて通れぬ課題の一つであろう。

そうした意味で本号では， 1960年代の企業内教育展開分析の前提として，作業長制度の尊入以

前の 1950年代前半期における労働運動の歩みについて概括したが，理論問題として大方の批判をえ

つつ，われわれの企業内教育研究の深化を追求したいと考えている。

1977年 3月

北海道大学教育学部

産業教育計画研究施設

施設長美土路 達 雄
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序章 研 究 の対象と課題

第 1節研究の対象

第 3部でとりあげる鉄鋼労働運動についての分析結果は，当初の予定では本研究報告の第 1部

として収録することになっていた。ところが，筆者の眸の不調とともに資料収集面で大きな制約が重

なったため，計画を変更して余儀なく第 1部から第 3部へまわすことになったのである。こうし

た構成上の変更は決して好ましいことでないばかりか，読者に誤った印象を与えることも懸念され

たので，筆者は本研究報告の第 2部までを収録した本研究施設刊行の『研究報告書第 11号』 (1974

年 3月刊）の「序論」第 4章第 2節のなかで当初のねらいについて簡単な説明を行ない，誤解の起

らないよう注意を喚起したのである。

とこるが，すぐ続刊するはずだった第 3部以下を収録した本研究報告書の刊行が大幅に遅れた

結果，この研究報告書によって私どもの鉄鋼「合理化」研究に初めて接する方がたが少なくない

という事態となったため，すでに発表した第 2部までの分析結果と本稿とのつながりについて現時

点で再確認しておく必要があるように思われる。以上の理由から，本研究のなかに占める本稿の位

置づけを明確化することも含めて，ここでは上述した「序論」第 4章第 2節のなかの関係箇所を紹

介することによって，いちおう当面の要請に応えることにしよう。

「当初の予定では，＜中唇＞主として 49日間に及ぶストを決行した 59年以降こおける資本・

賃労働間の対抗関係の分析を行ない，いかなるプロセスで現在見られるような労資関係の『安定

化』が実現されるにいたったのか，を解明することになっていた。

そうした労資間の力関係の質的な転換，それも鉄鋼独占体の専制的支陀をいっそう強める形

での質的な転換，それを明らかにした上でなければ，本報告書の第 1部として収録されているよ

うな室蘭製鉄所の『合理化』が，なぜかくも容易に，しかも会社ペースで進行していったかが判

明しないだろうし，また第 2部として収録されている社外企業の問題にしても，なぜ社外エ職場

の異常な拡大や社外企業の大型化が，他方における本工職場の縮小と本工要員の一貫した減少傾

向と結びついた形で急速に展開していったのか，という点についても不明確になる，と考えたか

らに他ならない。

旧富士および新日鉄独占体が， 59年の 49日におよぶ鉄鋼ストの主力組合であった室蘭労組

から左派勢力を一掃できたのは何故か。＜中略＞第 1部として予定していた部分を第 3部へと後

まわしにしたことによって，第 1部および第 2部で記述されている急速な『合理化』の進展が，

なんらの摩擦もなく，スムーズに実現したと考えてはならない。そこには，わが国独占資本のな

かで王座の地位を占める鉄鋼独占体が，あらゆる手段を動員して，彼らのいう組合の『体質改善』

に努力した爪痕が残されているだけではなく，いわゆる民同左派主嘩型の組合がいかなる欠陥と

弱点ゆえに，資本の『合理化』攻撃に敗退していったのか，という痛切な教訓が残されているの

である。報告書檄成上の変更から生ずるかも知れない読者の誤解をとくために，以上の点だけを

ここで説明しておく。」
(1) 

本稿のねらいと位置づけなどについては，以上の引用によって御了解願えたのではないかと思

ぅ。なお，本章の冒頭で「資料収集面での大きな制約」が研究報告書刊行の遅延した理由のひとつ

であったことを明らかにしたのであるが，本稲の内容と直接かかわる問題なのでその間の事情を
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簡単に説明しておこう。われわれの調査研究の初期段階にほ，会社も組合も，所内報や大会議案書

などをはじめとした諸資料の収集や閲覧に協力してくれた。けれども， 70年11月上旬，作業長・エ

長宅を訪問して現場職制層の面接調査を始めたとたん，会社側の猛烈な妨害工作に直面し調査の中

断を余儀なくされるという事態が発生した。そうして，筆者の健康上の理由も重なって，調査を再

開したのは72年夏休み以降のことである。会社側の態度が急変した70年11月上旬の時点で，これに

呼応するかのように組合本部も非協力の態度を打ち出したため，それ以降，本研究にとって必要な

組合関係諸資料の入手は，旧富士室蘭社党協，共産党製鉄委など左派系の人びとのご尽力をわずら

わすことになった。この結果， 60年代後半以降の諸資料についてほ，『中央委員会ニュース』， 『組

合ニュース』などを含めて大体収集することができたが， 64年以前については70年秋の段階でコヒ._

しておいた60年以降の大会談案書の他，機関紙『解放戦線』をやや系統的に入手しただけで資料面

における欠落部分があまりにも大きかった。もち論， こうした資料収集面での弱さを補なう意味も

あって，その当時活躍した旧本部役員の面接調査を行なったが，それには一定の限界があるため資

料不足による研究上の制約を解消することが出来ず困惑していたのである。

ところが，そうこうしているうちに室蘭現地からわれわれの研究に役立つ喜ばしい知らせが入

った。それは，組合の手で絹さんされた『組合史』が刊行されるというニュースである。すなわち，

74 年 4 月には労働運動史研究のベテラソ•姉歯三郎氏が執筆した『富士製鉄労働運動史』（新日本

製鉄・富士労働組合連合会刊）が，次いで76年1月には旧本部役員の分担執筆という形で『新日鉄

室蘭労組30年史』（新日本製鉄室蘭労働組合刊）が，刊行されたのである。刊行後間もなく，左派

系活動家たちの協力によって両著を入手して読むことができたが，それによって前者についてはベ

テラソ専門家が執筆したものだけに資料的価置の高い力作であること，そうして右翼的潮流による

室蘭労組執行部独占という現状からして執筆上の制約を受け資料的価値の低いものになるのではな

いかと懸念していた後者についても，本部三役をつとめた経歴をもつ良心的な旧社党協リーダー 2

名が執筆メソバーに加わったことも影響して，予想以上の資料的価値を持つ文献と考えてよいこと

がわかった）もち論，高い社会科学的知見を持つ姉歯三郎氏にしてぶまた現在も右翼的潮流に対

して批判的姿勢を堅持している旧社党協幹部にしても，現在の組合幹部の体質とレベルを考慮して

程度の差はあっても多少不本意な文章表現，あるいは強調したい重要事件の•一部カットというよう

な自主規制が無意識のうちに慟いたであろうことは，官公庁関係の委託調査を何度か引き受けた経

験を持つ筆者には容易に推測できることである。しかし，そうした制約があったにせよ，豊富な組

合保管資料を活用して鉄鋼労働者の闘いの足跡を記録した 2つの『組合史』が刊行されたことは，

われわれの研究を進めるうえで役立つという意味ばかりでなく，一般的にいっても鉄鋼労働組合運

動，とくに富士鉄（新日鉄）室蘭の組合運動の批判的総括を行なううえで貴重な参考資料の提供と

いう意味からも，もっと評価されてよい事柄だと思われる。

ところで，上記の室蘭労組関係の 2種類の組合史を入手した後，他の鉄鋼労組が刊行した組合

史も含めて検討を加えた結果，考察の対象時期を当初予定していた59年以降からではなくて，全日

本鉄鋼産業労働組合連合会（略称は「鉄鋼労連」）が結成された51年春ごろまで遡らなければ，所

期の目的を達成することができないと考えるようになったのである。もちろん，主として60年代

以降における鉄鋼業の「合理化」の展開過程とのかかわりで現状分析を試みようとした本研究の主

旨からすると，考察の対象を51年ごろまで潮ることは，すでに刊行した第 1部および第 2部との

関連からしても問題であるという意見もあり得るであろう。けれども，上記の引用文のなかの指摘
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によっても明らかなように，本来，この第 3部は，第 1部として本研究報告の冒頭に置かれる予定

だった論稿である。したがって，当初の研究報告書の編成プラソからすると，まず報告書の冒頭で

新日鉄（富士鉄）室商製鉄所を舞台として操り広げられた労資間の激突，その結果生じた「労資間

の力関係の質的な転換，それも鉄鋼独占体の専制的支配をいっそう強める形での質的な転換」のプ

ロセスを解明する予定であった。そうして，それを受けた形で，新日独占体主禅型の「合理化」の

展開，その過程のなかで進展したところの労働組織・労務統轄機構の絹成替えの動向を明らかにす

るとともに，賃労慟の創出・再編・陶冶の実熊について分析することになっていたのである。ところ

が，肝心の「いかなるプロセスで現在見られるような労資関係の『安定化』が実現されるにいたっ

たのか」， 「旧富士および新日鉄独占体が， 59年の 49日におよぶ鉄鋼ストの主力組合であった室

蘭労組から左派勢力を一掃できたのは何故か」， 「いわゆる民同左派主禅型の組合がいかなる欠陥

弱点ゆえに，資本の『合理化』攻撃に敗退していったのか， と・いう痛切な教訓」等々の研究課題を

解明するためには，新日鉄（富士鉄）室蘭の組合運動のピークをなす59年春闘からではなくて， レ

ッド・パージの痛手から漸く立ち直り，闘争体制が次第に整備しはじめる51年春以降の時点まで

朔って分析する必要があると判断したのである。塊係諸資料を検討した結果，その方が，すでに刊

行した研究報告書のなかに取録されている第 1部および第 2部の現状分析も，より効果的に，より

正確に位置づくと考えたからである。

以上のような事情のため，本稲では， レッド・パージ直後のボトム期を経て「ニワトリからア

ヒルヘ」（高野実の表現）変身しはじめる50年代前半期における室蘭労組の動向を取りあげる

ことになるが，その画期を51年春の鉄鋼労連の結成時点に求める。室蘭労組は，翌 52年 4月18日

の破防法反対スト決行に象徴されるような職場組合員大衆の盛り上がりを契機として，運動の高揚

局面を迎える。それから，戦後における鉄鋼労鋤組合運動のビークをなす57年秋季闘争およぴ59年

春闘などの大闘争を第 2の画期としてそれ以降，組合運動が全体として後退局面に入ってゆく 60年

代を迎える。この第 3部では， 50年代前半期から運動の後退期たる 60年代を経て右粟的潮流によ

る組合諸機関の独占態勢が最終的に確立する70年代前半期までを主たる対象として，富士鉄（新日

鉄）室蘭製鉄所を舞台に繰り広げられたところの鉄鋼独占資本と鉄鋼労働者との全面対決，労働者

側の一歩後退，そうして「資本家階級の労働副官」（ダニニル・デ・レオソ）たる労慟貴族，労働

官僚層の台頭，その内部攪乱による運動の体制内化，にもかかわらず現場労慟者層のなかで一定の

広がりを持つ左派支持層切り崩し工作の失敗等々，運動の前進・後退・変質，そうしたなかで次

第に強まってきた富士鉄（新日鉄）独占体の労働者支配の展開過程を分析することにする。ここで

強調しておきたいことは，前述した 2つの『組合史』がさいきん相次いで刊行されたという情勢の

変化を配慮して，省略できるところはできるだけ省略して無意味な重複を避けると同時に， 『組合

史』という性格からいって重要ではあっても取り上げられなかった問題，また右翼的潮流による組

合諸機関占拠といった現状のもとで意識的に削除された出来事をなるべく分析の対象とするという

ことである。すなわち，本稿の対象ほ，第 3部の表題でも明示しているように，狭義の意味におけ

る労働者階級の闘いを意味する「労働組合運動」だけに考察の範囲を限定するのではなく，プロレ

クリアートとプルジョアジーとの階級闘争の反映である労慟運動内における諸潮流の動向をも含め

た広義の「労働運動」まで考察の範囲をひろげるようにしたい。

レーニ‘ンしま，すで1905年に書いた論文のなかで「プロレクリアートを撒業的運動〔労働組合運

働〕だけにおしこめ」(2)ようとするプルジョアジーの意図を曝露すると同時に，労働者政党内にお
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ける「この大がかりな（大衆に対する働きかけの広さにおいて）プルジョア的すりかえの基礎四ま，

労働運動を主として職業的運動〔労働組合運動〕に帰着させ，独自の（すなわち，革命拘で民主主
(3) 

義的独裁への方向をもつ）政策から労働運動をなるべく遠ざけく中唇＞ょうとする傾向」 に対し

て断固たる態度をとることを呼びかけている。なお，このレ‘ーニ‘ノの論文の背景には，1866年に開か

れた第 1イソクーナショナル・ジュネープ大会代諮員のためにマルクスの書いた『指示』が念頭に

あったことは，いうまでもない。周知のように，マルクスが，その『指示』のなかで明らかにして

いるのほ，次の諸点である。すなわち， 「労慟組合の当面の目的は， 日常の必要を満たすこと，資

本のたえまない侵略を防止する手段となることに，＜中唇＞一言でいえば，賃金と労働時間の問題

に限られていた」 「そら過去」(4)。 「労働組合は，資本に対する局地的な，当面の闘争に没

頭しきっていて，賃金奴隷制そのものに反対して行動する自分の力をまだ十分に理解していない」
・・・・ (5) ・・・・・

「その現在」 。「いまや労働組合は，その当初の目的以外に，労慟者階級の完全な解放という広

大な目的のためにく中暑＞この方向をめざすあらゆる社会運動と政治運動を支援しなければならな

い。＜中唇＞労働組合の努力ほ狭い，利己的なものでは決してなく，ふみにじられた幾百万の大衆

の解放を目標とするものだということを，一般の世人に納得させなければならない」「をら采釆 l(6)。

そうして 1866年にマルクスが「労働組合。＜中暑＞その未来。」(7)のなかで望みを託してい

た上記の課題についていえば，マルクスの思想を理論的にも，実践的にも忠実に継承し，発展させ

たところのレ・ーニソ•そのひとが，帝政ロシアにおける労働運動の発展について第 1 次大戦勃発直前

の1914年5月に次のように逮べているように，まさに「ふみにじられた幾百万の大衆の解放を目標

とする」（マルクス）運動が上記の課題達成に向かって巨歩を踏み出す時代が到来したのである。

すなわち，

「労働運動からプルジョアジーの影響，経済主義＝解党主義の影憚をとりさるうえで，この．．． 
20年間になされた進歩は，巨大なものであった。いまや本当のマルクス主義党の本当にプロレク

リア的な土台が，はじめて強固に形成されつつある＜中暑＞

ロシアにおける労働運動は，思想闘争のこの20年を通じて，着々と成長し，つよくなり，成

人しようとしている。この運動は『経済主義』を打ち破った。＜中嬰＞

最後に，労働運動は，いまや解党主義を打ちゃぶり，そのことによって，．マルクス主義理論

によって解明され，省略なしのスローガンによって総括された，人類の先進的な歴史的諸任務を

はたすための先進的階級の広範な闘争の正しい道に立ったのである」 。
(8) 

狭い意味での「労働組合運動」ではなくて，できるかぎり広義の「労働運勁」レベルで考察し

てみたいと述べた筆者の意図については， もはや説明の要はあるまい。なお，労働運動の体制内化

と企業内教育との内拘関連にかかわる理論的な整理や分析視角などは，すでに刊行した『研究報告

書 11』のなかに収録されている，「序論」第 3省第 4節のなかでやや詳しくふれているので省略し，

室蘭に焦点を合わせ第 3部でとり上げたいと考えている主要課題を次節で説明することにしよう。

第 2節研究の課題

前節で述べたように，以下では本稿をつうじて解明したいと考えている主要な研究課題につい

て筆者のねらいを明らかにし，第 3部の本研究における位置づけをはっきるさせることにしよう。
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1 産業統一賃金闘争の前進と後退・変質

第1の研究課題は， 1950年代における組合運動の高揚と産業別統一賃金闘争の前進， 60年代

における低額「一発回答」体制の確立と産業別統一闘争の後退，そうして 70年代前半期に蒻ナる「長

期賃金政策」にもとづく「計画的賃上げ」方式の部入と産業統一闘争の変質等々，鉄鋼労連の産業

別統一賃金闘争ー 58年までは秋季あるいは春季闘争， 59年から春闘に参加ーの展開過程を，室蘭

労組の動向に焦点を合わせて分析することである。ここでもう少し具体的な説明を加えると，富士

鉄（新日鉄）独占体は，大手 5社労組が一体となり 11波19日の波状ストを打った57年秋闘の際にも，

また日本鋼管の各労組と室閑労組をはじめとする富士連合会傘下の各労組とが49日に及ぶ長期ストを

決行した59年春闘の際にも，一貫して高圧的な非妥協的態度を崩さず，とくに59年春闘における組

合側の敗北は，大手 5社の「一斉同一額一発回答」，いわゆる低額「一発回答」の慣行が定着化す

る契機となったのである。 60年代に入ると，春闘における低額「一発回答」と並行して職務給・職

能給，職能的資格制度，工場別能率給など，労働者相互間の分裂支配をねらった一連の賃金体系改

悪の諸方策が組合の反対を押しきって尊入された。富士製鉄室蘭労働組合のばあいには，早くも 60

年代の前半に右派主蒔体制が確立する神戸製鋼，日本鋼管川鉄，八幡製鉄，住友金属などの各組合

とは異なり，大手労組のなかでは一番遅くまで左派勢力が組合執行機関のなかで一定の影響力を保

持してきた組合なのであるが，後述するような富士鉄独占体による組合への不当介入や会社派グルー

プの育成工作が，上記のような恣意的賃金管理・労務管理の強化と結びつけて行われるという状況

のなかで，ついに68年夏の組合本部役選で右翼的潮流として台頭してきた会社派グループによる組

合機関の占拠と運動路線の全面的な右旋回とが実現する。こうして室蘭労組も，他の大手労組と同

様に右奨的潮流の支配するところとなったのである。

周知のように，鉄鋼独占体主端型の協調的労使関係の形成・確立過程のなかで定蒲してきた低

額「一発回答」は， 60年代に入ってから「春闘相場」を示す目安として労使双方から次第に重要視
(9) 

されるようになり，他単産の賃金髄争の展開の際の「踏み台」となってきた。 こうした「鉄鋼回

答」のパクーソ・セックー的役割のために，鉄鋼労慟者は長い間「春闘相場」「下限」の低額回答で甘ん

じることを余儀なくされたわけであるが，それと同時に「資本側の言い値の鉄鋼回答」（太田薫）
UO) 

は， 「春闘相場」全体を押え込む重石的役割を果たしているがゆえに，鉄鋼労禍者ばかりでなく

春闘に結集する他単産の労働者全体に対しても反労働者的被害を与えてきた事実を見逃すべきでは

ない。 75年春闘， 76年春闘と 2年間連続して「鉄鋼回答」は，これまでの「春闘相場」の「下限」

から「上限」へと，そのラソクが変わったのであるが，それは，鉄鋼労連や大手労組の右派幹部が

揚言しているような｀｀鉄鋼優位、、といったメリットのある性格のものではなく， 「資本側の言い値

の鉄鋼回答」が政府，独占資本陣営のガイドライソ，あるいはガイドゾーソとしてより本格的な機

能を発揮するようになった事実の現われなのである。unいわゆる｀｀鉄鋼優位、、なる事熊の到来は，

鉄鋼労慟運動における右翼的潮流がわが国労慟戦線の内部で体制側の賃金抑制策に呼応して行なっ

た反労働者的策動に対する論功行宜であるとともに，わが国労働運動を JC型の運動に変質させよ

うとする独占資本の意図の現われに他ならないのである。したがって， 75年， 76年と続いた春闘に

おける労働陣営の敗北は，＂鉄鋼優位、、といった欺職的な宜伝によって，自己のみにくい体質をお

おい隠そうとしている労働陣営内の右糞的潮流のリーダーたちの反労働者的策動に責任の大半があ

るといってもよいのである。

鉄鋼大手独占体の低額「一発回答」は，以上の説明によっても明らかなように，たんに鉄鋼労
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働運動ばかりでなく，わが国労働動全体にとっても，打破しなければならない緊急課願加のである。

以上の説明によっても明らかなように， 50年代から70年代前半期を主たる対象として，鉄鋼労働運

動における産業別統一賃金闘争の展開過程の実証的研究を主要課題のひとつにしたい， というここ

での問題提起は，理論的にも，実践的にも大きな意味を持っていると考えてよいであろう。

2 富士鉄（新日鉄）独占体の「合理化」攻撃と「合理化」反対闘争の敗北

第2の研究課阻は，富士鉄（新日鉄）独占体の「合理化」攻腺と室蘭労組の「合理化」反対闘

争の展開過程を分析することである。厳密な意味からすると，第 1の課題も資本主義的「合理化」

にかかわる問題に違いないけれども，わが国労働運動のなかに占める春闘や賃金闘争（前述したよ

うな賃金体系改悪反対闘争も含まれる）の比重の高さを考慮して，一応別々の課題として切り離し

たのである。富士鉄（新日鉄）独占体は， 60年代に入るや新鋭機械設備の稲極的瑯入をはかるとと

もに，それによって必然化する労！動の技術的過程の変革に対応して本工要員の削減と社外工雇用の

増大とを前提とした経営サイドの労働力編成替え，つまり雇用合理化や，ライソ・スクッフ・システ

ムおよび作業長制度の蒔入による労務統轄機囃の再緬・強化，そうして「新勤務体制」という名称

で提案された労働時間の実質的延長を意味する現場到蒲制度の実施などをはじめとした相次ぐ「合

理化」方策を打ち出し，さらに60年代の後半期に入ってからは組合側の抵抗を排除して職能制度，

「新作業体制」の実施に踏み切ったのである。さらに会社派グループが組合運営の主磁権を握った

68早夏以降からは，富・士鉄（新日鉄）独占体と富士室閑の労働貴族・労働官僚層とによる分業に

もとづく協業に・よって，いっそう露骨な資本主義的「合理化」が強行されるようになってきたので

ある。 70年4月から実施された「四組三交替制」にしても，その例外ではない。なお， 「合理化」

と労働組織・労務統轄機関の再絹成についての理論的整理は，「序論」第 1章，第 3章第 1節～第

3節で詳しく論じたので，ここでは繰り返さない。

3 富士鉄（新日鉄）独占体の労務政策と室蘭労組内諸潮流の動向

第 3の研究課題は， 50年代における組合運動の高揚期から59年春闘の敗北を契機として後退期

に転ずる富士製鉄室蘭労組の組合運動の展開過程の諸段階と関連させながら，富士室蘭社会党およ

ぴ社青同（のち党友も入れて社党協を結成），共産党富士室蘭製鉄委員会および民青などの労働

者政党や青年組織をはじめとして，その他， 70年代前半期までの10数年間のあいだに結成された幾

つかのイソフォーマル・グループ，そのなかには右翼的潮流として台頭してくる公然たる会社派組

織も；無所属左派的組織も，いわゆる職場反戦派組織も含まれる一ーを対象として，室蘭労組の運

動の展開過程とのかかわりで，組合運動に多かれ少なかれ影態を及ぼしてきた諸潮流の動向を分析

することである。

レーニソほ， 1914年 6月に書いた『労働運動内のいろいろの潮流の勢力についての客観的費科』

という論文のなかで， 「自覚した労働者にとって，自階級の運動，その本質，その目的と任務，そ．．．． 
の条件と実践的形態を認識する任務ほど重要な任務はない。というのは労働運動の強さはすべて，．．． 
その意識性とその大衆的性格にあるからである。＜中唇＞ロシアの労働運動内のいろいろの潮流内

の闘争には，深い階級的根涸がある。」と述べ， 「現在， ロシアの労働運動内のいろいろの潮流の
• • • (12) 

勢力にかんする客観的資料が，ますます蓄積されつつある」 事態について注意を喚起するととも
(13) 

に， 「労働運動内のいろいろの流派の勢力にかんする，現在の客観的資料」 を活用して，以下の
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ような総括を行なっている。. .........  
「主観的には，解党派とナロードニキは『社会主義者』であり＜中恩＞客観的には，彼らの

思想の内容からいっても，大衆運動の経験からいっても，彼らは，労働者政党から少数の労嘲者

を引きぬいていくプルジョア・イソテリゲソツイア・グループである。＜中暑＞

客観的資料からの結論は， プラウダ主義（プラウダはポリシェビィキの日刊機関紙一引用者）

のなかにだけ，われわれは，プルジョアジーから独立した，マルクス主義的，プロレクリア的潮

流＜中唇＞をもっていることをしめしているo 解党主義とナロードニキ主義は，あきらかに，プ

ルジョア民主主義的潮流であって，労働者的潮流でない」 。
Q4) 

レーニソは，同じころに書いた他の論文のなかでも労働運動内の諸潮流に奨する実証的分析の

必要性を強調して，以下のように述べている。

「われわれは，他のグループの社会的意義にたいするわれわれの指摘をいいかげんにおこなう..... 
のではなく，われわれの指摘を客観的事実で確証することを，自分の義務とみなすのである。な.... 
ぜなら客観的事実は，プラウダ主義だけがロシアにおける労働者的潮流であり，解党主義とニス・

ゴ主義直幽箪プルジョア・イ‘ノテリゲソツイア的潮流であることを，決定的に，反駁の余地

なく証明しているからである」 。
Q5) 

引用が多少長くなってしまったが，以下では室蘭労組内において台頭した諸潮流のうち主要な

ものについてだけ若干の説明を加えておこう。

まず最初に挙げなければならないのは，現時点では壊滅状態になってはいるが， 50年のレッド・

パージ以降63,4年ごろまで室蘭労組内で主流の座を占めていた社会党グループであろう。他の大手

各社とは異って富士鉄独占体は， 50年代においては共産党締め出し対策という意図から右派社会党

（民社党）グループではなくて， （左派）社会党グループの育成・まる抱え工作を労政の基本的方

策のひとつとしていたといわれる。とくに室閑製鉄所のばあいには，「佐山労政」（戦後，室蘭製

鉄所の総務部長，副所長，所長などを歴任した佐山励ー氏のイニシアで行われた労政をさす。同氏

は東京帝大の学生時代には「新人会」に入会していた進歩的思想の持ち主だったといわれる。）と

通称される一見ソフトな労務政策がとられたのであるが，その開始は46年 3月の「 3 • 20事件」
QB) 

(46年 3月20日，組合員約 2千名が参加して会社幹部と26時間の団交を行ない，その間に隠匿物資

の摘発を行なった。）にさかのぼることが出来ると指摘する人もいる。とに角， 50年代の終りごろ

まで富士鉄室蘭社会党は，八幡製鉄や日本鋼管などの職場社会党員と比べて恵まれた環境に置かれ

ていたのである。

ところが， 54年 6月から翌55年 1月までの長期間に及んだ日鋼室蘭支援闘争のころから始まる

室蘭労組の大衆的高揚と，その過程で一定の限界はあったにせよ，鉄鋼独占体との対決を真剣に追

求する社会党所属の本部中執や青年部役員が増加し，その影響力が職場のなかでも次第に拡大して

くるという事態が発生する。 57年秋闘， 59年春闘は，これらの良心的な富士室蘭社会党所属の組合

幹部および党友と，共産党系の組合幹部および職場活動家など，左派勢力が中核となって展開され

たのである。こうした社会党グループ内における良心派の進出ほ，当然のことながら富士鉄独占体

にとって好ましいものではなかった。 60年代に入って富士鉄独占体は，富士室蘭社会党が彼らの意

図する「合理化」の推進にとって障害物となりつつあると見るや，直ちに労務政策の転換を行卜応ヽ，

それまで長い間かかって菩梢してきた社会党グループ育成の遺産をぞん分に活用して富士室蘭社会

党に対して攻撃をかけ，その切り崩しと分断，そうして60年代末には粉砕に成功するのである。
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富士製鉄室蘭労組では，上記の社会党内の良心派の陰からの支援もあって58年4月の本部役選

でレッド・パージ以来はじめて共産党員が中央執行委員に当速し，次いで翌年の役選でほ前年に続

く中執 1名に加えて共産党員が新たに青年部長（当時は本部専従）のポストを，そうして安保闘争

の翌年にあたる61年夏の役選では青年部長と婦人部長（当時は本部専従）のポストを獲得するとと

もに，中執 2名を当選させ合計 4名を本部役員として送り出すというように勢力を伸ばすが，翌62

年夏の役選では，富士鉄独占体と社会党員まで含む反共グループの全面攻撃を受けて968年以来連続

当選していた中執 1名を残して他は落選する。そうして，翌63年夏の役選で再び本部中執として 2

名が当選し， 68年 7月までそのボストを確保し続ける。大手労組のなかで共産党員が本部中執とし

て一番遅くまで残っていたのは，室蘭労組であったことを注意しておきたい。

ところで，富士室蘭社会党グル・ープが富士鉄独占体の本部役選への介入によって壊滅的打眼を

受けたのは， 63年夏の役選のときである。その具体的内容については後述することにして，ひとつ

だけ紹介しておきたいのは，前年の本部青年部長選挙のとき会社労政は共産党員の青年部長を落選

させるため，職制ルートを通じて社青同の青年部長候補を支援して当選させたという事実である。

その会社が， 63年夏の役選で本部執行部の絶対多数を占めていた社会党現戦組合役員を落選させる

ため全力をあげて介入してきたのである。そ噂哉t，社会党グルーブは三役では良心的で人望も厚か

った 2名が当選したので 4名のうち 2名を占めることが出来たが，現職中執の大菰落選により本部

執行部の多数派となることが出来なくなったのであるo鉄鋼独占資本の労務政策なるものが，いか

に狭猾であり目的のためには手段を選ばないものであるか，を上記の事実は示している。この時点

で，大衆の間に人望があったため本部役員として残った社会党良心派メソバー，同じく富士鉄独占

体の反共攻撃に打ち勝って本部役員ポストを保持してきた共産党富士製鉄委員会メソバーとが，階

級的労働組合運動の前進のために， ともに団結して統一行動を開始することに成功していたならば，

無所属良心派活動家をも大きく巻き込むことが出来たであろうし，その後における室蘭労組の運動

路線も相当違った形のものとなったであろう。ところが，共産党側からは，それ迄も何度か統一行

動の呼びかけをしていたのであるが，社会党の方は良心派幹部も含めネガティプな対応しか示さな

かったのである。共産党それ自体については後述することにして，ここでは社会党グループのその

後の動きをもう少し説明しておこう。

63年夏の本部役選における富士鉄独占体の介入によって大打撃を受けた社会党ほ，その後じり

貧状態となり， 68年夏の本部役選では新しい右糞的潮流として勢力を伸ばしてきた会社派グループ

と事前に話し合いを行ない，共産党員である 2名の現職中執の落溺に力を貸すことを条件として三

役 1名（他に社会党から鞍替えしたものが 1名いる。），中執 1名のボストを分けて貰う途を選ん

だのである。もっとも，当時の社会党グループの全てが会社派との妥協に費成していたわけでない

ことは，後述するけれども，富士室蘭社会党は，結果的には富士鉄独占体にとって最も好ましい，

社会党にとっては屈犀的な路線を選んだわけである。こうして反共攻撃に一役かった富士室蘭社会

党の協力，現役共産党員中執の落選にかなり影替を与えたと思われる協力に対して，富士鉄（新日

鉄）独占体と会社派が打った次の手は， 70年夏の役選における社会党良心派幹部の本部三役ボスト

からの追放であったのである。もっとも，このときには中執 1名を残留させることが出来たのであ

るが，その 1名も次の72年夏の役選では会社派から社会党脱党を強要されそれに応じたため， 72年

8月1日から 2年間の任期を勤める第32期執行部のなかには，社会党員が 1名もいないという，室

蘭労組はじまって以来の新事態が到来したのである。この時点における室蘭製鉄所内の富士室蘭社
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会党勢力というと，相次ぐ離党者のために71年の統一地方選に組合非公認で出馬し当選した現職社

会党市議だけに限定出来るほど，社会党は凋落する。なお，誤解を避けるために付け加えておくと，

職場活動はしていないけれども，前述した旧富士室蘭社会党幹部のように新日鉄独占体や会社派グ

ループに毅然として対決している人びとも少数ながら存在する。しかし，その人数は多少大目に見

ても 5名以上ではない。

つぎに，社会党から室蘭労組の主禅権を奪った会社派について当面必要な限度内で説明を加え

ておこう。こんにちでは室蘭労組内のイソフォーマル・グループは， 「新日鉄室蘭労働組合主義者協

談会」という名称のもとに一本化されているが， 60年代の初頭には 3つの会社派グループが，そう

して60年代の後半期には 2つの会社派グループが存在していた。その 2つの会派が，大型合併を前

にした69年夏に富士鉄独占体の強い要望に応えて会派を統合し，上記の新会派が新発足したのであ

る。 57年秋闘， 59年春闘における組合運動の高揚から教訓を学んだ富士鉄独占体は，これまで育成

してきた公然たる会社派メソバーのテコ入れをはかると同時に， 60年代の初頭から当時の組合に見

られた官僚主義的運営の欠陥に付け込み不満分子を糾合して 3つの新しいイソフォーマル・グルー

プの旗上げに，多かれ少なかれ力を貸したのである。もっとも，これらの 3つのイソフォーマル・

グループのうち一番早く旗上げをした会派は， 59年春闘の際に闘争続行を主張した中央委員クラス

の活動家が中心的なメソバーとなっており，その初期には59年春闘以後，後退の姿勢が目立った鉄

鋼労連本部や，それに追随し勝ちな室蘭労組執行部の右楓的偏向を批判するとともに，主観的には

職場労働者の側に立って組合の体質改善をはかぢぅと考えてグループ結成に参画したものが多かっ

た。にもかかわらず，発足して 2年も立つか立たないうちに，会社の労働サイドの紐つき会派に転

落してしまうのである。それに対してその後発足した 2つのグループは，いずれも会社の積極的な

保護・育成のもとに活動を開始した公然たる会社派であり， 60年代「合理化」に即応した右粟日和

見主義の新しい潮流として富土鉄独占体の期待を担うことになる。

ところで筆者は， 60年代以降におけるわが国労慟戦線の主要な特徴のひとつである右翼日和見

主義の新しい潮流の台頭と役割について，主として八幡製鉄労組および日本鋼管川鉄労組を事例と

して詳細な実証的分析を試みた論稿を74年12月に発表したが，そのなかでは富士労連傘下の各労組，
仰とくに室蘭労組の動きに関しては最小限の記述にとどめている。 そうした措置をとった理由は，

富士製鉄室蘭労組が新しい右糞的潮流についての研究対象として上記の 2労組より劣っているから

ではなくて，本研究報告書のなかで室蘭労組のことをとり上げる予定であったからである。それど

ころか富士製鉄室蘭労組のばあいには，八幡製鉄労組や日本鋼管川鉄労組とは違った意味で，新し

い右粟日和見主義的潮流の研究にとって極めて有益な特質を具えているため，事例研究の対象とし

てまさに絶好な存在だといってもよいのである。それは本章の初めに引用しておいた「序論」第 4

章第 2節の文章のなかでも指摘していることであるけれども，室蘭労組が長い間，総評路線を忠

実に踏襲してきた社会党主噂型の鉄鋼大手組合であったという事実に由来する。この点では，戦前

からの伝統で民社党（右派社会党）の影響力が執行部レベルで見ても一貫して強かった八幡製鉄労

組や日本鋼管川鉄労組のばあいと決定的に異なっており，いわゆる社会党・総評プロックが独占資

本陣営の強力なテコ入れのもとで育成されてきた新しい右粟的潮流の台頭によって組合の主端権を

奪われていく典型的な事例を示しているからである。また，上記の粛情と関連することなのである

が，室蘭労組の右翼的潮流のばあいには，鉄鋼独占体の手厚い保護のもとで台頭してきたという点

では八幡や鋼管川鉄のそれが違いがないとしても，八幡の民社（右社）系の「統一協」や宮田グルー
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プ・「連絡協」，それに鋼管川鉄の民社（右社）系の「労研」， 「連絡協」に近い体質

の「椎の実会」，などのばあいには，右派は右派としてそれなりの理論を持って会派活

動を行なってきたのに対して，室蘭の右派にはそれらしい独自の理論もなく会派活動も

職制ルートに依存する度合が大きいという点で，まさに誰の目から見ても会社派である

ことが歴然としているのである。わが国労働戦線内における新しい右粟日和見主義的潮

流の典型的事例のひとつである八幡の宮田グループ・「連絡協」のばあいには，御大の

宮田義二がそうであるように会社が圧力をかけて転向させた共産党からの脱落分子のう

ち個人的な力蓋や，それなりの人柄の良さを具えている者たちを入会させ優遇すること

によって，自己の会派の理論的，組織的な補強をはかっているのであるが，室蘭の右派

には社会党や共産党からの脱落分子を若干かかえているにもかかわらず，「連絡協」が

持っていたような独自性も，一定の力撒も持ち得ないまま推移してきたのである。僅か

に認められるとしたら， 60年の秋口に左粟的ボーズをとって発足した会派が会社の紐つきになる以

前行なっていた活動であろうが，その期間が 2年足らずの短期間にすぎなかったことは，前述した

とおりである。

とに角，わが国独占資本陣営のチャソピョンとして自他ともに認めている鉄鋼大手独占体の低

額「一発回答」体制を，労働陣営の内部から支えている鉄鋼労働運動における右奨日和見主義的潮

流は，わが国組合主義官僚のなかでも中枢的存在であり，その実証的研究の意義は大きいと考えて

よいであろう。なお，富士製鉄室蘭労働組合の運動の展開過程のなかでは， 62年11月に無所属左派

の立場をとるイソフォーマル・グループが結成されるが，その具体的内容の説明についてはここで

は省略したい。

最後に指摘しておきたいのは，新日本製鉄（富士製鉄）室蘭労働組合のなかで現時点において

も大きな影榔力を保持しむヽる共産党製鉄委員会および民青など統一左派の動向を分析する必要性に

ついてである。共産党グループの 68年組合役選までの動きについては，富士室蘭社会党の動き

とのかかわりで前述したところであるが，社会党グループヘの攻撃が開始された63,4年ごろからいっ

そう激しくなった富士鉄独占体の反共攻撃は，あらゆる手口を使ったもので目の余まる出来事も多

かった。その具体的内容は後述することにするが，工場長・課長などの管理職クラスから組合の一

員であった掛長，作業長などの現場職制層（室蘭労組では掛長は69年 3月まで，作業長は73年 9月

まで組合員だった。）まで動員して露骨な介入が行われるようになったため，支部レベルでも左派

系の活動家が支部3役や中央委員に当選することが至難な情勢となったのである。けれども，八幡や

鋼管などと進って，全所一区制の門前投票という形で行われる本部役選のばあいについて見ると，

共産党員を中心とした左派候補は，投票総数の 25％から 30％の支持票を獲得しており，会社

や右派の圧力にもかかわらず左派支持層，より正確にいえば新日鉄（富士鉄）独占体の労働者支配

および組合活動への介入に反発する批判勢力の切り崩し策動は， こうした事実から明らかなように

結局のところ失敗していると見てよい。したがって，右粟的潮流による組合諸機関の占拠という現

状のもとで，新日鉄独占体にとって好ましい内容の議案が組合幹部から提案され，室蘭労組の中央

委員会や大会において満場一致，もしくは圧倒的多数で可決されているからといって，本来的な意

味で労資関係の「安定化」が実現していると判断するわけにはいかないのである。それだからこそ，

「職場に憲法なし」と言われるようなアカ攻撃と職場活動家たちに対するねらい打ち，そうして常

識ではとても考えられない極端な差別待遇がまかり通り，心ある人びと一ーそのなかには管理者層・
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現場職制層の一部も含まれるのであるが，ーからひんしゅくを買っているのである。

以上，第 3部における主要な検討課題のひとつである室蘭労組内諸潮流についての実証研究と

かかわって，筆者の問題意識を述べてきた。レーニソは， 1914年5月に執筆した『洗練された民族

主義による労働者の堕落』と題する論文のなかで次のように述べている。

「労働運動が力づよく発展すればするほど，それをおさえつけるか，細分させようとするプ

ルジョアジーや農奴主の企ては，いよいよ必死になる。暴力で抑圧することとプルジョア的影響

によって細分することと，この 2つの方法は，世界中のすべての国々でたえず実施されており，

そのさい，支配階級のさまざまな政党によって，あるときは前者，あるときは後者の方法がかわ

るがわるもちだされる。

ロシアでは，とくに，むきだしの暴力だけでは頼りにならないことをもっとも賢明なプルジ

ョアがはっきりと知った1905年以降は，あらゆる『進歩的な』プルジョア政党やグループが，労... 
慟者階級の闘争をよわめるさまざまなプルジョア思想や学説を説くことによって労慟者を分裂さ．．．． 
せる方法を，ますます頻繁にもちいている」(18)。

また， レーニソは，本節の最初のところで引用した『労慟運動内のいろいろの潮流の勢力につ

いての客観的資料』と題する論文のなかで， 「ロシアのいろいろの潮流にかんする合械討資料く中

唇＞大衆のそれについてのこれらの客観的資料，敵の諸新聞からとられた資料，読み書きのできる

人ならだれでも調べてみることができる資料を，全力をあげて収集し，点検し，研究しなければな

らない。ただこのような資料によってだけ自階級の運動を学習し研究することができる。」(19)と指

摘しているのであるが，すでに説明した事情から60年代前半期以前に関しては組合保管資料すら，

「収集し，点検し，研究」できない状態にある。したがって，室蘭労組内の諸潮流について本研究

のなかで究明できる範囲は，残念ながら以前，筆者が考察した八幡や鋼管川鉄についての論稿と比

較しても，制限された内容のものにならざるを得ない'o もち論，資料収集面での弱さをカバーしよ

うという意味も含めて行なった室蘭労組旧幹部とのイソクビュー記録を活用することにするが，そ

れには自ら限界のあることを初めにお断りしておきたい。

＜注＞
(1) 道又健治郎「企業内教育分析序説」，道叉姻伶郎・木村保茂•藤沢健二他『鉄鋼業の「合理化」と企

企業内教育 I』,4嘩践i大学教育学部産業教育計画研究施設研究報告書 11, 1974年3月， 63頁o

(2) レーニン『民主主義革命における社会民主党の 2つの戦術』，大月書店，全集版，第 9巻， 116頁o

(3) レーニン，同上， 116頁o

(4) マルクス『個々の問顆についての暫定中央評談会代職員への指示』，大月書店，全集版，第16巻，

195頁o

(5) マルクス，同上， 196頁o

(6) マルクス，同上， 196頁o

(7) マルクス，同上， 195頁o

(8) レーニン『労働運動における思想闘争』，大月書店，全集版，第 20巻， 294頁o

(9) 平野浩一「協調的労使関係の形成と鉄鋼労働組合運動」，労働運動史研究会綱『危檄！こおける労働

運動一—その前進と後退』，労働旬報社， 1976年 1月， 46 ~ 47頁。

(10) 太田薫『春闘の終焉』，中央経済社， 1975年 7月， 23頁o

(11) 平野浩一，同上， 46頁o

(12) レーニソ『労働運動内のいろいろの潮流の勢力についての客観的資料』，大月書店，全集版．第20

巻． 411頁o

(13) レーニン，同上， 412頁o

(14) レーニン，同上， 415~416頁o
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(15) レーニソ『プルュッセル会識におけるロツア社会民主労働党中央委員会の報告』，大月書店，全集版．

第 20巻． 570頁o

(16) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，新日本製鉄室蘭労働組合， 1976年 1月， 219~ 231頁o

(17) 道又健治郎「鉄鋼労働運動における右粟的潮流の台頭と役割」，労働運動史研究会網『労働運動の新

段階60年代から 70年代へ』，労働旬報社， 1974年 12月， 40 ~ 121頁o

(18) レーニソ『洗練された民族主義による労働者の堕落』，大月書店，全集版．第 20巻， 304頁o

(19) レーニソ『労慟運動内のいろいろの潮流の勢力についての客観的資料』，大月書店，全集版，第 20巻

411 ~ 412頁。
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第 1章富士製鉄室蘭労働組合と産業別統
一闘争の推進

本章では，全日本鉄鋼産業労働組合連合会（鉄鋼労連）が結成された1951年前後のころから，その

結成以来，試行錯誤を繰り返しながらも，鉄鋼労連が，みずからのイニシャティブによるところの

産業別統一闘争推進へのみちを模索していた 50年代前半期までの時期を考察の対象とする。この

時期に富士製鉄室瑚労働組合は， 日本鋼管川鉄労組とともに，左派社会党・民同左派ブロックの影

啓力が次第に強まる傾向を見せていた当時の鉄鋼労連において大手主流派組合の代表選手として，

その産業別統一闘争を前進させるプロモークーの役割を果たしたのである。

以下ではまず初めに，アメリカ占領軍の公然たる支援を受けて強行されたところの49年のドッ

ジ・ライソのもとにおける「過剰）属用」の整理， 50年の朝鮮戦争下におけるレッド・パージなどに

ともなうわが国金属労働戦線の激動過程のなかで， 51年の春に結成された鉄鋼労連創立の具体的な

経過を究明することによって，鉄頷労連結成の意義と創立当初における，その体質や特徴を解明す

ることにしようo 次いで「ニワトリからアヒルヘ」（高野 実）という言葉に象徴されるような労

働組合運動の全国的な高揚と職場レベルにおける組合員大衆の盛り上がりを背景として，創立当初

のグループ別・業種別共同闘争から次第に産業別統一闘争へ向かって歩みはじめた50年代前半期に

おける鉄鋼労連の闘いのなかで，富士製鉄室蘭労働組合が，鉄鋼労連の大手主流派組合としての自

覚に促されつつ富士鉄独占体に対していかなる闘争を挑み，その闘争をつうじて鉄鋼労連本部の産

別機能の強化にいかなる功献をしたかという点について検討を加えることにしよう。さらに，第 1

次鉄鋼合理化計画実施と朝鮮戦争プーム後退の過程で，鉄鋼業界では雇用合理化と人員整理の嵐が

吹き荒れるが，本章では54年夏から年末にかけて全国の労働者の階級的連帯のもとで闘かわれたと

ころの日鋼室聞の首切り反対闘争の際に，富士製鉄室蘭労働組合がいかなる形で支援闘争に取り組

み，その支援闘争をつ•うじて自己の階級的体質を強化したか，という点について分析することにし

よう。以上あげた 3点は，もち論，本章のなかで取り上げる主要課題に限られており，その他の点

については記述のなかで論証することにしたい。

第 1節 鉄鋼労連の結成と鉄鋼労働戦線の再編・強化

1 創立期における鉄鋼労連の体質

わが国鉄鋼労働者にとって唯一の産業別全国組撤である鉄鋼労連は， 1951年3月上旬に結成さ

れたo鉄鋼労働問題の専門家である平野浩一氏の指摘によると，発足して間もない50年代前半期ご

ろの鉄鋼労連の実態は，次のようなものであったといわれる。

「鉄鋼労連は，当初は，＜中暑＞右よりの企業内組合主義にたつ独占的大企業組合の全国的

連合体であり，戦闘的な組織ではなかったが，その後，闘争経験をもつ中小企業組合もあいつい

で加盟し，また『合理化』搾取強化に対する職場の不満と闘争エネルギーの蓄積を反映して，賃

金闘争や尼崎製鋼，日本製鋼室蘭などの解雇反対闘争に取り組むなかで，じょじょに鉄鋼独占資

本の搾取と抑圧とたたかう鉄鋼労働者の全国的産業別組織に成長していったのである」 。
(1) 

上記の平野浩一氏の指摘のなかで確認しておきたいのは，次の 2点である。その第 1点は，「当

初は」「右よりの企業内組合主義にたつ独占的企業組合の連合体であり，戦闘的な組織ではなかっ
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た。」という指摘であり，第 2点は， 「賃金闘争や尼崎製鋼，日本製鋼室蘭などの解雇反対闘争に

取り組むなかで」「たたかう鉄鋼労働者の全国的産業別組織に成長していった」という指摘である。

鉄鋼労連の結成母胎となったのほ，平野浩一氏自身もさきの引用文のすぐ前の叙述のなかで述べて

おられるように，川崎製鉄（株）を含む大手 6社の共闘委員会と，総同盟金属産業労働組合同盟l1)

業種別組織であった鉄鋼連合会（ 1947年 11月結成， 49年 12月再建）との 2つの組織であった。

まず総同盟金属産業労慟組合同盟（当時の唇称は，「全国金属同盟」，「全国金属」，もしくは，

「全金」）について当時の状況を若千説明を加えておこう。「この組合は，一般機器にかぎらず，

鉄鋼，造船，電機，車輛などを包含する大産業別組織のかたちをとり」(2)，初代会長には荒畑寒村

氏が，初代主事には高野実氏が就任した。そうして，全金主事の高野実氏が，右派の対立候補を

破って総同盟総主事のボストを射とめた49年ごろから，全金の実権も， 48年10月の第 3回大会で会

長となった前田種男氏などの右派を押し退けて高野実主事や北川義行副主事らの手に移りつつあっ

たのである。こうした「総同盟左派」優位の情勢のなかで， 50年10月上旬，高野実主事をトップ・

リーダーとする当時の全国金属同盟本部は，大産業別組織である全金を中産業別単位に改変・再編

成し，傘下の業種別組織を中産業別の単産として独立させることによって多くの無所属組合を結集

する方針を掲げ，その手初めとして一般金属機器部門を主体とした， 「総評に直結する全国金属労

働組合の結成をめざして，全金第 5回大会」を開催したが，右派の前田種男会長を事実上棚上げ

し，「総同盟左派」主蒔のもとで進められてきた組織改変の動きに対して，かねてより大きな不満

を抱いていた右派代談員が本部役員選挙をきっかけとして退場してしまったため，組織改変の第 1
(3) 

歩とも言うべき「解散大会は分裂大会」 となってしまったのである。なぜなら，人事問題を口実

として分裂してし•‘った右派は， 51年 3 月，現在の全金同盟の母胎となった再建組織を発足させたか
らである。すなわち，全金再建派は，同年 3月下旬，第 5回大会で確認されていた方針にしたがい

組織解体宣言を可決した総同盟第 6回大会決定に反対し，途中から退場した反対派とともに，総同

盟第 6回大会の直前に開催された第 2回大会で「平和三原則」を採択した総評に対抗して，「再建

総同盟」の結成に努力することになる。

ところで， 『総評・全国金属の歴史（草稿）』によると，全国金属同盟内では，第 5回大会以

前にすでに組織改革が検討され，次のような組織改変の方針が正式に確認されていたという，すな

わち，

「6月15~ 16日の中央評談会では，＜中唇＞金属戦線の全国的統一を前進させる目的で，

①全国金属を鉄鋼，造船，金属機械の三部門に分ける，③鉄鋼，造船を除いた組織で金属労組を

つくる，③ 9月を目標に解散大会を開き，これと前後して新しい三組合を結成する，などの方針

が右派の反対をおしきって採択された。＜中唇＞， 8月11~ 12日の金属組織小委員会で，①鉄

鋼，造船を除いた組織を再整備し，中立組合吸合の体制をつくる，＠く中暑＞，③名称を全国金

属労働組合とする，④鉄鋼，造船の区分は，鉄鋼は 6大メーカーを，造船は全国的関連するメー

カーを鶏とし，地方ならびに単組の実情を考應して全金機魂．でその区分を決める，などが決定さ
(4) 

れた」 。

したがって，前述した全金第 5回大会後における金属労慟戦線の組織課題ほ，総評結成の推進

力となってきた当時の総同盟全国金属の立場からすると，一般金属機器部門を一刻も早く独立させ，

「総評に直結する」中産業別組職として新発足させることにあったのである。再び『総評・全国金

属の歴史（草稿）』によって，その後の動きを見ることにしよう。

「他方，全金第 5回大会ののち全金からわかれた造船部門の組合は，造船連合会をつくり，
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総評結成にさいしてこれに直接加盟したが，内部では右派勢力が強く，総同盟の分裂後は，造船

総連となって再建総同盟に参加することになる。また鉄鋼部門では，全金内に業種別組織として

つくられていた鉄鋼連合会を拠点にして，鋼管川鉄， 日鉄八幡，富士，日鋼室蘭，など主要中立

組合に対する組織活動が進められた結果， 51年 3月に鉄鋼労連の結成をみるのである」 。
(5) 

以上の叙述は，当時，総同盟左派に属していた側からみた鉄鋼労連結成にいたる経過説明であ

る。そこで階級的労働組合運動の旗をかかげ， 49年前半期までは金属労働戦線の主尊権を保持して

いた産別会談の側から見た，この間の経過説明を次に紹介しておこう。そのため，鉄鋼労連結成ま

で産別全金属の大手主力組合であった日本鋼管鶴見製鉄労働組合が絹さんした『鶴鉄労動運動史』

のなかから関係箇所を引用することにしよう。

「戦後，鉄鋼労働者のはじめての産業別組織として結成された全国鉄鋼産業労働組合（暑称

は「全鉄労」ー引用者）は， 23年 11月，全日本機器，全日本電気工業労組などと合同，全日本金属

労働組合（略称は「全日本金属」もしくは「全金属」一引用者）となったo鋼管鶴鉄組合は，こ

の全鉄労＝全金属の分会として約 5年，その組織の一員であり，日本製鉄，川崎製鉄などの諸組

合もまたその傘下にあった。

しかし，この全鉄労＝全金属のライソとは別に，鋼管川鉄，住友大阪神鋼神戸などの諸組

合は，総同盟の傘下に結集，全鉄労＝全金属とは別個の動きをしていた。

ところで， 24年から 25年にかけてこの鉄鋼労働戦線の分布は，大きな変動を記録したので

あった。

1つは， 24年＝ 25年の間の全金属の組織上の混乱，企業整備・レッドバージによる後退で

あった。

2つは，総同盟系の新しい鉄鋼産業労組結成への動きが，急速に発展してきたところであっ

た。

鋼管川鉄，住友の各組合は， 24年鉄鋼各社に出された労慟協約改訂ー無協約事態のなかで，

日鉄，川崎など，大手企業の諸組合，企連と共闘体制をとり，連携を強めた。（いわゆる「 5社

労組共闘委員会」，それに続く「 6社共闘委員会」の前身である「 5社労組協議会」の結成を指

す一引用者）。

他方， 25年 6月の総評結成を機に，総同盟は解体方針をとり，その間に，傘下鉄鋼労組は，

新組織の結成を本格化したのであった。

こうして， 25年10月，鋼管川鉄，住友，神鋼，それに富士製鉄労連も加わり，鉄鋼労働戦線

統一の第1回懇談会がひらかれた。この懇談会は， 11月13日の第 2回目の会合で，正式に，新しい

鉄鋼全国組織の準備会に切りかえられ， 12月には，八幡労組も全日本金属労協（いわゆる「産別

大金属」一引用者）などから脱退しこの準備会に加わり， 25年未に組識された毬年闘争を経て，

その組織体制をつよめた。

こうして， 26年早々の全国的な賃上げ闘争の間， 3月1日，日本鉄鋼産業労働組合連合会

・（鉄鋼労連）が正式に結成大会をもち， 46組合傘下11万の鉄鋼労働者を結集した。

鶴鉄組合は，この結成大会に，門間委員長，尾形組織部長をオプザーバーとして参加させ，

3月8日の第14期定期大会は，この新組織の結成とも関連して，全金属からの脱退を決定，一般

投票を行ない，賛成 2,7 4 2, 反対354票で， この脱退が正式に決まった。 (5月1日に鉄鋼労

連へ正式加盟，同じく産別全金属傘下の大手労組だった川崎製鉄KKの組合も全金属を脱退して
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同月加入ー引用者）」 。
(6) 

以上の経過説明によっても明らかなように，鉄鋼労連ほ，総同盟全国金属と大手 6社共闘委と

の2つの組織を拠点とし，前者のイニシャチィプのもとに結成されたのである。ところが，‘鉄鋼労

連の結成にあたって，総同盟左派，いわゆる高野実派が果たした一定の役割を過大評価するあまり，

いわゆる「高野学校」の有能な人材であった清水慎三，斉藤徳次，横山進，それに総同盟調査部に

いた千葉利雄など諸氏が鉄鋼労連本部書記局に送り込まれたという事情を重視して，こうした高野

実派の影響により，鉄鋼労連が当時のわが国労働戦線のなかで左よりの単産としてスクートしたと
(7) 

見る向きもある 。このような評価は，筆者が確認しておいた乎野浩一論文の第 1点， すなわち

「当初は」「右よりの企業内組合主義にたつ独占的企業組合の連合体であり，戦闘的な組織ではな

かった」という指摘と真向から対立する見解である。前述した『総評・全国金属の歴史（草稿）』

のなかにも，当時の総同盟内部の左右の対立，そうして総同盟内における左派のヘゲモニー確立の

意義を強調するあまり，平野浩一氏の指摘と対立する上記の見解に近い叙述も部分的に認められる

のである。

たしかに，鉄鋼労連の結成大会において採択された運動方針を見ると， 「戦勝国全部との全面

講和，中立堅持，軍事基地供与反対の三原則」，すなわち，いわゆる「平和三原則」が掲げられて

いること，また「主要闘争目標と闘争方針の基調」の冒頭に「御用組合化の克服と組蛾な改善強化」

が提起されていること，そうして「企業連合も団体交渉の別宜上，現段階では承認され利用さるべ

きであろう。」としながらも， 「答ほ唯一つ，階級的性格を持つ産業別組織を強化して次第に職場，

単組の権限を委譲く中暑＞闘争資金を逐次本部に集中してゆくこと」，すなわち， 「新しい鉄鋼労

連の会社のわくを越えた階級的性格を拠りどころに効果的な共闘を績み重ねつつ；たくましい前進

過程に突き進む」ことによって， 「会社従業員型で階級運動化されていない」， 「企業組合の非階

級性」から脱脚したところの「階級型」の産別組織建設の方針が掲げられていること，さらに「す

でに鉄鋼資本と繊維資本の儲け頭の両巨頭を先頭に日経連は，職場防衛を名分に産報組織の再現を

はかり， レッド・パーヂの仕上げを策している」ことを明らかにするとともに，こうした動きに対

し， 「労働者の権利を守る闘い」を放置して闘う構えを示していること，（8）等々の内容が含まれて

おり，これは当時の情勢からいって一定の稲極性を持った方針であったと言うことができる。けれ．．． 
ども，他方では運動方針の「当面の組織運営に関する件」（傍点は引用者）などにおいて， 「段階................ 
的な連帯性の裏付けが必要である」（傍点は引用者）という理由から， 「鉄鋼労連の枠内における
・・・・・・・・・・・・・• (9) 
実態に見合う各種共闘の組織化」 （傍点は引用者）が， 「当面の運営組織方針」として提起され

ているのである。

ここで当時の状況を要約すると， ドッジ・ライソの実施過程のなかで強行された49年の 100万

人首切り，また朝鮮戦争勃発の直後にアメリカ占領軍権力の指示によって行われた全労連解散とレッ

ド・パージ，さらに安保条約の締結にともなうサソフラソシスコ体制の確立など，一連の逆コース

が進展するなかで，労働者階級に対する体制側の反動攻撃と資本主義的「合理化」攻撃がいっそう

強まっていた情勢であったといえる。こうした政治権力と一体となった鉄鋼独占資本の攻撃に対し

て，鉄鋼労連の結成時点における鉄鋼労働戦線の状態は，表 1-1に示されているように，流動的

で多岐・多様な四分五裂の有様であった。こうした労働者階級の側にとって決定的に不利だった当......................... 
時の労働戦線の状況からすると， 「鉄鋼労連の枠内における実態に見合う各種共闘の組織化」（傍

点は引用者）という「組織運営方針」は，大手組合にとっては一定のメリットがあったとしても，
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中小手組合の運動の指針には到底なり得ない性格のものだったし，また，そうした方針のものでは

とても闘える状況にはなかったのである。したがって，創立期における鉄鋼労連の姿勢に対して中

小手組合の側から数多くの不満や注文が出されたのは，至極当然のことだったのである。

以上述べた諸点からしても，前述した平野浩一氏の第 1点目の指摘ば適確な見解と考えてよ

い。そうして，その適確性は，次に紹介する中小手労組の当時の鉄鋼労働戦線についての見方や，

鉄鋼労連の動向についての記述によっても裏付けられるのである。以下では，まとまった『組合史』

を刊行している 2つの中手労組の資料から，関係箇所を引用することにしよう。

「こうして鉄鋼労連の結成によって， 日本の鉄鋼労働者の再統一がなしとげられたのであるが，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
全嵌労に比べ鉄鋼労連氏はじめから産業別単一組織ではなく，企業内組合の連合体として組織され全鉄労

が単一組識をめさし，加盟の単組を分会とし，全鉄労として，資本側と交渉しようとしたのにく

らぺ，その組織態勢は， iまるかにゆるやかなものであった。

く中 暑＞

ところで，このような鉄鋼労働戦線の再綱成のなかで，かっての全鉄労ー全金属傘下の主力......................... 
となっていた中小手諸組合の多くが，新しいこの組織に参加しなかった。

東都製鋼，三菱製鋼， 日本特殊鋼管，大同製鋼各組合， 日亜製鋼，尼崎製鋼，そして，わが.......... 
日特鋼，また特殊製鋼，山陽製鋼，淀川製鋼，大和製鋼などの諸組合も，鉄鋼労連にはじめから.......... 
は参加していなかった。......................... 

これらの組合の一部は，なお全金属の傘下に留っていたし，
..... 

またあるものは， 日特鋼のように．．．．．．．．．．．．．． 
単独の企業内組合となっていた。」

UO} 
（傍点は引用者）。

以上は， 50年 4月まで全鉄労ー全金属傘下の分会として産別全金属へ本部役員を派遣していた

日本特殊製鋼労働組合の『組合史』から引用したものである。もうひとつ，同じく全鉄労ー全金属

傘下の分会であったが，日特鋼のばあいより少し早い49年 9月の時点で社会党員を含む反共民同派

がヘゲモニーを握ると同時に，全金属関東支部から脱退した特殊製鋼労働組合の『組合史』のなか

から，関係部分を引用することにしよう。

「＜前恩＞鉄鍼労蓮f:t,条飯労ともぷぶ，中央贔枷向た函彙扉J統二紺誠そんi:，盗桑扉j紺....................................... 
合の連合体として，まず発足し，総評の結成に呼応して鉄鋼産業の『民主的』諸組合の併合をめ．．． 
ざしたのであった。 ......................... 

こうした結成のいきさつから，鉄鋼労連の発足当初は，何といっても大手中心の組織で，広........................................ 
範な中小手の諸組合は，その一部分を傘下に収めただけで，あとは組織の外におくことになった3

特殊製鋼や日特鋼の組織もそうした外の存在で，鉄鋼労連の結成のあと，＜中暑＞京浜 5社労組

協議会をつくり，特殊鋼労組の結集をめざしたのである。また，愛知製鋼知多，大同鋼板， 日亜

製鋼，尼崎製鋼などの諸組合は，なお，産別会議全金属の傘下に入っていた。

このような鉄鋼労慟戦線の情勢のなかで，鉄鋼労連は，その組織の拡大強化に乗り出したの

である。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
26年の賃闘で，鉄鋼労連は，結成早々の組織の弱さをバクロし，資本家にじゆぅりんをほし...................................... 

いままにさせた。しかも，資本側の攻撃は，•もともと『民主的労組』の結集体として発足した鉄................. 
鋼労連にたいしてもいまや牙をみがき，その産業別強化，統一行動にくさびを打ちこみはじめて

いたし，御用集団一ー職場防衛組織の育成を行なっていた。

鉄鋼労連の組織強化ほ，この資本の攻勢に対抗するものであった。鉄銅労連は，傘下諸組合
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表 1- 1 金属・鉄鋼労働 戦 線 の 変 遥 系 統 図

l 
20 • 11 I 

l 

顎囁警認

闘腎望開奇麿 21•2 

関東地方金属労協

21•9 

21 • 8 (150万人） l 
※ 産別会議結成（産別会厳に加~)

↓ 日鉄分品U5 21. 9 

・鋼管・川鉄などのJ麟~
22 • 3 

※鉄鋼復興会諮結成 ↓ 22•12 

I全令同盟鉄鋼連合会1

体解

（
民
主
化
運
動
）

別会障系金属4単産合同 l ※ 5社労組懇談会
22 •12, : 

24 •6 I 

| 5 五 協 厳 会 I
25 •2 ; 

5 社共艇l

25•4 

25•7 

※総 評 結 成

（全労連加入

I （関東製鋼など脱退）

6 社共闘

（鶴鉄など脱退）

解体（全国金属と合同）

41•7 

（加入）

資料出所：鉄鋼労連絹『鉄鋼労働運動のあゆみ』 l1頁。

同国国
副

劇

脱退 43•6

脱退 46•8
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(11) 
の統一行動の発展とともに，非加盟組合の結集に着手した。」 （傍点は引用者）。

鉄鋼労連の創立期前後における金属・鉄鋼労働戦線の状況を把握できるように配慮を加えたた

め，引用が多少長くなってしまったけれども， 「当初は」「右よりの企業内組合主義にたつ独占的

企業組合の連合体であり，戦闘的な組織ではなかった」とする平野浩一氏の創立期の鉄鋼労連につ

いての指摘が杓を射たものであることは，以上の 2つの鉄鋼中手労組の『組合史』の記述によって

も裏付けることができよう。

とに角，鉄鋼労連は，本部書記局へ送り込まれた総同盟左派・「高野学校」出身の清水慎三，

（第 1期書記長，第 2期副委員長），斉藤徳次（第 2期から第15期まで中執），横山進（現中執．

青年婦人部長）らの人々の主観的意図や有能な個人的力量とは別に，客観的には総評がそうであっ
(12) 

たように， 「米日反動勢力の道具として上から育成された」 いわゆる「民主的労組」の結集体と

して発足したのである。したがって， 49年の 100万人首切り，翌50年のレッド・パージなどによっ

て大打撃を受けた産別会談・全労連系勢力の後退を前提条件としたところの鉄鋼労働戦線の再温成・

右旋回の産物として，鉄鋼労連の創立を把えなければならないのである。

2 鉄鋼労連の組織強化と産業別統一闘争

その一部分についてはすでに紹介しておいたが，鉄鋼労連の結成大会において本部から提案さ

れ可決された運動方針のなかには，一方では「中共革命の勝利」による「共産革命勢力の浸透」と

いった表現や朝鮮戦争を「米ソ両国」の代理戦争と見るような非科学的，反共的な「国際政治情勢

の評価」U3)とともに，他方では前述した「御用組合化の克服と組織の改善強化」，具体的には「階
闘

級的性格をもつ産業別組織」の強化を「主要闘争目標と闘争方針の基調」 とするような労慟組合

運動の階級的前進にとって役立つ内容のものも含まれていた。したがって結局のところ，本質的に

は相互に矛盾する内容のものが並存している混然とした状態だったのである。さきに，当時の総同

盟左派・高野系の人びとが鉄鋼労連本部書記局へ送り込まれたことを不当に過大視するのは，誤り

であることを指摘しておいたわけであるが，そうは言っても，これ等の有能な人材の存在が新発足

した鉄鋼労連の動向に影響を及ぼしたことは否定できない事実である。結成大会の運動方針のなか

に認められる相互に矛盾した内容の併：存という事態も，加盟大手労組の反共・右派幹部グループと

書記局を握っていた高野派グループとの妥協によって不可避的に発生したものと推測される。

ところで，鉄鋼労連初代書記長の消水慎三氏は，結成大会の書記長報告において「組合無関心

層が増大し，御用組合化の傾向は階級戦全体を通じて目に余る状態にある」 (15)と警告を発しており，

運動方針のなかでもこれと同一趣旨ことが「幹部の御用化，ボス化を許す温床となっている。レ

ッド・パージはこの傾向に完全に拍車をかけている」 U6)という表現で記述されている。たしかに当

時，こうした事態が一般化していたことは否定できなかった。けれども，鉄鋼労連が結成された51

年春の時点では，それまでの組合運動全体の流れから見ると，鉄繍労渤組合運動は， 49年夏から50

年にいたるボトム期に受けた痛手から次第に回復しつつあったし，それにともなって職場レベルに

おける運動も盛り上がりを示してきたため，御用組合化の動きを歯止めする力量を持つようになり

つつあったのである。つまり，職場組合員大衆の突き上げによって事態は，大手組合の反共・右派

幹部たちの思惑を越えて急旋回し，鉄鋼労連もまた程度の差こそあれ，総評および傘下の主要単産

と同様に「ニワトリからアヒルに転身」（高野実）する過渡期に差し掛かっていたのである。 (17)前

述した平野浩一論文もこの点に関して次のように述べている。「鉄満労連は，＜中暑＞じょじょ tこ

鉄鋼独占資本の瑞取と抑圧とかかかう鉄鋼労働者の全国的産業別組織に成長していったのである」，
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[8)と。

鉄鋼労連発足当初の51年および52年の春に行われた賃上げ闘争は，統一要求で各組合の足並み

を揃えるということが出来なかったため，企業内隙争に移行してしまい，精いっぼい評価してもグ

ループ別共同闘争の範囲を出るものではなかっか。しかし， 52年の賃金闘争がゼロ回答の壁を破れ

ず失敗した原因が企業内闘争lこ重点をおいた点にあったという反省から， 53年春の賃上げ闘争では，

鉄鋼労連の指端による産業別統一賃金闘争が，初めて取り組まれることになったのである。こうし

た産業別統一貨金闘争を組織するためには，鉄鋼労連本部に指令権限を委譲して産業別組織としての機

能強化を殴ることが必要となる。こうした要請から58年 2月に開催された鉄領労連第 4回臨時大会

では，労連本部への指令権委譲と「拡大闘争中央委員会」（略称は「拡中闘」）の設置という「画

期的な方針」09)を決定することによって，共同闘争から統一闘争への前進に対応した産業別組織の

指噂力強化の体制を確立したのである。この大会決定によって，加盟単組が一般組合員の投票によ

って確立したスト権を含む一切の指令権は，中央本部に設置された「拡中闘」へ委譲されるととも

に， 「拡中闘」においてその都度選出されるメソバーによって楷成される戦術委員会の答申iこ基づ

いて，具体的な闘争日程が決定されることになったのである。こうして，鉄鋼労連「拡中闘」から

出される闘争指令に従って各単組が統一行動をとるという鉄鋼労連初の産業別統一賃金闘争が， 53

年春に展開されたのである。ただ問題だったのは，労連傘下の最大の組合である八幡労組で組合員

投票によって鉄鋼労連拡中闘への権限委譲が承認されたにもかかわらず，八幡執行部が拡中闘への

直接権限委譲を行わず単祖•h央委員会に権限委譲を行なって統一闘争の形ではなくて，共同闘争の

形で闘いに参加したことである。このため八幡も参加した第 1波24時間ストは，拡中闘指令どおり，

「一糸乱れず整然と決行された」(20)のに対して，八幡が同調しない見通しの強かった第 2波無期ス

ト指令は，予定どおりスト続行を決定した神鋼および関西中小手組合を除き，「八幡と共に出なけ
闘

れば」 ということで神鋼以外の大手幹部が動揺して労連本部のスト指令を見送った結果，第 2波

統一スト不発のまま妥結を余儀なくされたのである。さらに翌54年の産業別統一賃金闘争の際にも，

八幡が組合の内部事情から闘争に参加しなかったため，大手労組の統一闘争は不発に終わった。こ

のため，大手 5社の統一賃金闘争が初めて実現したのは，八幡が加わった55年の秋季闘争のときか

らである。しかし，この秋闘では，中小手組合については，大手と切り離して共同嘲争を組織した

だけであった。したがって，大手 5社を中心とし中小手組合をも含む鉄鋼労連全体の産業別統一賃

金闘争が組織化されたのほ，翌56年以降のことであるo 鉄鋼労連の統一賃金闘争は，戦後鉄鋼労慟

組合運動のピークをなす57年秋闘をおよび59年春闘へと発展してゆくのである。その具体的内容に

ついては，次節以下で取り上げる富士製鉄室蘭労働組合の闘いのなかで明らかにすることにしたい。

なお， 51年から56年にかけて次第に本格化してくる鉄鋼労連の賃金闘争のあゆみをまとめた，

表 1-2を参考のためここで掲げておこう。
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表 1- 2 鉄鋼労連の賃金闘争のあゆみ

年 闘 争 型 態 要 求 穫 得 闘 争 状 況 情 勢

ふたつのグループ共闘 八幡1,800円（甚準内 15,000) 八烙 2.2OO PJ 日綱室聞の波状スト 第 1次鉄鋼合理化計画

第 1 グループ•••闘体組合 宮士4,020円( " 16,020) 富士 2,040円 他組合はスト回避 構和•安保両条約締結
1951 宮士，銅管．住友．神綱． 銅管2,000円( " 15,500) 鑽管 1,600円

（昭 26) 久保田鉄領他 住友2,250fl)( " 15,500) 住友 1,9 so P-l ...朝鮮動乱プーム

第 2 グルーブ•••非闘体組合 神鑽4,300円( II 14,300) 神綱 2,360円

八幡． Ill崎製鉄など 中小2,000~5,4 3 0円 中小 soo~3 oooP.J 

4菜種（一貫，平炉．単圧， 八幡 1,633 fll 大手ゼロ回答 八幡単独スト (I波24H, 総評加盟（川崎製鉄脱

特殊，鋳鍛）のグルてプ別共 宮士 2.400P.J （日銅のみ2,2oop.l) 2波本事務所 72K, 軌条部 退）

1952 闘 鋼管 2,200Pl 分ストーロックアウト） 破妨法反対．労闘スト

（昭 27) 住友 2,000円 宮士室蘭．釜石無期スト．
※マーケット・バスケツト方

神綱 2,155円 (72 H) ...不況期
式提起

中小 1,11o~3,565 P.l 神銅24Hスト

はじめての統一闘争
31歳中堅労働者 第 1次回答1,000円 1波 24Hスト（八幡を含め 朝鮮戦争体戦協定

1953 
A, B, Cグルーブ紺成． 手阪3,000円（大手）

2次回答 500円 34組合参加） スト規制法成立

（昭 28) 計 1,500円 2波無期スト（中止）
八幡は共闘

中小 2,500 ~ 3,000 
中小 90 0-½,5 0 0円 神鋼．関西中小波状スト ... 金融引締開始

統一闘争． 7社 18組合
大手 4,000 f'J 

大手ゼロ回答 1波大手4社，東洋24H 7- 尼鋼．日銅室閲闘争

宮士．鋼管．住友．日亜．
（八幡要求せず）

（日板のみ!,BOOfll) ~ 全労会諾結成1954 
日板．東洋．尼鋲 2波銅管単独48Hスト 鳩山内閣発足

（昭 29)
八幡不参加

中小 1,500 ~ 4,000f'J 

神綱スト権不成立 ...不況期

大手5社統一闘争
八幡 2.0o o f'l 

八幡 1,000 fl! 生産性本部発足1955 神銅 2,131P.l 

（昭 30)
中小共闘 (10組合参加）

他3社 2,500円
官士 1,700 fl) 1波富士．銅管先発部分スト 労務担当チーム訪米

米この年から秋闘となる。 綱管 1,550円 2波八幡のぞく 4社24Hスト 砂川闘争中小 1,000111~3,860円
・ 住友 825fll 3波宮士のぞく 4社24Hスト 春闘 8単産共闘発足

中小ゼロ～1,2OOfll ...数且素気

鉄銅全体の統一闘争 tに、s <,O 「』

1956 
(11社22組合参加） 神鋼 2,620円 神鋼 600円 1波24Hスト 4社24比叶 第 2次鉄鋼合理化計画

（昭 31)
東洋，淀鋼スト権不成立

他社 2,5o o Jll 他 4社 70Ofll 3波 72Hスト 4社24Hスト 春闘官民共闘

中小 1,000~3.?00P.J 中小 500- Hスト（八幡中止） 5波鋼管 国連加盟

1,78 5Jl) のみ 24Hスト ▼神武穀気はじまる

資料出所：鉄銅労連組合員教育テキスト『労働組合のあゆみ』． 19頁

注 ：｛且し．「情勢」のところは，他の資料より補華したo

＜注＞
(I) 平野浩一「協調的労使関係の形成と鉄鋼労愕祖合運動」．労働運動史研究会掴『危機における労働運

動ーその前進と後退』．労働旬報社， 1976年 1月， 55頁o

¢) 「総評・全国金屈の歴史（草稿）第 1章」，『月刊金属労働資料』． ’76年 6月号，総評・全国金属

労働組合， 41頁o

@) 同上， 49頁o

(4) 同上， 49頁o

0) 同上， 50頁o

(6) 田中徹他『鶴鉄労働運動史』，日本鋼管鶴鉄労働組合． 1970年 7月， 69~ 70頁3

(7) もち論，鉄鋼労連結成のさいに高野実氏が果たした役割を無視するのも，正しくないことは言うまで
もないo ここでは鉄鋼労連の結成時に苦労をともにした鋼管川鉄の萩原隆雄元委員長の次のような回想を

参考のたむこ紹介しておこう。

「結成までの 2年は，東奔西走のオルグ生活に終始してましたo徳山では高野さんと一緒で，朝 5時
ごろで宿もなく徳山工場（現日新周南支部）まで星を見て歩き，守衛所でマソトを夜具に仮眠したことも
ありましたよo旅喪も行先の組合で加盟喪を受けて使っていましたね」（『鉄鋼労連』第1,000号 1976年
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8月25日付）。

(8) 「鉄鐸労連結成大会運動方針」，佐藤春栂『八幡製鉄労働運動史』中巻，八幡覗鉄労働組合，

19 59年2月， 1,229~ 1,318頁o

(9) 同上， 1,316頁o

(10) 鉄鋼労連日本特殊鋼労働組合絹『闘いのあゆみ一日本特殊鋼労働組合 20年史』． 196 9年2月．

231頁o

(11) 田中徹『特殊製鋼労鋤組合20年史』，労慟旬報社， 19 66年 8月， 250~251頁o

(12) 塩田庄兵循『新版一日本労働運動の歴史』，労働旬報社． 1974年 5月， 198頁o

なお，高野実元総評事務局長の次のような告発をここで紹介しておくことも．印J立期における鉄鋼労

連の体質を知るうえで役立つと思われる。なお，以下の引用の前半部分についてほ塩田庄兵衛教授をはじ

め多くの人びとによって紹介されているが，後半部分についての紹介は殆んどなされていないo故高野実

氏は，その晩年，何ゆえか国際社会主義運動の分裂策動に狂奔する毛沢東思想のとりこになり，同氏の言

動がわが国大衆運動の統一の妨げになったこともあったことは，周知のとおりであるo しかし．それはそ

れとして同氏が50年代刃っが国労働運動の階級的強化に一定の旗座的役割を果たしたことは．正当に評価

されなゆればならないo後半部分の引用は，同氏に対する不充分というよりは誤った批判の存在をも意識

してなされたものであるo （高野実『労働組合実践論』，労働出版社， 1953年 12月， 209~ 210頁o)

高野実氏は， 53年11月に密いた論稿のなかで．「鋭く旦つ計画的な分裂支配」という視点から占領末

期のGHQの企てを暴露して次のように述べている。すなわち．「 GHQの労働課は，何故，総評の結集

に対して協力したかo しかも，産業別組織への結集という組織方針にたって，勧奨したかo例えば，造船，

港湾，建築，鉄領など， IO数箇の産業別労憫組合の代表を労働裸の一室に集めたoそして，『諸君は産別

会隈，総同盟，中立の上位団体のワクをはずして，即時合同してもらいたい。本日の会同において準備委

員をあげて，産業別統一をすすめてもらいたい』と。その隣隅では，当該産業の賓本家団体代表茄呼びだ

され，『このようにGHQ櫛諄のもとに，統一労働組合を促進しているので協力体制をとってもらいた

い』というのであるo労使双方とも目を丸くして，彼らの説得をうけとったのである。

国際自由労連の旗上げがあったo＜中唇＞， GHQの援助をえた統一体としてえらばれた総評は， G

HQの側からは，国際自由労連加盟組織として扱われたo

これは何を意味するかo極東軍事支配のために必要な条件の 1つを，みたさんがために

他ならなかったo どのような条件なのか？いうまでもなく，日本の労働戦線を，アメリカの

手によって再絹し，共産党剪力を孤立させ，国際自由労連一色となし，対日購和条約を支持

する統一労微同盟を必要としたのである o アメリカにおける AFLや CI 0のようにo

彼等の言葉がどれほど美しく，民主主義と自由で飾られていようとも彼等自身，極東軍

事支配の環から抜けではしなかったo総評大会の翌日，私は呼び出されたo 『総評大会が国

際自由労連に加盟手続きをとらなかったことは迎憾である o平和 4原則を決めたことは政党

支死に犯された証拠である。この決定は占領政策に違反する』というのだったo

＜後暑＞o 」

(13) 「鉄鋼労連結成大会運動方針」，同上， 1,289~ 1,992頁o

(14) 「鉄鋼労連結成大会運勒方針」，同上， 1,306~ 1,307頁o

(15) 姉歯三郎『富士製鉄労慟運動史』，新日本製鉄（富士）労働組合連合会． 1974年 4月， I80頁o

(16) 「鉄鋼労連結成大会謡案書」，同上， 1,306頁o

(17) 姉歯三郎『宮士捜鉄労働運動史』， 182頁o

(18) 平野浩一，前出論文， 55頁o

(19) 姉歯三郎他『鉄鋼労働運動史』，日本鉄鋼産業労働組合連合会， 1971年3月， 196頁。

(20) 同上， 213頁o

(21) 中村隆英「鉄鋼労連の賃金闘争」，労働争識調査会掴『鉄鋼争眺』，中央公論社， 1958年12月，

283頁o
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第 2節 鉄鋼労連の闘いを支えた富士製鉄室蘭労組

1 鉄鋼労連の産業別・グループ別共闘と富士製鉄室蘭労組

1950年代における富士製鉄室蘭労働組合の動きを論ずるばあい，まず指摘しておかなければな

らないことは，同労組が鉄鋼労連の創立当初からその産業別機能を強めるために稼極的な姿勢をと

ると同時に，労連本部の闘争方針や指令を忠実に遵守することによって労連の体質強化に大きく寄

与した組合であった，という事実である。こうした室蘭労組の梢極的な姿勢は，表 1-3にも示さ

れているように， 51年 3月上旬 I'こ発足した鉄鋼労連の第 1期執行部から64年 8月中旬に任期を終了

した第1鳴執行部にいたるまで，実に10数年の長期にわたって副委員長，書記長，および甚記次長

などの三役メソバーを引き続き同労連の本部役員として派遣していること，しかも派逍した人ぴと

が同労組の書記長や副組合長を何期も努めたキャリアを持つ現役幹部の長牛 正，花里泰明，若狭

邦雄氏など，鋳鍔たる人材であったことによっても立証されるのである。つまり，富士室蘭労組は，

50年代の初頭から 60年代の前半期にかけて，鉄鋼労連内で曲りなりにも総評・社会党プロックが

多数を制していた時期に労連本部を支えていた大手主流派組合のひとつであり，典型的な「社会党

組合」として知られていたのである。

表 1- 3 室蘭労組出身の鉄鋼労連役員一覧

創 立 年 月 ボスト 氏 名 I 所 属

書記次 長

中央執行委員
書記長
書記長

書記 長
副委員 長

副委員長
副委員長

書記次長
書記長
副委員長
副委員 長
副委員 長

副委員長
中央執行委員
中央執行委員

なし
中 執 ・ 北部
地本事務局長

中執•北部
地本事務局長

中執・北 部
地本事務局長

注 (1) 『鉄鋼労働運動史』（鉄鋼労連刊）および『新日鉄室蘭労組三十年史』（室蘭労組•f1」)により
作成。

(2) 鉄労研は， 「富士室蘭鉄鋼労働運動研究会」が， また組協は「新日鉄室蘭労働組合主義者協厳

会」が正式の名称oいずれも室蘭労組内のインフォーマル・グループで，後者は 69年邸こ他のイン

フォーマル・グループと合併して発足したものである。

第 1 期
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期
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期
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第

第

第

第

第 17 期
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1951年 3月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

3

2

4

3

3
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9

9

9

9
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年

年
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年
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年
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7
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1
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4

6
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5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6
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9

9
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9
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9
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9

9

9

9

9

9

9

9

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

]

1

1

1

 

I 9 7 2年 8月

19 7 4年 8月

正

雄

正

明

明

明

明

明

男

男

男

正

正

雄

美

雄

消

し

邦

泰

泰

泰

泰

泰

武

武

武

邦

正

行

牛

狭

牛

里

里

里

里

里

本

本

本

牛

牛

狭

松

山

．

ょ

広

長

若

長

花

花

花

花

花

竹

竹

竹

長

長

若

赤

椛

大

小山正浩

小山正浩

友

友

友

友

友

党

党

党

党

党

党

党

党

党

党

党
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党

党

党

党

党
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党
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研

し

協

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

会

労

且

な

係

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

鉄

派

派

派

派

左

左

左

左

組協

組協
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注 （3) 鉄鋼労連の本部役員は．第 12期から2年制となったが，長牛正氏は1963年夏の室蘭労組の本部

役選で落選したため．変則的ではあったが，副組合長の若狭邦雄氏が現職のまま 1968年8月から，長

牛氏にかわって鉄鋼労連の副委員長を努めたo

宮田義二氏をリーダーとする右派・組合主義者グループが総評・社会党プロックにかわって，

鉄鋼労連本部や大手組合執行部を掌握し，悪名高い「宮田体制」を確立するのは， 60年代後半期に

入って間もなくのことである。それ以降，鉄鋼労連内において室蘭労組の占める比重が確実に低下

し始めるが， これとは対照的に右派・組合主義者グループがいち早くまとまりを示す広畑や釜石の

比重が高まるのである。そもそも広畑は，社会党員ではなく党友，それも社会党右派系の党友グ／←

プが60年代以降，本部執行部の多数派となっていたし，また釜石も，社会党員ではなくて，一部良

心的な人びとも含む党友グループが執行部をリードしていたのである。もっとも，釜石のばあいに

は， 57, 8年ごろ鉄鋼労連の産業別締←闘争を主軸とした組合運動の大衆的高揚の波に乗って多い

ときには本部役選で 6名の共産党員が当選し執行部の 3分の 1を占めるという事態も発生したが，

いわゆる「三田村学校」を全面的に活用した富士鉄独占体の旅極的な労務政策が効を奏し， 64年夏

の本部役選で共産党員など組合運動の階級的民主的強化をはかる潮流に属する候補者は，会社側の

全く不当な役選への介入によって現役，新人を問わず全員落選し組合本部から排除されてしまうと

同時に，富士鉄独占体の挺入れによって再編・強化された右派グループが進出する。そうして，富

士鉄独占体の意を体し66年夏の本部役選を前にして右派グループは，中執ボストの配分を餌として

まだ一般組合員の間にかなりの影梱力を持っていた社党協（「社会党員党友協議会」の略称）と話

をつけ自己の土俵のなかに引きずり込むことによって，共産党など統一左派グループを孤立させる

ことに成功したのである。こうした形で反共路線を敷いた後，釜石右派のイソフォーマル組織・「民

連」は，富士鉄（新日鉄）独占体の全面的なパックアップを受けて社会党系活動家に対する懐柔と

締めつけの和戦両様の方策をとることによって巧妙な切り崩しを行ない， 72年の役選の直前には社

党協を解体させ転向者を抱え込むのである。また，広畑のばあいにほ，所の労政が 59年の 49日ス

ト直後から組合対策を重視して反共策動を耕極化したため， 60年夏の役選で早くも共産党員の中執

が排除され，そうして66年夏の役選では社会主義協会向坂派系の活動家集団「サークル・ともしび」

のリーダーで社会党左派の現戦の書記長が，その 2年後の68年夏の役選では社会主義協会系排除の

ために前回の役選で会社労政がバックアップした社会党右派系のイソフォーマル組織・「同志会」

メソバーの本部役員までが，会社側の挺入れにより排除されてしまうのである。こうした経過をた

どって広畑ほ， 67年の秋に「同志会」からの脱落分子も参加して結成された組合主義者のイソフォ

ーマル組織・「正労会」のメソバーによって，本部執行郎をはじめとした組合執行機閲を殆んど独

占されることになる。現在，新日本製鉄労働組合連合会副会長の水田勝造氏は，広畑労組の出身で

共産党から同志会， さらに正労会へと巧みに右斜回し同労組の書記長，副組合長を経て現職にある

人物であり，また同連合会の壽記長新沼 行氏は，釜石労組の出身で鉄鋼労連の中執のとき起った

IMF0JC加盟をめぐる論識の際に現地釜石労組の JC早期加盟反対の意向を無視して鉄鋼労連

中執会議で袈成の一票を投じて以来，釜石労組書記長，鉄鋼労連書記次長，富士連合会書記長とい

う具合に，労働官僚主流として昇進コースを歩いてさた三田村学校卒の優等生である。

こうしたJC官僚として「輝かしい」キャリアを持つベテラソの両氏と比肩し得る人物が，室

蘭労組派遣の上部団体役員のなかにいないことも，室間の地盤沈下の一因と考えてよい。室蘭労組

出身で同連合会の書記次長を勤める米田 清氏にしても，また鉄鋼労連中執で北部地本事務局長を
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勤める小山正浩氏にしても，その力抵からしてとても上記の両氏とは比較の対象になり得る人物で

はない。いうまでもなく，このことは，室蘭の右翼的潮流の力巌の弱さを示峻するものであるけれ

ども，その本格的な検討は後でとり上げることにして，以下では50年代初頭における室蘭労組が取

り組んだ諸闘争の分析に戻ることにしよう。なお， この期における鉄鋼労連の動向に関しても，室

蘭労組が同労連を支える主力大手組合であ寸こがゆえに，室蘭労組の諸闘争の分析をつうじて自ら

その大要が明らかになる仕組みとなっていることを指摘しておこう。

(1) 51年春季賃闘でスト決行を主張した富士室蘭労組

51年3月上旬に結成大会を開催したばかりの鉄鋼労連は，その直後から51年春季賃金闘争の組

織化にとり組まなければならなかった。この51年賃闘の経過を見ると，富士製鉄室蘭労働組合が，

甜極的な姿勢をもって当時の鉄鋼労連本部の方針を忠実に履行しようと努力したことがわかる。す

なわち，室伽労組は， 51年 5月 15日に大会を開催して，次のような賃上げ闘争方針を決定したの

である。 ..... 
「(1) ＜前暑＞ 最悪の場合は実力行使を考える。 (2) その場合の基本方針は，鉄鋼労連の

籍森ら i"t~富士連合会（企業連・「富士製鉄労働組合連合会」の略称で室蘭労組も加盟。）各組
(1) 

合とも連携を保っていく。（3) 具体的な戦術は中央委員会に一任する。」 （傍点は引用者）。

翌16日には早くも大会決定を受けて第 7回中央委員会が招集され，その席上で「（1) 闘争体制

を確立する。 (2) 実力行使は富士連合会傘下の組合のうち， 2組合以上の場合に決行する。」とい

う具体的な戦術を決定するとともに， 5月21日に組合員のスト潅投票に入ることを確認したのである。

ここで室蘭労組が決定した岡争方針は，次のような鉄鋼労連賃金闘争委員会の決定に全く合致する

ものだった。

「＜前唇＞

3. 統一賃金を締結している企業連合は，単独行動をとらず，闘争委員会の方針に同調する

よう努力する。

4. 争談戦術は，各組合の自主性に委ねるも，最高の方針として実力行使を伴う戦術を打ち

立で，これを基本に一切の準備を完了する。

5. 今回の賃上げは鉄鋼労連として同盟罷業の形はとらないが，各組合別に罷業決定の
(2) 

手続きをとることによって，闘争委員会参加の全組合のストライキという形をとる」 。

5月2]日， 富士連合会は，会社側と団交を行ない，その席上で提示された第 2次回答を拒否す

るとともに，第 1回連合会中央闘委員会（以下「連中闘」と唇称する）を開き， 26日に過勤務拒否

の第 1波を，続いて 29, 30日ころに圧延部門の第 2波ストを打つことを決定した。同日，室蘭労

組では高率でスト権を確立したが，他の連合会傘下組合も同じく闘争態勢の確立に成功した。

会社側との団交はその後も何度か持たれたが，交渉は一向に進展しなかったので，連中闘

は 5月28日，ついにスト指令を発するとともに，このことを会社側にも通告した。ところが，同日

午後になって行なわれた団交の席上で会社側は， 「基本給 1.5倍，第 2次案より 326円増で全社平

均 2か46円アップ」という第 3次回答を示してきたのである。これは当時の要求方式であったベー

ス賃金に換算すると，組合の 16,020円要求に対して 91％に当たる 14,700円の回答であった。この回

答を受けて室蘭労組を除く富士連合会傘下の釜石，広畑，川崎の 3労組ほ，いずれも受諾の方向に

傾いたため，結局，連中闘としては第 3次回答の現地討議を求めることにし，室蘭代表の反対にも
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かかわらず，多数決でとりあえず30日に予定していたストの一時中止指令を出したのである。

ストの準備を整えていた室蘭労組は，連合会からスト一時中止の指令を受けた翌29日，直ちに

第 2回中央闘争委員会（以下「中闘」と唇称する）を招集した。その席上では， 「早期解決全体反

対。幾らも増えていない」， 「第 3次回答が出たからといってすぐとびつくことは無責任だ。また，

組合員が納得すまい」， 「無条件で承認できぬ」等々の不滴の声が多く出され， 「今まで連合会指令

に基づいてここまでやってきたのだから，中止指令をはじめ，すべて連合会の結論に基づいて進み

たい」， 「単独スト絶対反対，単独ですることは会社の攻撃材料をつくる」とする連合会の中止指

令擁設論を完全に圧倒したのである5とくに，批判が集中したのは，連合会がスト中止の理由とし

て，鉄鋼労連のいまの力載では統一闘争を推進することが無理な情勢にある，という情勢分析を挙

げたことに対してであった。こうした討談の結果，室岡労組中闘としては，上京中の室蘭労組代表

あてに次のような電報を打ち，スト中・止指令を出した富士連合会の連中闘に対して抗識の意志を表

明したのである。すなわち， 「指令に基づき一応ストは中止したが，連中岡の情勢分析については

鉄鋼労連のみに喪任を負わせた欺隔的態度で全く不満の声強く，代表はこの意向に基づき既定方針
(3) 

で進むよう連中闘にさらに交渉せよ」 ，と。

この電報を受けた室蘭代表は，連中闘において， 3号指令は一時中止するための指令であって

闘争終了の指令ではないこと，組合員の盛り上がり，会社の利潤上昇などからして企業内のエゴイ

ズムを排し決定事項は履行すべきこと，鉄鋼労連に対しても闘える主体を確立してから期待すべき

で，客観情勢に支配される主体であっては労働者が最後の力であるストに対して自信を喪失してし

まうこと，さらに今後の要員計画などを考えて，このさい強力に闘う必要のあること，等々を強調

したのである。これに対して他の労組代表の発言は， 「釜石現地には情勢分析ほ満場一致で決定し

たと流しているので，採決Vませずに泥してほしい」（釜石）， 「室蘭の言うことはわかるが，現地

の動向に従わざるを得ない」（広畑）， 「理論的にはよくわかるが， 24時間ストを 2~3回打って

も前進のないときは収収つかなくなる」（川綺），という内容のもので；組合員大衆の盛り上りを

背県に，闘争をリードしていく任務を持つ組合幹部の責任ある発言とは思えないほどお粗末なもの
(4) 

だった 。けれども，多勢に無勢で室蘭代表は，こうした泣き落とし戦術としか言いようのない

最後の要請を受けて，結局は連合会の意向という形で終姐案を室聞現地に図ってみることを止むな

＜承諾したのである。こうして再度の要請を受けた室閑労組では， 6月2日，第 3回中闘を開いた

が，冒頭に執行部から「不満はあるが，ことここに至れば同調の他なし」との見解表明がなされた

ため， 「これでは組合無用論も起るので，なんとか再考してもらいたい」， 「妥結とは無責任きわ

まる」等の批判的意見が出されたけれども，採決の結果， 12対 40で妥結することに決定した。
15) 

しかし，こうした室闇労組と他労組との意見対立は，富士連合会という企業連レベルの組搬よりも

鉄鋼労連という産業けllレベルの組織を優先させて闘争方針を決定していた室蘭労組と，富士連合会

という企業連レベルの内部だけで発想しがちだった他労組とのあいだの運動理念の質的相違に起因

するものであったがゆえに， この51年春季賃金闘争のときだけではなくて，鉄鋼労連が同年の秋口

に打ち出した越年闘争のときに再発したのを皮切りに，その後も何度か発生するのを避けることが

できなかったのである。

(2) 鉄鋼労連第 2回臨時大会における「愛国労働運動」をめぐる八幡との論戦

この時点において室蘭労組が志向していた運動路線をより明確にするために， 51年 10月に開
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催された鉄鋼労連の第 2回臨時大会における討論の一部を紹介しておこう。この大会では，当時労

連書記長だった清水慎三氏が執筆して中央執行委員会で決定をみた本部提案「情勢の進展に伴う基

本方針」（正式の議案名）をめぐって大手労組間の対立が表面化し，激し・い討論が行われたのであ

った。そのさい主要な対立点として浮びあがったのは， 「平和 4原則」（「平和 3原則」に「再軍

備反対」を加えたもの）， 「愛国労働運動」，鉄鋼労連のあり方などである。「容共的な疑惑」を抱

き，反共の立場から本部原案に反対する八幡と，本部原案を支持する富士連合会（とくに室蘭），

扶桑金属（「住友金属」の当時の名称）との間で論戦がたたかわされたのである。以下では対立点の

明らかな「乎和 4原則」についての討論は省略することにして， 「愛国労働運動」をめぐって展開

された討論内容の一部を紹介しよう。

「0八幡 反対。赤色勢力による組合攪乱のキズがいえていない現在，この方針書は，再び

そうした危機を持ち込むものであるo 日共は総評の方針を支持し，なだれこみを策している。現

在は，組織固めに重点をおくべきであり，大衆の水準に応じた教育と経済闘争からはじむべきで

ある。大衆から遊離した方針は不可である。この方針書の底流として一貫して流れているものに

関しては，甚だ遺憾であり，かかる方針をもって鉄連を運用することにわれわれは絶対反対であ

る。

〇富士室蘭贅成。 しかし，これではなお不十分だから，次の点をつけ加えてもらいた

い。

① 労働運動の現状分析において明確に『愛国労働運動』排撃をうたえ。

R,③ ＜唇＞

④ 現在鉄鋼労連は連絡機関の如くである。中執，中委が，各単組代表の会厳にすぎない現状を

打破し，満場一致制，単組の自主性尊重を再検討して，闘う組織へ切りかえる点を強調せよ。

0八幡反対o ①～③＜唇＞。⑤<唇＞。

④ 階級理念と，国民感情をマッチさせなければならない。＜中暑＞ 吉田の安保には反対

としても，安保そのものにほ費成すべきである。

⑥ 愛国労働運動を排撃せよといっても『愛国』そのものがいけないのではない。『愛国』その

ものを否定する運動なら亡国運動だ。＜中暑＞ もっと具体的にわかりやすくし，全面的に書

き寵すことを述べ反対する。

0富士室蘭 賛成o 八幡ほ，反米親‘ノだと批判しているが，起案者、自らそうでないとはっ

きりいっている。共産党の破壊戦術には反対しなければならないが，単なる反共ではいけない。戦

争中のひどい圧迫は赤ではなく，白からのものであった。支配階級の弾圧が強いとき，．わが陣営

に動揺が起り，そこから生まれたのが愛労だ。大衆迎合は不可である。＜下唇＞」 。
(6) 

以上の討論内容の紹介のように，八幡が述べているのは，こんにちの鉄鋼労連がとっている体

制内的な労資協調的組合主義路線に立った主張であったのである。これに対して，清水慎三労連書

記長が起草した本部原案および富士室蘭などの主張は，当時の総評内で多数意見となっていた「第

3勢力」論の影響を受けた限界のあるものだったとしても，基本的には「階級的立場に立った」産

業別組織を強化しようとする旅極的側面を持った主張であったのである。

(3) 51年越年闘争と産業別統一闘争推進への努力

ところで，上述した鉄鋼労連の第 2回臨時大会では， 51年越年闘争方針も採択され，大手では
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日本鋼管とともに富士が主力組合として位置づけられた。もち論，鉄鋼労連が組織する産業別闘争

の中核をなす大手・ Aグループのなかには八幡労組も含まれていた。しかし，鉄鋼労連本部がスト

態勢確立の指令を発したとき，八幡労組執行部は， 「八幡の実情よりして不可能として断わって」
(7) 

きたため，それ以降は事実上戦線離脱をしたと考えてよい状況だったのである。『八幡製鉄労働

運動史』中巻によると， 12月9日の時点で八幡の闘争執行部は，次のような結論を出したといわれ

る。すなわち，富士の第 2次回答と同額の「会社回答は不満である。しかし実情（越年資金の年内

受給の性格とスト権行使による事態の見通し）からしてストは中止し交渉闘争を継続するために妥
(8) 

結権を闘執部（「闘争執行部」の唇称一引用者）に与えてくれ，というのである」 。このため，

12月「 10日，第 1回中闘委会（「中央闘争委員会」の暑称一引用者）を開いてこの実態を明らかに

した闘執部にたいして賛否両論が争った。闘執部案が賢明であるとする意見は少なかったが，＜中

唇＞ 結局闘執部案が可決された」(9)という。こうした経過をたどって八幡ほ，事実上妥結の方向

にむかったのである。八幡労組自身も認めているように， この妥結は， 「誤弊あるかもしれないが，

八幡はこれといった闘いもせずに富士と同額の 2万円を得た。単に八幡だけを見ると，粘りの交渉

のみで手取り 2万円を得たことは成果に遮いない。しかし鉄鋼労連の立場からいえば闘いに馳せ参

じ得なかったとする八幡への観方はまた別の点にあったようである。」と!0)半かば自嘲せざるを得

ない経過だったのである。したがって，鉄鋼労連の刊行した『鉄鋼労慟運動史』が， 「この年の越

年闘争では八幡は逐にスト態勢をとらず，労使とも富士と鋼管の情勢を見ながら終結させた」 と
QJ) 

して，産業別統一闘争の空洞化をはかった八幡労資のアベック行動を言外にたしなめているが，「闘

いもせずに富士と同額の 2万円を得た」八幡の漁夫の利あさり的分裂行動に対して，もっと強い批

判が指摘されていたとしても，別段不思議なことではないのである。何故ならば，八幡労資のアベ

ック行動は，当然のことながら産業別統一闘争に大きなダメージを与えたからである。 51年越年闘

争に関する鉄鋼労連の総括でも，次のような指摘がなされていることを紹介しておこう。すなわち，

「一部ではストまで打ったが，労資とも他社の出方をうかがうという態度に出たため，統一闘争が

かえって裏目に出て不十分な闘争に終わった。しかし，鉄鋼労連の結成後，はじめて大手一貫クルー

プの富士，鋼管がストを打った意義は大きく， 52年以降の闘争にプラスとなった」 。
Q2) 

ところで， 51年越年闘争の際に富士連合会加盟単組のなかで現地組合員の闘うエネルギーに依

拠しつつ要求案作成の段階からスト決行にいたるまで，まさに終始一貫，連合会の越年闘

争をリードしていっfこのは，当時，連合会の書記長組合を勤めていた室蘭労組であった。すで

に室蘭代表は 11月12日に開催された連合会中央委員会（以下「連中委」と略称する）の席上で，

春季闘争のときに見せた他労組の腰くだけに対する批判を仄めかしながら，次のような見解を批漉

して決起と自覚をうながしているのである。

「越年闘争の基本方針・闘争要網をいかに論諮しても，実施のときに軽視されやすいので，

各組合は本当に闘う意志があることを確認したうえでやりたい。連合会の闘争ほ，過去において

盛り上がった組合に水をさしたこともあり，また単に他の組合が闘わなければやらないといった

相互信頼惑の欠如があったから，お互いに反省をして淵争組織の審議に入りたい」 。
U3) 

こうした室蘭代表の強硬な発言の背景にほ，春季賃上げ闘争において見られた他労組の腰くだ

けの再現を防止したいという願いの他に，いわゆる「潰物手当」要求に端を発したところの秋季一

時金をめぐる室蘭現地組合員からの執行部突き上げがあったのである。ここで「潰物手当」要求に

かかわる経過について簡単な説明を加えておこう。室蘭労組では，越年闘争に先立ち 9月22日に開
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催された中央委員会において，寒冷地といの特殊事情から越冬手当，いわゆる「漬物手当」5,000円

を会社に対して要求することを決定した。『新日鉄室蘭労組三十年史』は，その間の経過を次のよ

うに説明している。

「この越冬手当というのほ， 『漬物手当』ともいわれ，北海道の特殊事情として越冬用の「漬..... 
物』をつけるため，一時に特別な出費がかさみ，また，寒冷地のため必要以上のカロリーを消費

するための手当を要求するというものである。 （筆者が傍点をつけた箇所は， 「必要とされる」

の誤りではないかと思われる）。＜中唇＞ そして，越年資金の前借りではないとの条件で，こ

の決定を10月8日の連執委（「富士連合会執行委員会」の略称一引用者）に提案した。だが，各

組合は『理論的にはよくわかるが，今回は一考し一時金の配分，性格のなかで考えた方がよい』

という意見を示した。

しかし，室蘭の強硬な主張で， 15日の連執委は， 1名乎均手取財源 5千円，配分は本人 3千

5百円，家族 1名当り 7百円とし，支給日は 10月25日までとの結論に達し，ただちに会社側に

要求し如翌日，会社側は賞与の前貸しとしてなら交渉することを約し， 23日最終案として， 3千

円を回答，富士労連は前借りの形で止むなく妥結した。このことが越年資金妥結時に，宮士労連

に3カ月の空白状態を招く原因となったのである」 。
Q4) 

こうした事情があったため，室蘭労組では，越年闘争の要求額決定の過程で「秋季一時金」の

形で支給された 3千円を加算するか否かが大問題となった。 11月8日の中央委員会では， 「前借り

として差し引かれるのほ止むを得ない」という執行部提案をめぐって稜否両論が闘わされ，まさに

伯仲した状態となったのである。そうして，採決をとったところ，白票を除き 26対 26の可否同数

となったので再討論を行ない，袈成29対反対 26の僅差で執行部提案が幸うじて承認された。この

ため 11月12日の連中委の席上で室閥代表は，上記の見解表明の他に「秋季一時金」問題を打ち出

し，連合会の他労組代表とのあいだで論議が交わされたのである。『富士製鉄労働運動史』による

と，そのやりとりは，次のような内容のものだったという。

「なお，＜中暑＞ 室蘭労組から，『秋季手当』 3,000円が前借となっているが，この分を

越年資金から差し引かれるのは困る。大体，この 3,000円ほ寒冷地特有の越冬用として必要なもの

であり，もともと給与に折り込まれるべきものだから，室蘭については特別に考慮してほしい』

という要望があったが，他の組合から『＜前唇＞ こんどは純然たる越年資金としてやりたいか

ら，あまり固執しないでほしい』と反対意見が出されたため，室蘭も， 『今回はやむをえない』

として一応，落着いた」 。
(t5) 

11月22日の指定回答日に，会社側は「平均手取り 18,000円（基本給の 3.6カ月分）」という第

1次回答を示してきた。連合会は，直ちにこれを拒否して闘争態勢の確立を指令するとともに，団

交を重ねたが。会社側の説明が納得できるものでなかったところから， 12月2日，傘下の各労組に

対して「 12月5日，製鋼・圧延両部門の 8時間スト」突入の指令を出したのである。ところが，富

士連合会にとって初めてのスト予定日の前日に当たる12月4日夜，永野社長の参加した団交の席上

で会社側は， 「平均手取り 20,000円」という第 2次回答を示してきたのである。しかし，連合会は

これも拒否して鉄鋼労連の指示どおり翌 5日にストを実施することを決定，室蘭では 859名が 8時

間ストに突入したのであるo鋼管川鉄労組も翌 6日， 24時間ストを決行した。富士連合会は 8日に

第2波ストを予定していたが，鋼管連合会からの要請で 12月 10日に延期した。そうして同日，富

士は製鋼・圧延両部門を除き24時間ストに突入し，鋼管も今度ほ川鉄のみでなく同連合会傘下の全
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労組が 24時間ストに突入したのである。

ところで室蘭では，富士連合会から 8日の第2波ストを延期して10日以後の無期限ストに切り

替える旨の指令を受けたため， 12月7日に中央闘争委員会が招集された。この中闘の席上では，第

2波ストを10日に延期した連合会の指令に対して強い批判の声が出されたばかりでなく，「製鋼，

圧延両部門を除く」という連合会のスト戦術に対しても多くの反対意見が出された。このため中央

闘争委員会の決定として「瑯鋼，圧延両部門を含めた全面24時間ストの実施」を決談し，：津合会闘

争委員会（以下「連執闘」と略称する）宛に戦術強化の要請電報を打ったのである。しかし，連執

闘の多数派は，室蘭中闘の要請を受け入れず，既定方針どおりのストが打たれた。こうした事情の

ため，第 2波ストに参加した室蘭の組合員数は，サボクージュした高炉組合員 459名を含め 2,182

U6) 
名となり，富士連合会のなかでは一番多かった。 ところが，第 2波スト突入後も，会社側が第 2

次回答を固執した結果，交渉は一向に進展しなかったので，連執闘は，鉄鋼労連本部の指避のもと

に「 12月14日，午前 7時から製鉄，製鋼，圧延，コークス部門のストライキに入れ」という第 3

波スト決行の指令を出したのである。 Uり『新日鉄室蘭三十年史』によると，その後の事態は次のよ

うに展開したという。

「ところが， この日 (10日のこと一引用者），鋼管協議会（この時点では，正しくは「鋼管

連合会」一引用者）の川鉄のみが突入しただけで他は見送り，鉄鋼労連の足並みが崩れ，しかも

八幡はスト権を立てないということから，鉄鋼労連Aグループの 3社共闘は，富士労連だけが残

るということになった。この事態に対し，富士労連は12日に連執闘を開き，今後の闘争方針とし

て14日の第 3波スト中止をめぐって，＜中暑＞ 賛否の協議が交わされ， （室蘭代表の反対にも

かかわらず一引用者）最終的には12対 5という採決で14日の第 3波スト中止を決定したが，室蘭

労組から『単独でもストをやる』よう富士労連の承認を求められた。これに対し富士労連書記長

（当時の連合会書記長は，室蘭労組組織部長の竹島浩平氏。当時の連合会 3役は，兼務で各労組

持ち回りの形をとっていた。連合会書記長の専従体制は， 55年になって初めて実現する。ー引用

者）は， 『スト中止は 1単組としてではなく，連合会統一闘争という基本方針から出されたもの

である。従って，室蘭の単独ストは連合会の中止決定によりやめるよう指令したい』と答え，室

蘭の提案は拒否された。結局計画された14日のストは中止され，富士労連は14日の団交で，第 2

次回答 2万円をもって妥結した」 。
QB} 

上記の引用文のなかにほ， 2つの事実誤認が含まれている。その第1Vま， 12月10日の第 2波

のストのさい， 「鋼管協議会の川鉄のみが突入しただけで他は見送」ったと書かれている点であり，

その第 2fま， 「鉄鋼労連Aグル・ープの 3社共闘は，富士労連だけが残るということになっ t.:o」と

書かれている点である。まず，第 1点の誤りについて指摘しておくと，前述したとおり 12月10日

の鉄鋼労連第 2波ストに突入したのは鋼管川鉄労組だけでなく，鋼管連合会傘下の全労組だったの

である。したがって， 3社共闘のなかで富士連合会だけが残ったという現状認識に基づく第2点も，

鋼管連合会の第 2波スト決行という事実からいって，誤りをおかしているわけである。そうなると，

12月12日の富士連合会の連執闘において， 14日の鉄鋼労連第 3波ストを前にして「単独でもやる」

との決意を表明した室蘭労組代表の意見の位置づけが変わることになる。すなわち，室蘭労組の組

織部長の任にあった竹島浩平富士労連書記長の「室蘭の単独ストは連合会の中止決定によりやめる

よう指令したい」という回答に見られる連執闘の方針は， 12日の時点で考えると， 14日に予定され

ていた鉄連の第 3波スト切り崩し策動とかかわりがあったのではないのか，という疑惑すら浮んで
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くるのである。越年闘争を組織するために開催された富士の連中委の席上で， 「連合会の闘争は，

過去において盛り上った組合に水をさしたこともあり，また単に他の組合が闘わなければやらない

といった相互信頼感の欠如があったから，お互いに反省」しよう，と室蘭労組代表が訴えたことは，

すでに紹介したところである。ところが，室蘭労組にとって不幸なことに自分のところの組織部長

が連合会書記長を兼務していた態勢のもとで，再び危惧していた事態が発生したのである。姉歯三

郎氏の執筆した『富士製鉄労働運動史』第 2篇第 4筆では， 「漑物手当」要求に端を発した現地組

合員の大衆的な盛り上がりと突き上げのなかで越年闘争の先頭に立って闘ってきた室蘭労組の動き

について，次のような記述がなされている。

「く前暑＞ 室蘭氏第 1次回答 (18,000円ー引用者）が示されたとき， 『実質 15,000

円にしかならない』点を強調し，第 2次回答 20,000円が出されたときも， 『実質20,000円以下』

ということで現地の不満は強かった。とくに八幡に同じ 20,000円の回答があったため，財布 iこ

入る金額が八幡より 3,000円少ないということ（前借りの形となった秋季手当 3,000円を天引き

されるため一引用者）が余計に室蘭には不満をつのらせた。これに対して『 3,000円控除』とい

うことはく中唇＞ 連合会としては話し合いずみということで，団交の席で他の組合はこの問題

にふれなかった。しかしこれが尾を引いて，釜石，広畑，川崎が第 2次回答で妥結をきめても室

蘭だけが最後まで妥結に反対する根拠となり，終燻をめぐって連合会が荒れる原因となったので
闘

ある」 。

ところで，話は少し前へ戻るが，前述した『新日鉄室蘭三十年史』のなかに見出される記述内

容の事実誤認に関連して，筆者には思い当たるフシがある。それは， 66年 5月に広畑労組の手によ

って刊行された『広畑20年の歩みー広畑製鉄労働組合小史』のなかの次の叙述である。

「く前唇＞予定どおり 5日からストライキに突入，広畑は製鋼，圧延，鋼板部門の 8時間ス

トライキを決行した。さらに富士労連は第 2波全面24時間ストに突入，＜中唇＞。

ところが，このストライキの決行は富士労連各組合のほかは鋼管川鉄のみで，他はストライ

キを見送って，鉄鋼労連の足並みはばらばらにくずれ，結局計画された 14日の全面 24時間スト

は中止され，第 2次回答 20,000円でもって妥結せざるをえなかったのである」 。
(20) 

『室蘭労組三十年史』の記述の誤りは，上記のような 51年越年闘争についての広畑20年史の

叙述の誤りに起因するのではないか，と推測されるのであるが，こうした事実誤認という欠点は，

たんに室蘭や広畑に限らず他の組合史にも認められるもので研究者のあいだでは周知の事実虚茄。

しかし，多くの組合史を活用しなければならない本稿では，組合史の持つ上記の欠点を明確にする

ねらいも含めて，越年闘争iこかかわる事態の正確な把握を期するため，このさい鋼管連合会関係の

組合史の叙述にも当たってみることにしよう。

まず最初に，鋼管川埼労働組合が， 70年 7月に刊行した『闘いのあゆみ一日本鋼管川崎労働組

合運動史』から関係個所を引用することにしよう。

「＜前暑＞ 連合会はすでに (11月一引用者） 22日，闘争宣言を発し， 27日，スト権の

連合会中央闘争委員会への委譲が確立した。

12月会社側は， 3,000円の追加回答（第 1次回答は税込み 2万円ー引用者）を行なってきた。

川鉄組合は，この間，鉄鋼労連の統一闘争の線にそって，労連統一ストに 1日おくた 6日，

24時間ストに突入した。連合会は，この川鉄組合のうごきに引きづられ， 10日， 24時間ストを

打った。この日は，富士鉄組合などによって，鉄鋼労連の統一ストが実施されるが，八幡は，ス
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ト回避を条件に， 2,000円の追加をえて，ストを中止， ここに鉄鋼労連の統一闘争は，崩れ去って
(2n 

しまった」 。

つぎに，鋼管新潟労働組合が 66年 11月に刊行した『二十年史』から，関係箇所を引用するこ

とにしよう。

「＜前暑＞ 12月3日の団交は 4日まで継続されましたが，会社は税込 3千円増額を回答し

てきたに止まり，組合は不満として交渉継続をしましたが，川鉄の意見と対立し交渉が決裂する

と川鉄組合は 6日， 24時間ストに突入しましたo鉄連に加盟している川鉄としてほ，鉄連のスケ

ジュールに合わせるために止むを得なかった行動でした。

第 2波は連合会も合流して 10日に決行し，第 3波も 14日に予定しましたが， 11日，突如川

鉄執行部総辞職という事態が起り，連合会中闘としてもやむなく第 3波を中止終想せざるを得ま

せんでした。この闘いは完全な敗北に終わりました」 。
(2砂

このように，鋼管連合会傘下の 2つの組合史からの引用によっても，鋼管川鉄がストを打った

のは鉄鋼労連の第 1波統一ストの翌日の 6日のことであって， 12月10日の第2波のときには川鉄

ばかりではなくて鋼管連合会傘下の 4労組全部が，富士連合会傘下の 4労組と一緒になってストラ

ィキに突入していることが明白となったと思う。したがって， 12月10日の鉄鋼労連第 2波統一ス

トに関連して， 「ところが， この日 (12月10日ー引用者），鋼管協議会（「鋼管連合会」の誤り。

「鋼管協議会」へ改変されたのは， 52年10月2日以降のことである。さらに 62年9月20日に，

「鋼管製鉄連合会」へ改変されて現在にいたる。ー引用者）の川鉄のみが突入しただけで，他は見

送り，鉄鋼労連の足並みが崩れ，＜中唇＞ 3社共闘は，富士労連だけが残るということになっ

た。」と書かれている，『新日鉄室蘭労組三十年史』の記述は，すでに指摘したように，明らかに

事実誤認であると言わなければなるまい。もっとも，上記の鋼管新潟労組の組合史のなかで紹介さ

れている 12月11日，突如として起った川鉄労組執行部の総辞職という新事態の発生は， 14日に予

定されていた鉄鋼労連の第 3波スト決行のさいに， 「足並み」を乱す重要な要因となる可能性を秘

めた危機であったことは，否定できないであろう。けれども，それは，第 3波統一ストを日程どお

り決行することを妨げる要因であったとしても，川鉄労組に対する挺入れ工作を直ちに開始するこ

とによって戦列に復帰させ，鉄連共闘の「足並み」を乱すことなく第 3波統一ストを決行する可能

性は，まだ残されていたのである。と言うの氏よしんば川鉄の立ち上がりが早急に望めなかった

としても， 12月6日にも 24時間ストを打った川鉄労組のばあいと異なり，鶴鉄をはじめとした鋼

管連合会傘下の他の 3労組のばあいには，実質的にほ 12月10日のスト突入以降から鉄連共闘へ加

わったわけであり，鉄鋼労連の第 3波ストに参加することが全く不可能な組織情勢ではなかったと

判断される。もっとも，鋼管連合会指瑯部が第 3波ストに消極的姿勢を示していたという事情はあ

ったが，下部組合員の盛り上がりはめざましかったし，富士連合会が毅然として鉄鋼労連の方針に

従って第 3波スト決行の方針を決定したとしたら，鋼管連合会に大きな影縣力を及ぽし得ることは

明らかだったのである。そのうえ，八幡労組も，妥結することなく，団交を持続中だった。したが

って，少なくとも問題の連執闘が開かれた 12月12日の時点では，まだ「富士労連だけが残ることに

なった」と断定しなければならないような郡態ではなかったのである。「単独でもストをやる」と

いう室蘭労組の決意表明ほ，企業連ではなく鉄鋼労連いペルで闘争態勢の強化をはかるという正し

い原則に立った室蘭労組の姿勢の現われとして旅柩的に評価することができるとしても，鋼管連合

会傘下各労組との共闘態勢の強化をオルグ交流なども含め本気になって追求したとしたら，室蘭の
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みが「単独で」決行するのではなくて鋼管連合会の各労組と一緒に統一ストを打つ可能性も残され

ていたのである。たしかに鋼管川鉄労組の後退は大きな打撃に違いなかったが，＇情勢はまだ流動的

だったのであって，富士連合会の竹島浩平書記長発言のように， 12月12日の時点で，何等共闘態

勢強化の努力を払うことなく，鉄鋼労連の決定を無視して企業連レペルの発想から「室蘭の単独ス

トは連合会の中止決定によりやめるよう指令したい」といった見解は，再言することになるけれど

も，産業別統一闘争の切り崩し策動以外の何物でもなかったのである。因みに，当時，室蘭労組の

組織部長でもあった竹島浩平氏は， 59年春闘から安保闘争を経て富士鉄独占体による「合理化」攻

撃が本格化する 60年代の初頭以降，室蘭労組内に台頭する右派的潮流の黒幕として反共攻眼に狂奔

するようになる人物であり，室蘭労組の右傾化に功献した会社派組織の最高幹部としてその生涯を

終える。 50年代前半期に組合の主郡権を掌握していた富士室蘭社会党は，鉄鋼労連の産業別統一賃

金闘争を推進する反面で，こうした労動組合運動の階級的前進を阻害する人物を組合の要職に就け

るという欠陥を持っていたのである。そうして，富士室蘭社会党の悲殿lfま，こうした不純分子が竹

島浩平氏ひとりにとどまらず，まだ幾人かの同質の人物が幹部の座を占めていたことにある。しか

し，その具体的説明は後述することにしよう。こうして， 51年越年闘争は，以上の事態の推移から

しても明らかなように，さきに引用した鉄鋼労連本部の総括の如く， 「一部ではストまで打ったが，

労資ともに他社の出方をうかがうという態度に出たため，統一闘争がかえって裏目に出て不十分な

闘争に終わった。しかし，鉄鋼労連結成後，はじめて，大手一貫グルーブの富士，鋼管がストを打

った意義が大きく， 27年以降の闘争にプラスとなった」のである。

最後に，さきに見た『新日鉄室蘭労組三十年史』のなかに認められた記述の誤りとの関連で，

組合史を文献として利用する際に留意しなければならない問題点を具体的事例によって提示するこ

とにしようo筆者の乏しい体験によっても，事実誤認という欠陥は，他の組合史のばあいにも，か

なり目につく弱点であるが，問題はそれにとどまらない。とくに，単産史ではなくて企業別組合史

のばあいには，自己の上部団体である単産の産業別レベルの運動について不正確な記述が多いこと，

また右翼日和見主義的潮流が組合諸機関を占拠している民間大手組合史などでは当然取り上げなけ

ればならない重要な出来事を大幅に，あるいは全面的にカットしているケースが少なくないこと，
(23) 

等々の欠陥が目につくことも多い。そこで以下では，新旧 2種類の『鶴鉄労働運動史』から51年年

末闘争関係の記述を取り上げ検討を加えることによって，上記の点を確めることにしたい。最初に

66年 11月刊行のものを，続いて 70年 7月刊行のものを引用する。

「12月に入るとともに鉄鋼労連は，傘下各組合の歩調をととのえ 5日に目標に一斉ストを行

う手はずをととのえた。

5日のストをひかえ鋼管連合会の交渉は， 3日の午後から徹夜でつづけられ翌日の午後にな

った。ここで会社は， 3千円を追加してきた。連合会はなお最初の要求を主張して対立したまま

であったが，さらに交渉をすすめることにし，ストの延期を決めた。................................... 
12月5日，鉄鋼労連の予定した一斉ストは八幡も富士も立たず，不発におわった。 6日鉄鋼............................. 

労連の線にしたがい単独強行した川鉄だけの24時間ストも孤立して，得るものがなかった。．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
鋼管連合会は， 10日になって，鉄鋼労連と鋼管連合会の組織防術に重点をおき，富士製鉄連................ 

合盗とともに，一斉に24時間ストに入った。しかし，八幡は，ついに立たず，スト回避を条件に

2,000円をかくとくするという状況にあった。また，鋼管川鉄は， 8日のストをめぐって，中島

執部にたいする批判がおこり，かねてからの内部対立もたかまって， 11日執行部の瓦解がおこっ
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た。

14日の鉄鋼労連のストもまた中止され， 18日，鋼管連合会は，税込み 2万 3千円で妥結を
(24) 

決定した」 （傍点は引用者）。

「12月に入ると，総評年末闘争，労働法規改訂反対闘争，弾圧法規反対などで，全国的な闘争

がおこっていた。この間に，この越年闘争がすすめられていたのである。 ．、
組合は， 12月3日，スト態勢をとって，最後の交渉に入った。会社側は， 4日， 3,900円を

追加した。ここで迎合和i,；；を品飢することになった。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
しかし，川鉄組合は，鉄鋼労連の方針にしたがってストに突入，連合会の延期指令に対立し............................... 

た。 5日のストは，八幡も富士も不発に終わり，川鉄組合の単独ストは，孤立することになり，......... 
連合会は，組漁的な危機をはらむことになったo 連合会ほ，鉄鋼労連と鋼管連合会の組織防衛の............... 
たら， io日，富士鉄とともにストに入った。しかし，この日も八幡が， 2{.)00円上甜み回答をえ

てストを回避，鉄鋼労連の統一闘争は， ここで終わったo鋼管連合会は 18日，税込み 2万3,000
(25) 

円で妥結する 」（傍点は引用者）。

以上の引用からも明らかなように，新旧 2つの『鶴鉄労慟運動史』は，多少ニュアソスの異な........................... 
る叙述も一部も認められるけれども，八幡とともに富士連合会が12月5日の第 1波統ーストを見送． ．．．．．．．．  
ったため，鋼管連合会の決定よりも鉄鋼労連の産業別統一賃金闘争方針を優先させて， 12月6日に．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
24時間ストに突入した綱管川鉄労組が「孤立」してしまい，このため鋼管連合会は組織防衛の意味

から 12月10日の第 2波統一ストに富士連合会とともに突入した，とする点では，どちらも同じ内

容の説明となっているのである。ところが，さきの引用からも明らかなように，．『新日鉄室蘭労組...................... 
三十年史』および『広畑20年の歩み』では， 12月10日の第 2波統ーストを打ったのほ， 富士連合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
会の他は鋼管川鉄のみであり，鋼管連合会が統一闘争への参加を見送ったため， 「鉄鋼労連の足並..... 
み」が乱れた，という説明がなされているのである。もち論， 『鋼管鶴鉄労働運動史』が， 12月5

日の第 1波ストを八幡とともに富士連合会が見送った，と述べているのも，また富士連合会傘下の

両組合史が， 12月10日の第 2波ストに川鉄以外の鋼管連合会傘下の各労組が加わらなかった，と

述べているのも，事実誤認による誤りであることは，もはや説明の必要があるまい。ここで見逃し

てはならないことは，富士連合会傘下の組合史も，鋼管連合会傘下の組合史も，自分たちの組合は

精一杯闘ったのに他の大手一貫グループの組合が産業別闘争に参加しなかったがために，闘いが中

途で挫折してしまったのだ， という具合に説明がなされている点である。すなわち，自分たちの組

合指禅部の日和見主義的行動に関しては出来るだけふれまいとする記述の仕方が，結果的には上記

のような専実誤認を生み出す原因となっているわけである。この他，八幡の組合史も含めて，指摘

したい点は多多がるがけれども，ここでは具体的指摘を行なう余裕がないので，上記の引用文を比

較・検討し読者自身が事実誤認の意味を検討することを期待したいと思う。

以上， これ迄の検討を通じて明らかになったと思われるのは，次の諸点である。その第 1は，

八幡労組が鉄鋼労連の第 2回大会決定や鉄鋼労連の中闘決定に従わず「八幡の実情に即して」独自

行動をとったことが，鉄鋼労連の51年越年闘争を統一闘争から共同闘争へとレベル・ダウソさせた

決定的な要因であった，ということである。すなわち，八幡労組は，富士連合会が鉄鋼労連中闘の

決定に従って予定どおり第 1波統一ストに突入した12月 5日になって闘争態勢をやっと確立したの

であるが， 「平和交渉だけでは局面打開は困難く中暑＞ 過去からの行き方としての平和交渉一本

槍で腕をこまねいているわけにはいかない」(26)という方針を提起した執行部に対して， 「当面の対
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(27) 
策問題としてはかなりの非難」 が中央委員から出されたのを押し切って執行部案を通したという

組織事情もあって，結局のところ前述したように大手一貫グループの共闘に加わらず， 「これとい

った闘いもせずに富士と同額の 2万円を得」て妥結したわけである。けれども，ここで一言付け加

えておきたいことは，八幡労組執行部が 12月「 14日に至り富士ほ手取り 2万円で妥結したことが
(28) 

入電した」 時点で，初めて会社側との妥結を決意し，翌15日に中闘を開催して越年闘争にピリオ

ドを打ったことである。つまり，西口義人組合長をはじめとする八幡執行部は，彼らなりに最小限

度の階級的連帯性と道義的責任だけは守ったのである。なお，この西口義人氏を組合長とする八幡

執行部は，翌52年の春闘では，他に先駆けてストを打ち，汚名を挽回する。

その第 2は，鉄鋼労連で決定した方針に則って11月下旬までに闘争態勢を確立していた鋼管連

合会が，第1波統ースト決行日の前日になって傘下の最有力組合である川鉄労組の強い反対にもか

かわらず態度を翻して第 1波統ーストヘの参加を見合わす決定を行ない，そのため，川鉄以外の各

労組が第 1波ストを見送ったことが，鉄鋼労連の51年越年岡争を後退させた大きな要因であった，

ということである。

その第 3は，大手一貫 3社のなかで鉄鋼労連の方針に最も忠実だった富士連合会も，鉄鋼労連

大会において採択された運動方針のなかで，その克服が提起されていた「企業組合のわくの非階級

性」（第 1回大会決定）から脱脚できず， 「労働者は職場にしがみついていただけでは資本に各箇

撃破されるので，やはり統一闘争をめざすほか，階級的な前進はありえない」（第 2回大会決定）

という原則的な立場を貫き得なかったことである。そのうえ連合会は， 「会社従業員組合同士の

遠慮深い共闘」（第 1回大会決定）から脱皮して，「産業別組織体本部のもつ階級的性格を拠点

に， 」「階級的前進をはかる」（第 2回大会決定）立場を堅持しようとした室閑労組の行動を押え

たのである。

以上の経過によっても明らかなように，鉄鋼労連大会が「当面その存続と利用は承認されねば

ならない。」（第 1回大会決定）とした企業連合会組織によって，鉄鋼労働組合運動の「階級的前

進をはか」ろうとした富士室蘭および鋼管川鉄の主張ほ，少数意見として葬り去られてしまったの

である。

ところで，当時のわが国労働戦線全体の立場から見たとき，鉄鋼労連の51年越年闘争ほ， どの

ように位置づけられるべきであろうか。参考のため，以下では階級的労働運動を推進する立場に立

つ論者の評価を紹介しておこう。

「これらの闘争（炭労と全港湾の闘争をさす一引用者）を前奏曲として越年闘争が闘われ

た。闘わない労連とまでいわれた鉄鋼労連は45組合のうち23組合 5万 7,000名の労慟者がスト権

を確立した。しかし， じっさしヽ闘争に入ったのは．日鋼室蘭，富士製鉄，川鉄組合であった。日

鋼室蘭は 12月 1日に 48時間スト， 9日から 12日まで〔無期限スト〕スト，富士は 12月5日に

8時間スト， 10日に 24時間スト，川鉄は 6日に 24時間スト， 10日も 24時間ストにはしらた。

10日のストに続いて無期限ストを要求する大衆のこえに，ぎようでんして川鉄執行部は総辞職し

た。執行部不信任は住友でも，中山製鋼でもおこったo鉄鋼労連は『闘う条件がありながら，闘
(29) 

う意志がない』といういい方で，組合機関の自己批判を要求した」 。

上記の記述のなかには，筆者としては同意し難い評価も含まれているけれども，まさに51年越

年闘争を契機として鉄鋼労連の「闘う」単産への方向転換が，次第に進展してゆくのである。この

方向転換を支えたものは，職場組合員の大衆的盛り上がりであり，大衆の組合機関への突き上げで
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あった。その具体的な検討は他の鴇会に譲ることにする。けれども，鋼管川鉄執行部の総辞職，ま

た住友，中山製鋼における執行部追及などの動きが， 49年から 50年にかけて大幅な後退を余儀な

くされた鉄鋼労働戦線の動巻のなかで，沈黙を強いられてきた職場組合員大衆の不満の爆発と密接

なつながりを持つ出来事だったことだけは，指摘しておきたい。

本部執行部の総辞職という点に関して言えば，鋼管川鉄ばかりでなく，富士室蘭でも，また富

士広畑でも同じような事熊が起っているのである。室蘭についてだけ，そのいきさつを説明するこ

とにしよう。前述したように， 12月12日に開催された富士連合会の連執闘では，室蘭労組代表の

強い反対にもかかわらず， 14日に予定されていた第 3波ストの中止を決定したばかりでなく，多数

意見でもって室蘭労組が決定していた第3波ストヘの単独参加まで禁止してしまったのである。翌

13日，室蘭労組は，現地室聞で第 3回中闘委を開催し，執行部から， 「今次闘争については重大な

責任を惑じ，当組合で出している連合会の役員は辞任する。」 (30)旨の提案が出された。そのさいの

提案説明によれば，こうした措置をとるのほ，今次闘争の過程で連合会や傘下の他労組がとった仕

打ちに対する抗談であるとともに，この措置をとることによって他労組に自己批判の態度が生まれ

「新しい連合会」の発足を期待しての措置でもある，とのことであった。こうした執行部提案に対

して，組合活動の活発な数支部の闘争委員から「連合会全役員不信任」の修正提案が出されたが少

数で否決され，執行部原案が可決された。室蘭労組は，翌14日の連執闘で室面の第 3回中闘委決定

を通告すると同時は，直ちにこれを実行に移したのである。この間の状況について具体的な説明が

なされている『広畑20年の歩み』から関係箇所を引用することにしよう。

「ところがこの越年闘争の終想をめぐって富士労連は大荒れに荒れた。

すなわち；室蘭労組は 12月14日の連合会闘争執行委員会で，同組合出身の連合会副会長熊

谷不二夫氏（当時，室蘭労組の組合長一引用者）と書記長竹島浩平氏（当時，室蘭労組の組織部

長一引用者）を辞任させて現地へ引き揚げさせると通告してきた。その趣旨は，①闘争の批判の

結果，室蘭出身の連合会役員を辞任させる。③そのため連合会の機能が空白状態になることもや

むをえない。③その目的は，このことにより，各組合において今次哺争の批判を下部より徹底的

におこない，今後の連合会強化を図りたい，ということであった。この室蘭の態度をめぐって連

執闘は紛糾したが，室蘭ではこれを強行し 12月17日に現地執行部は総辞職，以後連合会運営ほ

3カ月ばかり空白状態となった。そのあげく，結局は鉄鋼労連書記長の消水慎三氏が嘩態を憂盛

して仲がこ乗り出し， 2月17日東京初谷寮に代表が集って懇談会を開き，漸く次のような内容で話

し合いがまとまった。

①, ＜暑＞
③ 越年闘争には各組合とも大いに反省すべき点を認め，その批判の成果を今後の闘争に生か

す。

③，④ ＜暑＞
⑤ 慇談会の拮果を組合員 1人ひとりに徹底させ今後の連合会活動強化のための基礎

とする。

⑥ 
(3n ＜唇＞」。

以上の話し合いのまとめに示されているように，室蘭労組の意見は，少なくとも形のうえでは

他の傘下労組に認めさせることができたのである。なお，上記の引用文のなかにあった室閑労組執

行部の総辞職の件について捕足すると， 12月19日，前日に闘態を解除した室蘭労組ほ，中央委員
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会を開催し熊谷組合長が， 「今次闘争の責任をとり連合会・鉄鋼労連，そして当組合の強化のため

に一応辞職し新しい角度から新しい人が出て活躍するこがのぞましい」(32)との理由から執行部の総

辞職を提案したが，これをめぐって論談が沸騰し，結局，臨時大会を開催してその可否を問うこと

になった。 12月 23日，このために開かれた第53回臨時大会において，激しい批判と活発な討論が

たたかわされた結果， 「闘いに破れたから総辞職をするのではなく，今後とも一層団結を固め，強

い組合に発展させるという自覚のもとに総辞職を認める」ことを決定するとともに，中央委員も執

行部とともに総辞職することになったのである(33)0 『新日鉄室蘭労組三十年史』が述べているよう

に， 「2呼三(1951年ー引用者）の越年闘争は，室蘭の『潰物手当』から始まって，富士労連役員の弓腸げ，

執市部・屯翅頭の麟織，富士労連の機能停止など，うよ曲折を経て終息した」(34)のである。再硝痴区えすな

らば，こうした一連の事態発生の背景には，鉄鋼独占資本・富士鉄独占体との対決を迫る広範な載場祖合員の大

衆的な盛り上がりと堅い団結があった事実を見逃してはならないだろう。

く注＞

(1) 『新日鉄室蘭労組三十年史』．新日本製鉄室蘭労働組合， 1976年 1月， 417頁。

(2) 姉歯三郎他『鉄鋼労働運動史』，日本鉄鋼産業労働組合連合会， 1971年3月． 156頁o

(3) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上， 410頁o

(4) 姉歯三郎『富士製鉄労働運動史』，新日本製鉄（富士）労働組合連合会， 1974年 4月，

186 ~ 187頁o

(5) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上． 410頁。

(6) 姉歯三郎他『鉄鋼労慟運動史』．同上． 168,、,169頁o佐藤春喜『八幡製鉄労働運動史』，中巻，

八幡製鉄労働組合， 1957年 7月． I,629頁o なお，八幡の運動史のなかでは．「組合の主張とした愛

国労働運動を排撃する勢いは極めて強く，殆んど問題なく否決されたo 」と述べられているo佐藤春喜．

同上． 1,629頁o

(7) 佐藤春喜， 同上． 1,629頁o

(8) 佐藤春喜， 同上， 1,650頁o

(9) 佐藤春喜， 同上． 1,650頁o

(10) 佐藤 春喜， 同上． 1,654頁o

(11) 姉歯三郎他『鉄鋼労働運動史』．同上． 1 70頁o

(12) 姉歯三郎他，同上． 1 71頁o

(13) 姉歯三郎『富士製鉄労働運動史』，同上， 19 0頁o

(1,j) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上， 414~415頁o

(15) 姉歯三郎『富士製鉄労働運動史』．同上． 189頁o

(16) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上， 417頁o

(17) 姉歯三郎『宮士製鉄労働運動史』，同上． 194頁o

(18) 『新日鉄室蘭労組三十年史』．同上， 418頁o

(19) 姉歯三郎『富士製鉄労働運動史』，同上， 189~190頁。

(20) 『広畑 20年の歩みー広畑製鉄労働組合20年小史』，鉄鋼労連広畑製鉄労働組合， 1966年 7月．

46頁o

(21) 『闘いのあゆみ一日本鋼管川崎労働組合運動史』，鉄鋼労連日本鋼管川崎労慟組合， 1970年 7月．

101頁o

(22) 『二十年史』．日本鋼管新潟電気製鉄所労働組合． I9 6 6年 II月． 32 ~ 33頁o

(23) 筆者は，次の論文のなかで右粟日和見主義的潮流による悪質な歴史的事実の偽造や隠蔽について．

具体的事実を対置して批判を行なっているので参照されたい。

道又健治郎「鉄鋼労働運動における右飛的潮流の台頭と役割」．『労働運動の新段階ー 60年代から

70年代へ』，労働旬報社． 1974年 I2月， 40~121頁o とくに 93~95頁o

(24) 日本鋼管鶴見製鉄所労働組合網『鶴鉄労働運動史』，駿台社， 1956年 11月， 257~258頁o

(25) 田中徹他『鶴鉄労働運動史』，日本鋼管鶴見労働組合． 1970年7月， 78頁o

(26) 佐藤春喜『八幡製鉄労働運動史』中巻，八幡製鉄労働組合， I 9 5 7年 7月， 1.64 1頁o
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(2t) 佐藤春窟•.同上． 1,642 頁o

(28) 佐藤春喜，同上， 1,651頁o

(29) 斉藤一郎『総評史』．青木書店， 1957年10月， 136~137頁o

(30) 『新日鉄室蘭労組三十年史』同上， 418頁o

(31) 『広畑20年の歩みー広畑製鉄労働組合 20年小史』，同上， 46 ~47頁o

(32) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上， 419頁o

(33) 『新日鉄室蘭労組三十年史』．同上， 41 9頁o

(34) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上， 420頁o

2 神鋼とともに破防法反対ストを決行

これまで述べてきたことからも明らかなように，富士室蘭労組は， 1950年代に鉄鋼労連が指向

していた階級的立場に立った労働組合の建設という基本路線をできる限り忠実に踏襲しようと努力

したばかりでなく，鉄鋼労連の産別機能の強化をはかるため可能な限り労連本部の方針や指令を履

行する立場を堅持してきたのである。執行部の体質がまだ反共民同派的弱点を克服し切っていない

という限界はあったにせよ，とに角，上記の点から見ると，富士連合会のなかでも，大手組合全体

のなかでも模範的な存在として注目された加盟組合であったのである。こうした室蘭労組の行き方

を鮮明にする絶好の機会となったのは，鉄鋼労連本部の指令に従って同労組が打った破壊活動防止

法案，いわゆる破防法反対ストの決行であったo

ここで破防法反対ストにいたる経過の要点だけを説明しておくと， 51年 5月上旬，吉田保守党

内閣氏講和条約発効後における日本の政治体制のゆくえを懸念していたアメリカ占領軍当局の強

い示峻のもとに，占領下の諸法令の再検討を開始したが，とくに労働法規や治安行政に大きな関心

を抱き，早くも同年夏ごろには労繭法規の改悪や治安立法の制定を行なう決意を固めたのである。

こうした動きを直ちに察知した総評ほ，傘下の単産ばかりでなく全労働者を組識して政府の意図を

紛砕するという闘争方針を決定し， 6月下旬には， 46団体， 6地方組織が参加する労働法規改悪反

対闘争委員会（暑称は「労闘」，なお発足当初の名称は「労働基準法改悪反対闘争委員会」。 8月

15日に改称っ）を発足させた 。
(1) 

疇労連は，発足当初から「労闘」の参加団体であったが，実力行使によって反動法規を阻止

する方針を固めた労闘の決定に沿って傘下組合に対してスト権確立の指示を下したのである。この

結果， 51年 10月末から11月中旬にかけて殆んどの組合でスト権を確立させることに成功したので

あるが，大手の代表的組合である八幡と鋼管川鉄では，スト権を確立させることが出来なかった｀ o
(2) 

これに対して富士室蘭労組は，同年11月11日に第52回臨時大会を開催して反対闘争のための「一

切の権限を鉄鋼労連に一任する一般投票を実施する」•(3)との執行部提案を満場一致で可決するととも
に，大会終了後直ちにスト潅投票に入り，同じ富士連合会傘下の釜石，広畑の両労組と並んで 90

％以上の高率でスト権を確立したのである。このとき大手のなかで90％以上の費成票が集ったのほ，

富士連合会の 3組合のみであった 。
(4) 

ところが 11月 13日の衆談院法務委員会の席上，準備不足のため次の通常国会に法案を提出す

るという政府の意図が明らかにされたので，翌52年の春まで事態の決着が持ち越されることになっ

たo政府は， 52年の 3月28日の閣議で「破壊活動防止法案」の国会上呈を決定するとともに，そ

の内容を公表したが，それは， 「文字通り『民主主義破壊法案』であり，戦前の暗黒支配をつらぬ

いた治安維持法の復活をはかるものであって，＜中唇＞ 社会主義政党や勤労者団体からだけでな
(5) 

く，あらゆる文化，学術，宗教，婦人団体など広汎な各界から批判と反対の声がおこった」 ので
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ある。

3月13日，総評と労闘は，合同会誰を開いて破防法反対の闘争日程を決定じた。それによると

鉄鋼労連は， 4月12日の第 1波のときには抗議大会を，また 4月18日の第 2波のときには強力なス

トを決行することになっていた。室蘭労組は，鉄鋼労連の指令により第 1波の 4月12日には昼休み

に職場大会を．そうして第 2波の 4月18日には正午から 4時間，破防法反対ストを打ったのである。

このストの準備過程で会社側は，正常な争厳行為ではなく明らかに政治ストであるとの理由から，

所長名で全組合員に対して就業命令を発すると同時に，職制機構を通じて切り崩し策動を行なった。

こうした会社側の策動に対抗するため室蘭労組本部執行部が各支部長宛に出した指示は， 50年代前

半期における鉄鋼独占体の聯場レベルにおける組合攻撃の手口を示す興味深い資料でもあるので，

ここで紹介しておこう。

指 ホ

鉄鋼指令第 1号に基づく 4月18日正午よりの 4時間ストの参加者に次の事項を徹成されたし。

1, 今次ストに関して職制より業務命令が出され，業務命令に従わないものは就業規則違反

で処罰するとか解雇するというようなことが強調されることが予測されるが，これは別議の

通り『今次ストの合法性・正当性について』あるいは『責任の所在』について明確にしてあ

る通りで，確信を以て指示通り行動すること。

2. 今次ストに関しては，職制はスト防止のためにあらゆるデマ・脅迫を通じて切り崩しに

かかるであろうから，次の事項を徹底させ，その対策に万全を期すること。

3, 18日正午のサイレンを合図に，スト参加者は速やかに支部指定場所に集合し，支部長も

しくは責任者の指揮の下に，元町病院前広場に 12時 30分までに集合のこと。

4.大会場までの行進の間は，列を乱したり単独行動をとることは今次ストの性格上厳重に慎

しみ，種々の挑発に乗らないよう注意し， トラプルが起きてもすべて指揮者の指示に従って

行動すること。

（注） つぎの如き場合は不当労働行為が成立することo

（:'() スト責任追求を浬由として解雁その他の不当取り扱いをした場合。

（口） スパイ行為，威嚇的言動．ストの違法性の宜伝，幹部と一般組合員との離問工作，第二組合育

成o

各々積極的に不当労働行為申し立ての準備を行なうこと。

（イ） の場合，その理由を明確且つ詳細にoただし，もしそれが口頭て行われた場合は．必ず文書に

して相手に確認させること。それでも出来ぬときは数人で聞くことoとくに役員全員でなく特定幹

部に対して行われたときは，特定人を選んだ理由について明確にさせること。

（口） の場合．次の場合は．それが何時何処で誰が誰に対してどのようなことをしたか，叉は言った

か等を出来るだけ具体的に記録に止めて置くこと。

〇職制を通じ，或いは一部組合員を遥じて組合の内情をスパイさせているふしがある場合o

〇組合役員或いは一組合員に対して『今次ストに参加すると責任を追求するぞ』『ためになら

ぬぞ』『首を切るぞ』等のことを言った場合。

〇組合員を集め公然と，或いほ職制その他を通じてコッソリとストの違法性を宜伝した場合。

0 『今度のストは幹部が無理やりにひきづっているのだ』『行き潤ぎだ』『政治的変偏向だ』

『アカだ』など幹部と一般組合員の離間的デマをふりまいている場合。

〇スト反対者をとくに優遇し便宜を図ってやり，同一行動をとらせるような事実茄あった場

合。」
(6} 

以上のような『指示』の内容を見てもわかるように，室聞労組は，富士鉄独占体の職制ルートを

-39-



通じたスパイエ作や， 「政治偏白だ」「アカだ」という決まり文句のアカ攻瞬に対して，職場組合

員の団結と盛り上がりに依拠しつつ断固としてそれをはね返す力巌を持つまで成長していたのであ

り，レッド・パージ攻撃に対して有効な反撃を組織しえなかった50年夏ごろの反共民同的体質から

次第に脱脚しつつあったのである。もっとも，そうは言っても，この『指示』を下部へおろした当

時の本部執行部のメソバー全員が，名実ともに上記の『指示』に見られるような，富士鉄独占体と

対決して組合の階級拘・民主的な体質強化をはかる階級的労働組合運動を推進する立場を墜持して

いたのか，という点になると，疑わしい状況がなかったわけではない。というのは，鉄鋼大手独占

体が，「第 2次合理化計画」を推進する過程で本腰を入れて鉄鋼労連の産業別統一闘争を粉砕する

決意を固め弾圧に乗り出してきた 57年秋闘および 59年春闘，とくに室蘭労組が鋼管川鉄労組とと

もに主蒔的役割を果たした59年春闘のときに，闘う組合員大衆のエネルギーに依拠して闘争を指端

し発展させるのではなくて，自分自身のイニシャで始まった闘争が予想外に長期化することが明ら

かになった時点で，組合員不在の場で「コッソリと」経営者と会って妥協しスト切り崩し策動とい

う反階級的裏切り行為を行なった人物が，破防法決行当時，室蘭労組の書記長を勤めていたからで

ある。

もち論，当時，室蘭労組の書記長をしていた花里泰明氏にしても，破防法反対スト決行時には

それなりの階級的良心を持っていたのかも知れない。けれども， 54年6月から翌 55年 1月にかけ

て闘われた日綱室間の大争議のとき，鉄鋼労連本部書記長の要職についていた花里氏には，闘争が

本格化する直前に組合員不在の場で日鋼経営者と「コッソリ」会い，取引きを図って失敗した前歴

もあるのである。こうした形で反労働者的利敵行為を行なってきた典型的な労働官僚たる花里泰明

氏に対して，現地室蘭にいて実質的な意味でトップリーダーとして59年春闘を指端し64年9月から

はすでに地盤沈下傾向を見せていた全国鉄鋼社会党員党友協議会の期待を担って鉄鋼労連副委員長

を勤めた若狭邦雄氏のような清廉な幹部を室喘労組執行部に送り込んでいた富士室蘭社会党も，長

い間，花里氏を党友として処遇してきたという事情もあって，その反労働者的利敵行為を組合員大

衆の前に明らかにして階級的立場から徹底した批判を行なうといった原則的立場をとることなく安

易な妥協を図ったのである。そのため本来ならば，少なくとも59年春闘終燻の時点で58年2月から

勤めてきた組合長の座から放遂されて然るべき花里泰明氏に暗躍のチャンスを与え， 65年 8月まで

組合長の座に居据わることを許してしまったのである。その間に花里氏は，組合長として長い間に

培ってきた影響力をフルに利用しつつ，他の会社派幹部たちとともに富士鉄独占体の意を体して新

しい右炭日和見主義的潮流を育成することに力を注ぎ，輝かしい闘いの伝統を持つ富士室蘭労組を

ば右傾化させることに成功する。そうして，室蘭労組を IMF0JC(「国際金属労淳日本協巖会」

ともいう）加盟に袈成する体制内組合へと変質させていったのである。さらに見逃せない事実は，

破防法スト当時の副組合長 2名のうちの 1人は，当時，富士室蘭社会党の大幹部であった瀬戸川省

二氏であったが，その瀕戸川氏にしてからが60年代に入ってら公然と労働者を裏切って会社側へ寝

返りを打った人物だったということである。すなわち，瀬戸川省二氏は，初めは組合員の支持で射

とめた市会議員のボストを大いに利用して富士鉄独占体による室蘭市政秋物化の立て役者となり，

最後には富士鉄独占体の支援を受けて市会談長の栄職に就く有様だったのである。富士室蘭社会党

にとって致命的だったのは，こうした利権屋的人物が瀕戸川省二氏ひとりではなくて，多数いたこ

とである。 60年代に入ってから本格化する富士鉄独占体の「合理化」攻撃のなかで，富士室蘭社会

党の持っていた弱点が次第に露呈するのである。
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本稿の最初で紹介したところの「佐山労政」，すなわち共産党対策のため（左派）社会党を利用す

ることを労政の基本とした富士鉄独占体の「佐山労政」は，見事に実を結ぶのである。「反独占」

を建て前とする（左派）社会党内で，富士鉄独占体のつながりが全くなかった若狭邦雉氏の率いる

グループが，党内では有力な存在であったことは間違いないとしても，多数を制する状況になかっ

た事実からも，その巧妙なやり口をうかがうことができよう。こうした「佐山労政」の時代に（左

派）社会党員や党友の衣を纏っていたプチブル的な野心家達の反階級的役割tこついての具体的な分

析は，疲らが恥じらいもなくその本質を公然とさらけ出す60年代前半期を対象とした論述のなかで

本格的に取り上げることにして，ここでは党歴10数年で本部中執まで勤めた経歴を持つ旧富士室蘭

社会党幹部の回想を紹介しておこう。なお，会社労政サイドの攻幣を配應して文章のスクイルの一

部変えて引用することを，お断わりしておく。

「く前唇＞一番先きに左派らしい恰好をしながら，その実質は本当の意味で左派ではなかっ

た。ということは，昭和20年代まで湖ってしまうんですが，あの時期には会社にしてみれば共産

党対策が第 1でしたんでしよう o昭和20年代というのは。なんだかんだと言っても，レッド・パー

ジの前でもあとでも。＜中暑＞

室蘭でどうして（社会党一引用者）左派的要素が残っていたかというと，共産党の勢力が強

かったということが，片方で言えるかも知れません。共産党の勢力がかなり後まで強かったため

tこ，それを押さえるためには，一般的に今でも｀｀左派、、と呼ばれている連中を会社労政が利用せ

ざるを得なかった。ぅんと右寄りでは，ここの共産党の勢力を押さえること，大衆に理解を求め

ることができなかった，という要素があったんです。それで｀｀中段の構え、、と言うのでしよぅか。

そういう形で一番活耀したのが，花里泰明なんですo共産党に対しては右だけれども，鉄鋼労連

全体のなかでは考え方は一応左派だということで，花里が一番大きな力を発揮するわけです。

く中唇＞

それともう 1つほ，室蘭のばあいには八幡，鋼管などと違って，社会党オソリーだったわけ

です。レッド・パージのあとは。その段階から会社労政とつながっているわけです。そうは言っ

ても，社会党のなかには矛盾がありましたから，若狭邦雄さん達のように労政とつながらない社

会党員もいるわけですけれども，それはあく迄も個人の良心であって，企業が期待を寄由口このは，

社会党を徹底的に利用して共産党の征覇にかかるということです。こうしたことが10年位も続い

たんですよ。だから10数年の歴史がある。これをいっぺんに崩すことができなかったつながり，

それが一応八幡のばあいよりも長く｀｀左派｀の勢力を温存させた，という具合に見るべきだと思

うんです。その点では，八幡のように小党分立みたいな形で色んな会派ができてゆく過程とは違

いがあるわけです。＜後唇＞」。

以上の旧富士室蘭社会党幹部の回想のなかには，富士室蘭労働運動の右傾化とかかわりのある

幾つかの重要な論点が含まれているが，その吟味は後に譲りたい。とに角，富士室蘭労組は，前述

したように労働者にとって後で獅子身中の虫的存在へと転向する労働官僚が，三役の座を占めてい

たにもかかわらず，職場における組合員大衆の団結と盛り上がりによって本部役員を突き上げなが

ら52年 4月 18日正午から 4時間，破防法反対の政治ストを決行したのである。

翌53年 2月に開催された鉄鋼労連臨時大会では，労闘ストや労闘統一行動への参加は， 「労連
(7) 

発足以来の特筆すべき」闘争として「大きく評価」 されたのである。しかし，同時に鉄鋼労連本

部も認めているように「本部の闘争指令は必らずしも守らなかったし」， 「中心的な組合の不参加
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で予期したほどの闘いとならなかった」 (8)ことも，事実であった。大手組合のなかでストを決行し

たのは，富士室蘭を除くと神鋼（傘下の全労組ではなく．神戸・名古屋・高知の 3労組が決行）の

みであり，中小手組合のばあいでも， 1,800名がストに参加した日鋼室蘭を除くと， 日亜第三，村

上鋼業，および土佐電気などの小手組合のみであった。

話しは前へ朔るけれども，破防法スト直後の 4月24日に開催された室蘭労組第10回中央委員会

には，ちょうど52年春季賃金闘争のオルグ交流のため来ていた釜石・広畑両労組代表も同席したが，

その席上で高率のスト権を確立しながら破防法反対ストを決行しなかった両労組の態度に対

して鋭く問いつめる声が中央委員のあいだから出されるという事熊が，起こったのである。以下，そ

の一部を紹介することにしよう。

「鉄鋼労連が指令を出しても，富士連合会のなかではやれぬ状態であったとか広畑はいわれ

たが，鉄鋼労連加盟の考え方はどうなのか。」

「幅のある指令というが，室蘭では幅などという言葉は考えていない。それはどんな意味な

のか。」

「鉄鋼労連決定を軽くみて今後も破防法ストのように足並みが乱れることが案じられる」 。
(9) 

同じ日，東京で開催されていた富士連合会の連執委でも，室蘭代表から次のような要旨の緊急

質問が出され，それをめぐって広畑や釜石などの代表と激しい論戦が交わされたという。すなわち，

「53年の賃金・退職金闘争に対する基本的態度の審談に入る前に室凋として聞きたいことが

ある。鉄連指令による破防法反対ストについて各組合としてはやりにくい問題があったとは思う

が，指令どおりストに入ったのは室蘭だけだ。 51年の越年闘争後，清水書記長のあっせんで今後

の問題を話し合ったが，そのさい，労組としては組織命令系統についてほどうあるべきかが明ら

かにされた。今度の問題も同じ性格のものである。指令どおりやりにくかった事情はあったにし

ても，スト権を確立していながら，その通りに動かなかったことほ，今後の賃金・退職金闘争で
QO) 

も同じことが起こらないという保障はない。この点が明確にならなければ審議に入れない」 。

この問題提起をめぐって当初はかなり激しいやりと・りがあったというが，結局，釜石も，広畑

も室蘭労組の破防法反対スト決行について，「正しかったと思っている」（広畑），「それなりに

評価する」（釜石）という見解を表明し互いに了承することになった。しかし，その席上で釜石代

表の述べた弁明は， 「経済闘争と法規闘争をからませないとやらぬという方針が流れていたことも
い）

あって，法規のみではやれなかったのが実情である」 ということであった。これは，たんに釜石

労組のみでなく，破防法反対ストを打たなかった鉄鋼労連加盟の他労組の本音でもあったと考えて

よい。

レーニ汎ま，官庁統計を利用して 1905年から 1907年までの 3年間に帝政ロシアで起こったス

トライキを分析した論文・『経済的ストライキと政治的ストライキ』のなかで，次のように述べて

いる。

「＜前唇＞ この時代に経済的ストライキと政治的ストライキとの相互関係はどうなってい

たか？

く中 暑＞
したがって，政治的ストライキと経済的ストライキとは，互いに力の源となりながら，相互

にささえあっているのである。ストライキのこの 2つの形態に密接な結びつきがなければ，真に.... 
広範な，大衆的な一そのうえ全国民的意義をおびるような一運動はありえない。運動の初期四文
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経済ストライキは，しばしば，おくれたものを目ざまし，ゆりおこし，運動を全般的にし，それ

をより高い段階にたかめていくという性質をもっている。

く中 唇＞

運動の初期には，多くの労働者が経済的闘争をもっとも重要視したが，最大の高揚期には逆

になった， ということである。だが経済的ストライキと政治的ストライキとの和がらをiiらもた

存在した。＜りかえして言うが，この結びつきなしには，真に偉大な目的を実現する運動はあり

えない。

労働者階級は，政治的ストライキのさいには，全国民の先進的階級として行動する。プロレ
ヘゲ

クリアートは，プルジョア社会の諸階級のうちの 1つとしての役割を演じるばかりではなく，主

言着，すなわち指端者，知筵者，首領の役割を演じるのである。運動のうちに現れる政治思想は

全国民的性格をおびている。すなわち，全国の政治生活の基本的な，もっとも根ぶかい諸条件に

触れているのである。政治的ストライキのこうした性格は，＜中唇＞ すべての階級のうちに，

とくに，もちろん，住民のもっとも広範な，多人数からなる，民主主義的な諸層，農民その他の

うちに，運動への関心を呼びおこした。

他方では，勤労者大衆は，経済的要求なしには，自分たちの状態を直接即座に改善すること

なしには，国の全般的な『進歩』を決して考えようとはしないであろう。大衆が運動にひきいれ

られ，それに精力的に参加し，それを高く評価して，英雄的精神，自己犠牲，不屈さ，偉大な事

業への献身を発揮するのほ，働くものの経済状態が改善されるばあいにかぎる。＜中唇＞ 生活

の改善を求めてたたかううちに，労慟者階級ほ，同時に精神的にも，知的にも，政治的にもたか

められ，その偉大な解放目的を実現する能力を高めてゆくのである。

く中 唇＞

われわれが経済的ストライキの時代に直面している，というのはまちがっている。まさにそ

の逆である。われわれは，経済的ストライキの時代に直面しているだけではない。われわれは政

治的ストライキの時代に直面しているのだ。＜下唇＞」位）

上記のレーニソの論文のなかに示されているように， 「おくたものを目ざまし，ゆりおこし，

運動を全般的にし，より高い段階にたかめていくという性質を持っている」経済的ストライキは，

「生活条件の改善を求めてたたかううちに，労働者階級は，同時に，精神的にも，知的にも，政治

的にもたかめられ，その偉大な解放目的を実現する能力を高めていく」過程のなかで，政治的スト

ライキと結びつくとともに，両者が「たがいに力の源となりながら相互にささえあって」「真に偉

大な運動，偉大な目的を実現する運動」を発展させていくのである。上記の釜石労組の弁明に代表

される政治スト回避論は， 「慟くものの経済状態が改善されるばあいに」「発揮される」労慟者階

級の「英雄的精神，自己犠牲，不屈さ，偉大な事業への献身」を信ずることの出来ない労慟者侮蔑

論であり，また序章で紹介しておいたように，マルクスが第 1イソクー第 1回大会代議員への『指

示』のなかで望みを託していた労働組合の使命，すなわち「労働組合の努力は狭い，利己的なもの

では決してなく，ふみにじられた幾百万の大衆の解放を目的とするものだということを，一般の世

人に納得させなければならない」という重要な使命を忘れ去った俗物的見解である，と言わねばな

らない。

こうした俗物的労働者蔑視論を克服することによって， 52年春季賃金闘争の展開過程のなかで

労闘が組織した統一闘争に租極的に参加し敢然として政治的ストライキを決行した富士室蘭労働者
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の不屈の行動は，まさにレーニソが上記の論文のなかで指摘している「政治的ストライキのさいに」
ヘゲモーソ

「演じる」「主蒔者，すなわち指蒔者，先進者，首領の役割」を，全国の鉄鋼労鋤者を代表して立

派に果たしたと言ってよかろう。そうして，労闘に結集するわが国労慟者階級の闘いは， 4月11日，

世界労連が労闘宛に送った「国民の権利擁設の闘争に立ち上がろうとする諸君を支持する」とのメ

ッセージによっても明らかなように，労働者階級の国際的連帯と支援のもとで行われたのでらった。

富士室蘭労組の労働者のそれを含む労闘の闘いを総括した次のような指摘ほ，上記のレーニソの論

文に照らしてみても正当な評価であると考えてよい。すなわち，

「このようにして，労働者階級は，国民の民主主義的自由を守る闘いにおいて，指尊的役割を

果すことを実践を通じて明らかにするとともに，平和と独立をめざす全国民の統一行動を著しく

前進させたのである。労働者階級をはじめとする広汎な国民各層の反対をおしきって， 7日4日

には，破防法が， 11日には労働法改悪案が，国会を通過成立したけれども，労働者階級の統一行

動を中心に結集された国民の固い統一と団結の力が事実上この法律の適用を現在にいたるまで不

可能にしてきたという事実を忘れてはならない。（金子健太「 1952年こ涸サる日本労働組合の戦

争政策とフアシズムに対する闘い」 "World trade union movement".IFG.4, 1953年，

⑭ 
邦訳『世界労働運動』 53 • 3 • 25) 。

このような偉大な労闘ストの成果は総評を中心とする労喝戦線の統一を飛躍的に前進せしめ

た。

く中 唇＞

7月22日から 25日にかけて開かれた総評第 3回大会は，＜中唇＞ 国際自由労連への一括

加盟を 179 対•42 の圧倒的多数で否決した。それは同時に愛労運動への批判となって現われ，新し

く採択された運動方針には，両条約の破棄，再軍備反対，弾圧法規の徹廃，最低賃金制などがか

かげられたo 総評は結成当時の民同派幹部の結集体から， 2カ年間の労働運動の質的な転換を反

映して労働戦線の統一母胎へと一歩前進した」 。
U3) 

上記の引用文のなかで述べられている「 2カ年間の労慟運動の質的な転換を反映して」という

指摘は，破防法反対の政治ストを打てるだけの力巌を具える至った富士室蘭労組にも，そのまま当

てはまることである。何故なら，室蘭労組ほ， 51年春季賃金闘争から開始された鉄鋼労連の産業別

統一闘争を推進するブロモークー的役割を果たすとともに，鉄鋼労連を鉄鋼．「労働戦線頌禿一母胎ヘ

と一歩前進」させることに大きく功献したからである。

＜注＞
(1) 日本労働組合総評厳会絹『総評寸有こ史』，労働旬報社， 1964年11月， 287~291頁o

(2) 姉歯三郎他『鉄鋼労運動史』， 1971年3月． 188頁o

(3) 『新日鉄室蘭労組三十匂三史』，新日本製鉄室闊労働組合． 1976年1月， 429頁o

(4) 姉歯三郎『富士製鉄労働運動史』，新日本製鉄（宮士）労働組合連合会， 1 97 4年4月， 198頁o

(5) 日本労働組合総評諮会瑚『総評二十年史』．上巻，労働旬報社．

(6) 姉歯三郎『富士製鉄労働運動史』，同上， 202~203頁o『新日本製鉄室蘭労組三十年史』，同上，

431~432頁o

なお．室蘭労組の歴史にとって画期的な意義を持つ破防法反対闘争の取り組みの過程で出された『指

示』が，『宮士製鉄労働渾動史』のなかではその全文が収録されているのに対して，肝心かなめの当事者

が刊行した『新日本製鉄室蘭労組三十年史』のなかでは一部分しか収録されていないことに，読者の注意

を喚起しておきたい．ヵットされている部分とは，当時．富士鉄独占体が行なった不当労働行為まがいの

組合への介入の事実である。同じ右粟的潮流に属していると言っても，前者の網集委員会責任者たる新沼
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行新日鉄労連書記長と後者の網さん委員会責任者たる堀内清美室蘭労組書記次長とでは，人問的スケー

ルの面でも，また理論的レベルの面でも格段の差があり，それが上記のような叙述の相違をもたらした1

つの要因となったと考えられる。もち論，『富士製鉄労働運動史』が，ペテラソ•姉歯三郎氏によって執

筆されたという点からくる必然的なレペルの相違も，大きく影響したことは言うまでもないo

そもそも．当初の予定では『富士製鉄労働運動史』を手がけた姉歯三郎氏に．『新日鉄室蘭労組三十

年史』の執筆を委嘱することに内定していたのであるo ところが 1974年夏の室蘭労組本部役選で執行部

の入れ替えが行われ，右派は右派でも一定の筋は通すという気骨のある人物が殆んどいなくなったことも

影響して，姉歯三郎氏への執筆委嘱という前執行部の決定が破棄されてしまったのであるoそうして社青

同系から民社系会社派へと要領良く鞍替えした堀内清美書記次長が，組合史の網さん委員長になるととも

に，長い運動のキャリアを持つ元組合役員の数氏が分担執筆することになったのであるoそれにしても，

堀内清美氏のあまりにもひどい会社労政サイドとの癒済ぶりに対して，右派がボストを独占している本部

執行部内でさえ批判的な見解を持つ中執が少なくないと言われている状況のもとで，すでに内定していた

姉歯三郎氏への組合史執筆委嘱の方針を御破産にするとともに，年齢や力誠からして決して適任とは思え

ない堀内清美氏が，組合史の絹さん委員長に就任した背後には，それをバック・アツブした会社労政の意

向があったのではなかったか，と推測されるのであるoというのは，もし『新日鉄室蘭労組三十年史』が

組合結成以降の史実にあく迄も忠実な形で執筆されたばあい，富士鉄（新日鉄）独占体がこんにちまで室

蘭製鉄所の労働者たちに加えてきた不当な抑圧や介入の数がずの明ら力如なる恐れが十分あったため， 会社労

政サイドの意向によって気心も知れ安心できる堀内清美書記欠長を絹さん委員長に就任させ，同氏に製鉄

所労働部とのあいだの御目付役的連絡掛を勤めさせた可能性は，・大いにあり得ることだからである。

執筆委員の過半数は右派系統の元幹部によって占められてはいたが，少数派である若狭邦雄氏，川島

芳信氏と、いう旧富士室蘭社会党の良心派幹部をも含めて，全員が富士・八幡の大型合併以前，そうしてこ

んにち見られるような右派による組合執行機関の独占といった異常事態を迎える以前の時期に室蘭労組の

幹部として活躍した人ぴとである。したがって，右派系統の執筆委員にしても，堀内消美氏に代表される

ような｀｀民社党系会社派、、といった右派には異和惑を持つ体質の人も含まれていたのであり，また，組合

運動の高揚期にあたる 50年代には，執筆メンバーの少数泥である旧富士室蘭社会党幹部と一緒に富士鉄

独占体と対決してきたキャリアの持ち主たちである。そのため，会社側にとって好，ましくない内容の組合

史が出来上がることを心配するだけの客観的条件は存在していたと考えてよいのであるo少なくとも50年

代には，次第t否高まりを示してきた鉄鋼労連の組織する産業別統一闘争の先頭に立って闘い抜いてきた富

士室蘭の組合運動の歴史それ自体は，いまも当時の闘争に参加した組合員が職場に沢山いる以上，抹殺で

きる性質のものではないo したがって，所の労慟部や，それと文字どおりぐるになっている右派グループ

が街てた『三十年史』瑠さんの基本方針は，恐らく次のような内容のものだったと思われるoすなわち，

運動の高揚期においても遂に完全に克服することができなかった室蘭労組の反共民同的・組合主義的匁陥

をできるだけ大きくクローズ・アップして現在の反共組合主義路線へ引き寄せる方向で肯定的に評価する

反面， 50年代後半期の大闘争を支える原動力となった戦場レベルや支部レベルにおける労働運動の階級的

民主的潮流の活動を消極的・清算主義的に評価するとともに，富士鉄独占体の「合理化」攻撃と対決して

67年ごろまで本部執行部の指郡のもとに闘われた「合理化」反対闘争の敗北からくる挫折惑をうまく利

用して．これら全てを過去にあった運動路線の誤まりという具合に歪曲してしまうという筋書きである。

こうした歴史的歪曲，つまり職場組合員大衆の盛り上がりに依拠して闘われてきた室蘭労組の闘いの歴史

のうち．消極面だけを大きくクローズ・アップするという犯罪的とも言える歪曲によって，『新日鉄室蘭

労組三十年史』を新日鉄（富士鉄）独占体や組合主義者集団の御用幹部に都合のよい内容のものにしたい

というのが，切なる願いであったろうと思われる。

網さん委員長となった堀内消美氏は，会社労政サイドの信任茄厚いだけが取り得の人物であり．また

社青同の後押しで青年部長に就任したという過去のいきさつもあって，同氏に対して執筆メンバーに加わ

っていた旧富士室蘭社会党良心派の大先益を押えて上記のような絹さん方針を貫徹することは，とてもで

きない相談だったoこうした点からして，堀肉武の主要な任務は，会社労政サイドとの連絡用務であった

と推測されるo したがって，堀内清美網さん委員長というのは．あく迄も建て前にすぎず，実質的な意味
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で委員長の任務を果たすと同時に，柵さん作業をリードしたのは．室蘭労組の創立期に青年部長を勤め

元副組合長のキャリアを持つ新谷和多留氏であったと見られるoだが，新谷氏が．元副組合長であって

も，年満のため現在は会社の斡旋で滉清建設（株）に席を置いている身である以上，書記長．副組合長

を勤めたキャリアを持つ現役組合員の若狭邦雄氏や川島芳信氏を差し置いて新谷氏を絹さん委員長とす

るわけにはいかなかったのである。こうした事惜があったため．書記次長の堀内氏が網さん委員長を勤

めるという形で絹さん作業が進められることになったと思われるo新谷和多留氏が実質的責任者であっ

た何よりの証拠ほ，『新日鉄室蘭労組三十年史』の「はしがき」を書いているのが堀内氏ではなくて新

谷氏であることであるo しかも新谷和多留氏は，そのなかで『三十年史』の刊行にいたるまでの苦労話

とともに，執筆委員の書いた原稿を枚数上の制約から自分が大幅に削除した旨を明らかにしているので

あるo新谷和多留氏が，どんな尺度で原稿の大幅な削除を行なったのか．その具体的内容を指摘しなく

ても想像がつこうと言うものである。

けれども，前述したような富士鉄独占体や会社派幹部の期待を担って登場した新谷和多留氏の努力

にも，大きな限界があったのであるo というのは．組合結成以来の 20数年間，職場組合員大衆の多種

多様な形態での結集と団結の力に依拠しつつ富士鉄（新日鉄）独占体の専制的支配に抗してきた室蘭労

組の闘いの歩みそれ自体は，数千の労働者が参加してきた厳然たる歴史的事実として千釣の重みがあっ

たため，枚数上の制約を口実にした絹さん過程での意図的，人為的な改悪・絹さんの作業は，一定の段

階で壁に突き当たらざるを得加がったがらである。そのため出来上がった『新日鉄室蘭労組三十年史』は．

組合史として当然取り上げて然るべき重要な出来事のカツトや意図的な歪曲が見受けられるという難点

を含んだものではあったが．富士室蘭労働者の示した「英雄的精神，自己犠牲．不屈さ，偉大な事業へ

の献身」（レーニン）とともに，「ふみにじられた幾百万の大衆の解放を目標と」しつつ「賃金制度の

大衆的廃止のためのてことして」（マルクス）の階級的，民主的な労働祖合の楷築と前進という歴史的

事実をば，読みとることのできる文献として刊行されざるを得なかったのである。もち論．富士鉄独占

体の意を受けた堀内消美氏のような人に代表されるレペルの御用幹部によって折角の原稲が改ざん・改

悪されたと思われる箇所は多多あり，それが『富士製鉄労働運動史』に比して資料的価値を損う一因と

なっていることは，否定できない事実であるoしかし，そうした覗点は，『新日鉄室蘭労組三十年史』

に限らず，右炭日和見主義的潮流が組合諸機関を占拠している民間大手組合の刊行する組合史に広く認

められる欠陥なのである。このことについて筆者は，すでに鋼管連合会傘下の組合史を事例として本文

のなかで検討を加えているし，また別の機会に発表した論稲のなかでも取り上げているので，ここでは

省略することにしたいoただ，ひとしく日和見主義的潮流と言ってもピンからキリまであって，困捻」

ながら新日鉄室蘭のそれは．「キリ」に分類せざるを得ない理論的レペルの全く低い右派グループであ

るという事実だけを指摘しておこう o

(7) 姉歯三郎他『鉄鋼労働運動史』，同上， 18 9頁o

(8) 姉歯三郎他，同上， 188頁o

(9) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上， 432頁，

(10) 姉歯三郎『富士製鉄労働運動史』．同上， 203頁o 『新日鉄室蘭労組三十年史』 433頁o

(11) 姉歯三郎，同上， 204頁o『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上， 433頁o

(12) レーニン『経済的ストライキと政治的ストライキ』大月書店．全集版． 77~88頁o

(13) 大河内一男．大友福夫他「戦後労働運動史」，古島敏雄絹『日本資本主義講座第 7巻一労働者と農

民』岩波書店． 233頁o

(14) World trade unjon movement "ft.,いうまでもなく世界労連の機関誌であり，

1965年 3月号までは世界労連日本出版会から．それ以降は世界労連東京事務所から邦訳が刊行され

ている。なお， 19 6 5年春の時点で顕在化し現在まで尾を引いてる世界労連書記局と世界労連日本出版

会との間の不正常な関係は，当時の世界労連書記局のなかにあった，いわゆる「フルシチョフ修正主義」

の影響とともに，当時のわが国労碗戦線のなかにあった「左翼」日和見主義・毛沢東思想， （あるいは

部分的には金日成思想）の影響との 2つの側面から正しい総括がなされなければならないo 「フルシチ

ョフ修正主義」の影響のみを一方的に取り上げる俗論についての反論は， 1970年代の後半期の現時点
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ではあまり理論的な意義を持たないことなので省略したい oただ， 60年代の前半期まで

「左翼」日和見主義思想を持ち上げてたっぷりと印税を稼いできた人達のなかには，毛沢

東思想の影響のもとでおかした64春闘時における誤りを反省することなく，わが国労働運

動の階級的前進にとって有害な論識をしている人物も見受けられるが，それについては他

の機会に論駁したい。

3 5 2年春季賃金闘争と富士室蘭の民同「左派」幹部の動揺

(1) 52年春季賃金闘争と富士室蘭労組の闘い

52年 4月の破防法反対ストより前へ逆戻りすることになるが，以下では52年春季賃金闘争に

ついて考察することにしようo ところで．室蘭労組の闘いについての具体的説明に入る前に，ふれ

ておきたいことがある。それは． 52年春季闘争に備えて前年の冬に鉄鋼労連本部が発表した『賃金

改善の基本方針要網』に関してである。この『要網』は， 52年2月下旬の総評幹事会で承認され 6

月下旬の総評大会で決定された『総評賃金網領』の粗稿とも言うべき性格のものであったため，当

然のことながらその後の賃金闘争に大きな影響を及ぽすことになった。斉藤一郎氏は，その著作の

なかで「あやまりにあやまりをかさねてきた戦後の賃金闘争は，これによってはじめて階級闘争と

して組織することのできるカギが与えられることになった」 と高く評価するとともに，その理由

を次のように延べている。

「総評事務局長高野実は，この理論生計費によってペース賃金を要求することを考えていたo

このとき鉄鋼労連は『賃金改善の基本方針要網』を発表した。鉄鋼労連はこのなかで，日本の資

本主義構造そのものが，低賃金の基礎のうえにくみたてられていることを指摘し，さらに半封建

的な厖大の零細農業と農村における巨大な過剰人口のうえに，その搾取を，無制限に拡大してい

るだけでなく，近代的な労慟市場を形成させない家内労働や苦汗労働の基礎をなしていることを

明らかにした。そして日本の資本主義が外国資本からうける搾取を，労働者に転嫁しうる条件を，

無制限につくりだしていると断定した。この鉄鋼労連の要綱試案は，日本資本主義の基礎構造と

しての低賃金の本質をあきらかにしながら，健康にして，文化的な生活を保障するにたる賃金，

国際水準なみの近代的賃金を要求し，闘争の方向を，かかる賃金を基礎とする日本経済の楷造的

変革においたのである。そしてそれを解決するための第 1段階として，さしあたり戦前復帰 2万

5{)00円をうちだしながら，賃金要求を徹底的な大衆討議によって決定すること，この大衆討議は

大衆行動の出発点であるだけでなく，大衆行動そのものであることを明らかにした。そしてその

大衆討議によって決められる賃金が，いかにひかえめのものであるかをしめすために，その賃金

要求のマーケット・バスケットをくむことを提唱したのである。

鉄鋼労連は自分で提起したこの『要網』を，自分の組織の方針としてきめることはできなか

った。しかし，それはまもなく総評の賃金綱領およびその解説となった (2月20日）。＜中唇＞

この賃金網領がだされたことは，重要な意味を持つものであった。賃金網領は日本の低賃金楷造

変革の基本テーゼであったからである。＜中唇＞ 賃金網領とその解説は，賃金闘争と最低賃金

制の闘争をハッキリと区別し，そのうえで結合した。＜中唇＞ それは何よりも，階級闘争とし
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ての賃金闘争の基本的なあり方をしめすテーゼであり，労働運動の基本法則であった。なぜなれ

ばそれは民同の請負闘争を否定し，民同の手から，組合を奪還するための手段を大衆に与えるも

のであったからである。＜中暑＞

賃金網領は総評の賃金網領として発表されたものであり，改良主義的組合幹部と妥協してい

る。そのために，＜中暑＞ それ（戦後の饒餓賃金一引用者）がアメリカの軍事占領と植民地的

従属化の全政策と待びついている点があきらかにされていないという欠陥はある。しかし，それ

にもかかわらず， これは歴史的な文書であった」 。
(1) 

上記の引用文のなかにも示されているように， 60年ごろまではマルクス経済学の立湯からわが国

労慟陣営に貴璽な貢献をしてきた千葉利雄現鉄鋼労連書記次長の手になる『賃金改善の基本方針要

網』は，当時の状況のものでは止む得なかったと言える部分的な誤まり，すなわち，戦後の農地改

革の歴史的意義に関する山田盛太郎教授の貴重な研究成果を無視して，当時の前衛党のとっていた

半封建的土地所有の残存といった誤りの影響が一部に見受けられるとしても，斉藤一郎氏の評価ほ，

大筋として賛同出来るものである。なお，上記の引用と関係があるので，ひと言だけOO加えると，

総評の『賃金網領解説』を執筆したのは，当時，鉄鋼労連の嘱託をしていた永野順造氏であり，そ

の要約版である『賃金網領』を執筆したのは，当時，総評調査部に籍を置いていた高野実直系の高

島喜久男氏（現東京経済大学）と鉄鋼労連調査部にいた千葉利雄氏だったのである。したがって，

総評の『賃金網領』の策定に当たって，専従の千葉利雄氏と嘱託の永野順造氏を擁する鉄鋼労連本

部書記局は，名実ともに指導的役割を果たしたことになる。

ところで，鉄鋼労連は， 51年12月下旬に賃金対策委員会を開いて討談した結果， 52年春季闘

争においてマーケット・バスケット方式を採用して賃上げ要求をすることを決定した。この決定に

基づいて鉄鋼労連本部では直ちにマーケット・バスケットの算出作業に入り，翌5胡三1月， 5人世帯の

必要生計費が手取り 71,616円となることを公表するとともに， 「現在の力関係の評価に立った要求

金額，手取り 15,730円(3人世帯，税込 18,500円）」（2）という圧縮生計費をも算出して，これを52年

春季賃金闘争における賃上げ目標額とする方針を打ち出したのであ o 具体杓な要求金額でいくと

「3,000円アップ， 20％増し」 (3)の要求である。鉄鋼労連本部が， 「健康にして文化的な生活を保

障するにたる」必要生計費と， 「現在の力関係の評価に立った」圧縮生計費の 2種類を算出したね

らいは，斉藤一郎氏が指摘した通り「賃金要求を徹底的な大衆討議によって決定すること」，「そ

してその大衆討議によって決められる賃金が，いかにひかえめなものであることをしめすために，」

組合員のまえに提示することであった。しかし，斉噛一郎氏によって「民同の請負闘争を否定し，

民同の手から，組合を奪還するための手段を大衆に与えるもの」と性格づけられたマーケット・バ

スケット方式による賃金要求案は，千葉利雄氏をはじめと・した本部書記局員の努力にもかかわらず，

少数意見として退けられたのである。すなわち，鉄網労連は， 52年 2月19日から22日までの 3日

間，中央闘争委員会と対策委員会の合同会議を招集して本部原案の検討を行なったが，その結果，

マーケット・バスケット方式（いわゆるマ・バ方式）ほ「実情に合わない」と反対されたばかりで

な<,20％増の賃金要求tこにも異論が多く，本部原案は棚上げされたのである。マ・バ方式を大手

組合のなかで稜極的に支持したのは，長牛正書記次長（富士室蘭）と若狭邦雄中執（富士室蘭）を

労連役員として送り出していた富士連合会だけであった。こうして，反対に回った八幡労組でさえ

も， 「当時の鉄鋼労連が，清水慎三書記長を中心として戦後労働運動史上において画期的なマ・バ
(4) 

方式による賃上げを提唱したことは特筆さるべきものがあった。」 と高い評価を与えている『賃
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金改善の基本方針要網』に基づく 52年春季賃金闘争本部原案は，陽の目を見ることなく葬り去られ
(5) 

てしまったのである 。

室蘭労組は， 52年2月2日に中央委員会を開催し，執行部から「マーケット・バスケット方式

を勝ち取るため，鉄鋼労連の方針のもとに，要求案を作成し， 3月下旬に会社へ提出したい」との
(6) 

闘争方針が提案され， 「鉄鋼労連の圧縮生計喪では少なすぎるのではないか」 という意見も出さ

れたが，最終的には執行部原案が承認された。ところが，上記の鉄鋼労連の会談で出された大手各

労組の「金額にして 3,000円，率にして 20%」という原案に対して，八幡は 7.8％アップの 1,200円，

鋼管は定屏を含み約 10％アップの 1,670円と低く，富士だけが 20％アップでマーケット・バスケ

ット方式を支持したのである。このように．鉄鋼労連本部原案に対してでさえ， 「低すぎるのでは

ないか」という批判が出された室蘭労組中央委員会の討誂状況と比較すると，上記のような鉄鋼労

連の会諮の状況は，まさに震泥の差と言うべき有様であった。破防法反対ストを大部分の労組がサ

ボクージュした事実によっても示されているように，反共御用幹部は，一貫大手組合をはじめ各組

合の諸機関を占拠し，依然として根強い力を保持していたのである。富士室蘭，鋼管川鉄など若干

の例外を除き，傘下の各労組よりも鉄鋼労連本部の方が，清水慎三，斉藤徳次，横山進，千葉利雄

などの有能な書記局員を擁して，職場組合員大衆の要求を運動のなかに反映すべく努力していたと

言ってよい。当時の鉄鋼労連書記長 (52年 3月25日から第 2期執行部の副委員長）清水慎三氏が，

61年秋に刊行した著書のなかで指摘している次のような事態は，富士室蘭労組には当てはまるとし

ても，鋼管川鉄労組を除く他の大手組合の大部分にはまだ当てはまるところまで至っていなかった

のである。

「新風を呼びおこして（当時の社会党ヘ一引用者）入党したこれら労組幹部の多くは左派を

支援した。そして民同派内部の勢力関係が右派から左派に移行し，若い行動的な幹部たちがその

所属する全国単産で大きな発言権を握るにつれて社会党左粟化の強力な推進力に成長した。その

上り坂のなかでもっとも大きな役割を果たしたのがサソフラソシスコ両条約に対する反対闘争で

あり，左右分裂をものともせず幹部をつき上げ，さらに左派社会党を躍進せしめたあの数力年の

動きであったo 民同の歴史で言えば第 1次労働者同志会時代 (51年 7月の結成期から 53年12月

ごろまで一引用者）のころであった」 。
(7) 

2月21, 22日に開催された鉄鋼労連の中央委員会では，本部原案の 3,000円， 20％アップを

支持する平炉，単圧，および鋳鍛鋼など，他の 3グループ労組からのつき上げもあって，大手一貫

グループの賃上げ要求額は， 2,000円以上のアップと決定されたけれども，そのなかには定昇分を含む

という妥協案だった。 3月25日の鉄鋼労連第 3回大会に提出された経過報告資料を見ると． 「一貫

を除く他の 3グルーブ共，一貫グループの決定を無視して本部案を要求する事は困難であるから根

本的に考え方を考えねぼならぬo 唯， 『2,000円以上のアップ』の『以上』に期待することとし
(8) 

た。」 と，この間の事情を徴妙な言い回しで説明しているのである。そうして，いざ蓋を開けて

見ると，大手労組の賃上げ要求額は，八幡が約 1,630円アップ，富士が 2,400円アップ（業績手当

100円含む），鋼管が 2:ZOO円アップ（定昇 500円含む）．それか鯰当時は一貫グループでなく平炉

グループに属していた住友（当時の名称は「扶桑」）が2,000円アップ，神鋼が約2,155円アップと

いう具合に，大手労組間の差幅が大きくバラバラな金額であった。そのため統一闘争を組むことが

事実上不可能な状態となり，いかにして大手労組間の共闘態勢を推進してゆくかが，差し迫った課

題となった。

-49-



富士連合会をはじめとした鉄鋼労連傘下の各労組ほ， 3月下旬までに要求書を提出した。とこ

ろが． 4月5日の回答指定日になっても会社回答がなく．富士鉄のばあいには再度求めた回答期限

の最終日に当る24日になって不況を理由とする「ゼロ回答」を出してきた。この「ゼロ回答」は，

たんに富士鉄独占体だけではな<,八幡，鋼管を含む殆んどの鉄鋼各社が共通して出した回答内容

であった。

こうした情勢のもとで鉄鋼労連は， 4月末に名古屋で代表者会議を開き， 5月末までに闘争態

勢を確立するとともに，労闘の第 3次ストに合わせ賃金闘争を進めてゆくことを決定したo 富士連

合会の各労組も，この方針に基づいて 5月14日，スト権を確立して所側に対して一斉に闘争宜言を

手交したo 鉄鋼労連は，さらに 5 月 25 日から 3 日間，一貫•平炉の合同会議を招集して協議した結

果，八幡，富士，鋼管の一貫 3社と住友，神鋼の平炉2社の 5労組が， 6月3日に 24時間ストライ

キに突入する闘争戦術を決定，直ちにスト指令が発せられたo ところが，鋼管連合会がまたもやス

ト予定日前日の 6月2日になって，傘下の川鉄労組の反対を押し切って 6月3日のスト回避を決定

し，神鋼もまた同じ動きを見せた。このため富士連合会は， 2日の夜，急拠連執闘を招集して協議

することになった。この会隊には鉄鋼労連本部の清水慎三副委員長と萩原隆雄書詭次長も参加し，

両氏から八幡とともにストに入るよう要請を受けた。しかし，この要請に応えてスト決行を主張し

たのは室蘭だけで，他の 3労組代表は富士の単独ストになる可能性が大きいとの判断から延期を主
(9) 

張，結局，採決により 7対 3でスト延期を決定したのである。 ところが，連執闘多数派がスト回

避と判断した八幡は，予定どおり 3日正午より 24時間ストに突入したのである。

一方室聞労組では， 3日の午前 6時半に連執闘からスト中止の電報が入ったため．執行部の責

任で直ちにスト中止の緊急措置をとるとともに，第4回中央岡争委員会を招集した。．この中闘では

瀕戸川省二副組合長から中止に至った中央情勢の報告があり，次いで執行部のとった緊急措置につ

いて中央闘争委員会の承認を求めた。これに対して闘争委員から， 「闘う態勢は富士労連にある。

会社が賃上げの回答さえみせぬ時に，鋼管に左右されてストを中止すること自体納得できぬ。富士

労連不信任だ」， 「このスト中止は事後承認にすぎぬ。時間的な問題もあったろうが，中闘の討談

のなかからスト中止を出していただきたかった」．「時間がないことを口実にスト中止の措置を迅

速に行なったことは，大きな裏切りを感じたと思う。広畑や釜石の組合員にも訴え，労働者の団結

と組織の対策を緊急に連合会で堀り下げてほしい」等々の批判が出されたが，結局粒執行部のとっ

たスト中止の緊急措置を止むなく了承することになった。しかし，八幡の単独スト決行という新事

態が発生したため，翌々日の 6月5日に再度中央闘争委員会が招集された。会議の冒頭に瀕戸川省

二副組合長から八幡の単独スト決定を契機として起こった情勢変化とかかわって， 「釜石現地では

代表不信任の声もある模様，川崎もやる意志があり，広畑は不明だが，他がやればやらざるを得な

いと思う。」との執行部の情勢報告がなされるとともに， 「今後の方針としては， 10日か 11, 2日

ごろを想定し，主要生産部門の無期限，または長期時限ストをも考えてゆきたい」との闘争方針が

提案され，中闘で論談した結果， 6月7日に開催する組合大会に闘争方針を図ることに決定したo

7日の大会では，上記の闘争方針とともにスト賃金対策についての執行部原案が提案されたが，代

隊員から「たとえ釜石，広畑が立たなくとも室術単独でも闘うという決意を持たなくてほ闘争はで

きない」という甜極論や，また，落成式の終わったばかりの「組合会館を担保に入れても頑張れ」

という激励の発言など，補強意見が続き，スト決行を基調とする方針案を可決した。こうして室蘭

労組は，再び闘争態勢を藍え，ストライキをもって富士鉄独占体のゼロ回答を打破すべく立ち上が
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ったのである。
(10) 

室蘭労組が臨時大会を開催して闘争方針を採択した同じ 6月7日，予定どおり 6月3日に第1

波ストを打った八幡労組では，第 4回中央闘争委員会が招集され，その席上，執行部から強力な単

独闘争を組んで膠着した現状を打破するため， 「当面の方針」として「 3社共闘の線が坐折した現

状において，共闘による強い闘いは期待できない。従って単独でストを行う決意を持って闘って行

く」とする「基本的態度」を提起するとともに，こうした厳しい現状認識のうえに立って「第 2波

当初は部分波状を」，それから「全面と部分波状とを交錯していく」長期スト戦術を行使する闘争

方針案の提案説明があり，この本部原案を絶対多数で可決したのである。八幡執行部は，この中闘

決定にもとづいて直ちに「 6月10日始業時より無期限ストライキに突入する」旨の通告文を会社側

に手交した。そうして， 6月10日始業時を期して 1,610名のストマソによる本事務所ストが決行さ
(lり

れたのである。 なお，第 1波ストを見送った大手組合のひとつである神鋼も，闘争態勢を建て直

して，この 6月7日始業時より 24時間ストに突入した。

こうした情勢のもとで富士連合会は， 6月9日に連執闘を開き，室蘭，釜石，広畑は13日以降，

川崎は14日以降より無期限ストに突入することを決定した。連合会の「強硬な態度をみた会社側

は」， 10日，組合側の賃上げ要求に対して一時金および退職金の回答を示して問題をすり替えると

いう姑息な手段を弄し組合側の出鼻を挫こうとした。けれども，連合会は， 「一時金では妥協しな

い」との連執闘決定に従って翌 11日， 13日からストに突入する旨を会社側へ通告した。しかし，

連合会の単組のなかには富士鉄独占体の分裂策動にのせられる動きも現われ， 11日夜には釜石の中

闘から団交再開の要請が，また翌12日には広畑代表からスト延期の提案と単独交渉承認の要請が連

中闘に出されたが，いずれも否決された。だが，結局のところ広畑はストを回避，決定どおり13日

に全面24時間ストに突入したのは，室蘭と釜石だけであらた。両労組とも14日から指令どおり主要

生産部門のストに切り替え 16日までストを続行した。また， 14日からストに突入することになっ

てた川崎は，広畑のスト中止により一時動揺したが，室蘭，釜石両労組のスト決行に力づナられて，

16日正午より全面 24時間ストに突入した。
(l2) 

ところで， 52年春季賃金闘争の先陣をきった八幡労組は， 12日までの本事務所ストに続いて

13日始業時から軌条工場のストを予定していたが，会社側が突然ロック・アウト戦術を行使してき

たため，予定していた軌条工場ストの一時中止を余儀なくされたのである。この対抗策のため八幡

労組執行部は，翌14日急きょ中央闘争委員会を招集し，その席上，「既定方針で強力な反撃に転ず

る」具体的な戦術を示した闘争方針を提案した。この提案をめぐって「かってない白熱的な論戦」

が展開されたが，結果的には会社派の策動により， 20票の僅差（当時の中闘委員は 330数名）．をも

って否決され，「賞与闘争へ移行せよ」との緊急動隊が可決されたのである。
(l3) 

(2) 八幡労組の戦術転換と室閑労組ボス幹部の闘争打ち切り策動

この八幡労組の戦術転換は，スト決行中の富士連合会に大きな餌撃を与えた。そうして，これ

まで同連合会のなかで一貫して牽引車の役割を果たしてきた室蘭労組執行部の間にも動揺が起こり，
04) 

「戦術転換の空気がただよい」はじめたのである。 そうして，瀬戸川省二副組合長や花里泰明書

記長などの室蘭三役は，鉄鋼労連の書記次長から書記長のボストに就いた長牛正（室蘭労組出身）
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氏や副委員長の清水慎三氏などと連絡をとったばかりでなく，釜石労組副組合長の大手善栄氏まで

も仲間に入れて，スト中止・中労委翰旋申請によって事態の収捨をはかる相談を始めたのである。

6月16日，室蘭労組執行部は中央闘争委員会を招集し，会議の冒頭に瀕戸川省二副組合長から「闘

争のこう着状態を打破するため，闘う余力を残して中央委に斡旋を依頼」し，ストライキを中止す

るという執行部の戦術転換提案についての説明がなされた。この提案をめぐって左派，中間派，右

派の中闘委員のあいだで論戦が展開されたが，最終的には執行部提案を支持する中闘委員多数派が

数の力で採決を迫り，職場組合員の闘争続行の声を代表して釜石，川崎の労働者とともにストを続

行して闘い抜くことを主張する統一左派系闘争委員の反対意見を押えて執行部提案が可決された。

この室蘭労組の中闘決定ほ，直ちに東京で開催中の連執闘に報告された。

同日午後，東京で開催された連執闘では，室蘭労組の花里泰明書記長が，上記の室蘭の執行部

の方針にそって以下のような事態収捨方策を提案したのである。すなわち，

「八幡にいった清水氏から電報もあり，また室蘭現地からも要請があった．ので，ここで連執

闘に対して提案をしたい。本日鉄連の長牛，釜石の大手両氏とともに中労委の中西氏と面談し現

状を話したが，このままの形でいけば，各現地組合員の盛り上がりで血みどろの闘いにまで押し

すすむおそれがある。そこで闘う余力のあるうちに，また組合員が中労委の斡旋が不満足な場合

それをけってでも闘うという今の時期に，中労委へ聡旋依頼することを提案する。中労委に対し

ても下部の盛り上がりを強く伝えていきたい。」
Q5) 

これに対して室蘭とともにストを打っていた釜石労組の代表は， 18日から 20日にかけて事務

部門のスト決行を予定していることを明らかにした。ここで注目されるのは，はじめからストを見

送り事実上闘争を放棄していた広畑労組は論外としても，この連執闘の席上でスト中止•中労委ヘ

の斡旋依頓を提案したのが 6月11日の夜に「 10日の事態（会社回答ー引用者）は新事態として団

交を持ってくれ」との要請を現地中闘名で連中闘あてに寄せてきた釜石労組でも，また広畑のスト

中止の影響を受けてスト突入の日程を 2日遅らせた川崎労組でもなくて， 6月3日の第 1波統一ス

トの回避にも強硬に反対し 6月7日の組合大会で「主要部門の無期限または長期時限スト」決行の

方針を決議していた室蘭労組であったことである。もっとも，室蘭が連執闘で戦術転換を提起した

といっても，上記の花里泰明室蘭労組書記長の提案理由説明のなかでもふれられているように，釜

石の大手善栄副組合長や，鉄鋼労連本部の清水慎三副委員長，長牛正書記長などと協議したうえで

の戦術転換案だったのである。しかし，現地組合員にとって何とも納得し兼ねたのは，室蘭労組幹

部の事顎収捨工作に参画したメソバーのなかに大手善栄釜石労働組合副組合長が含まれていたこと

である。何故ならば，釜石労組の副組合長を勤めていた大手善栄氏は，富士連合会の初代書記長を

勤めた人物であるけれども，共産党からの転向者として富士鉄独占体の労政サイドと太いパイプで

つながっていた人である。•そうして，同氏が清水慎三氏を押し退けて鉄鋼労連の初代書記長のボス

トをねらって策動したときに，富士連合会のなかで最も強く反対したのが，他ならぬ室蘭労組の社

会党系幹部たちだったからである。

1970年8月，旧富士室蘭社会党良心派のトップ・リーダーだった若狭邦雄氏（鉄鋼労連第 1期

執行部の中執，第12期執行部の副委員長，室蘭労組の中執，書記長，副組合長などを歴任し，富士

鉄•新日鉄独占体の軍門に降ることなく現在に至る）は，鉄鋼労連結成時点における大手善栄氏の

野望について，次のように語っている。

「鉄鋼労連が結成されたとき，清水慎三氏が初代書記長に就任しますが，その前に彼を書記
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長にするかどうかということで内部ではかなり揉めたわけですo釜石からは，三田村学校と深い

．つながりのあった黒幕的存在のK氏（のち業務部課長に昇進）あたりのところから，大手善栄副

組合長を推す動きが出てきたんです。それに対して，室蘭の方では，そのころは室蘭は社会党の

天下でしたから，釜石がそんな右を出すんなら，けしからんから我々のほうは長牛を出すというこ

とで一長牛は社会党員でしたから，長牛さんを出した。書記局次長だったでしようか。そういう

経過があったんです。」

だから，瀕戸川省二副組合長のような富士室蘭社会党の幹部とその党友であった花里泰明書記

長が，鉄鋼労連本部の清水慎三副委員長や長牛正書記長に相談を持ちかけたのは理解できるとして

も，釜石の大手善栄副組合長のような札付き分子までメソバーに加えたことは，全く解せない話だ

ったのである。当時，室蘭労組の組合員は，連執闘における花里室蘭書記長の提案説明のなかにも

あるように， 13日以降のスト決行によって， 「このままの形でいけば，各現地組合員の盛り上がり

で血みどろの闘いにまで押しすすむぉぞれがある」と言わせるほどの盛り上がりを示していたし，

釜石労組のばあいも同様であった。とくに室聞の組合員のばあい，前述したように 4月18日の破防

法反対の政治的ストライキを打った直後であったため，その体験を通じて「労働者階級の完全な解

放という広大な目的のために，＜中唇＞ ふみにじられた幾百万の大衆の解放を目的とする」（マ

ルクス『個々の問題についての暫定中央評議会代議員への指示』）「その偉大な解放目的を実現す

る能力を高め」（レーニソ『経済的ストライキと政治的ストライキ』）つつあった重要な時期に当

っていたのである。こうした意味を持っていた組合員の大衆的な盛り上がりを前にして，本来なら

ば「民主主義のための先進闘士としての労働者階級」に対して「もっとも広範な政治的扇動を行な

うこと，したがってまた全面的な政治的暴器を組織すること」（レーニソ『なにをなすべきか』）
(1け

のできる絶好のチャンスと考えて， 「労働者階級の政治的教育に，その政治意職を発達させること

に，猿極的にとりかからなければならない」(17)(レーニソ『なにをなすべきか』）はずの富士室蘭

の左派社会党員が，とくに組合執行部の責任あるボストにいた左派社会党員が組合運動の社会的高

揚を前にして動揺した揚げ句，こともあろうに富士鉄独占体の札付き分子として広く知られていた

釜石労組副組合長大手善栄氏のような御用幹部と一緒になってスト中止のために中労委への働きか

けを行ない，折角盛り上がっていた組合運動の大衆的高揚を圧殺する暴挙に出たのである。当時，

富士室蘭社会党に潜 入していた瀕戸川省二副組合長や，もっとも信頼できる党友として艇遇され

ていた花里泰明書記長が，結局のところどんな人物であったか，ということについてほ，すでに説

明した通りである。若狭邦雄氏や川島芳信氏のような良心的活動家を擁していた富士室聞社会党が，

右派の御用幹部と結んで闘争圧殺の暴挙に出た主たる要因は，上記の両氏のような寝技師を党や組

合の幹部として処遇していた無原則的な党運営と党員メンバーの理論水準の低さにあったと考えて

よい。当時，富士室蘭社会党の人びとが学ぶ必要があったのは，レーニソが 1913年に執筆．した論

文『革命的ストライキと街灯レモ‘ノストレーションの発展』のなかで述ぺている次のような指摘で

ある。

「もしもストライキが労働者を消耗させるならば，ー ある者には休養をあたえながら，そ

して休憩をすました勢力，あるいは『新鮮な』勢力を闘いに立ち上がらせながら，ストライキを

交互におこなわなければならない。ときにはデモ‘ノストレーショソをもってストライキにかえな

ければならない。しかしもっとも主要なことは，ーストライキ，集会，デモ‘ノストレーショソが

切れ目なくおこなわれることであり，全農民と全兵士が労働者の頑強な闘争を知ることであり，
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農村がもっともへんびな農村ですらが，部市が不隠であること． 『身うち』のものが奮起したこ

と，彼らが必死でたたかっていること，彼らがよりよい生活をめざして，より高い賃金をめざし

て，権力の無法と専横の廃止をめざして，地主の土地の農民への引きわたしをめざして，地主的

君主制の打倒をめざして（「サソフラソシスコ体制の打破をめざして，日本の真の独立をめざし

て」と読み替えよ一引用者）たたかっていることを知ることである。＜後暑＞」 。
U8) 

レーニソ fi.. この論文の最後でプルジョア「自由主義者の奴僕である」解党派メソシェビィ

キーを批判して， 「彼ら（メソシェビィキー引用者）は，ストライキが農民を目ざめさせ，彼らを

蜂起に禅き，大衆のなかに革命的扇動を発庭させ，兵士を目ざめさせるであろうとか，ストライ

キから（それが消耗させるかぎり）街頭デモソストレーショソtこうつらなければならないという
.．．.．..．．． U9) 

ことについては．考えることさえしない」 と述べているのである。マルクス・レーニソ主義の

立場にたつ社会主義者が第一に重視しなければならないことは，上記の引用のなかで強隅されて

いる体制変革の武器としてのストライキの役割，すなわち農民や勤労市民などの大衆を「目ざめ

させ」「民主主義のための先進闘士としての労慟者階級」のまわりに結集させる契機となり得る

ストライキの役割を正しく理解することである。もち論，組合員の力批を考慮せずに，ただ闇雲

に長期ストの続行をするのは，革命的アナルコ・サンジカリストでらり得ても，マルクス・レーニン主義者では

あり得ない）しかしながら， 6 月16日の時点でスト中止の戦荷転換を打ち出すプロモ—クーとなった瀬戸川省

二副組合長や，花里泰明書記長たち〇ねらいが，まさにストライキ圧殺こあったことは疑問の余地がないの

である。この両氏は，大手善栄氏に協力して，「一時は中労委提訴にも反対するほど強硬沿闘争体制をもち

つづけた」といわれる釜石現地中闘の分断をはかり，戦術転換の可否を討談するため 6月18日に開

かれた 2度目の釜石労組中央闘争委員会で，当初の予定に従って事務部門のスト突入を主張する左

派系中渭委員の反対意見と戦術転換に贅成する右派，中間派の意見が相半ぽするなかで採決が行わ

れ，「 25対23のきわどい差で中労委椙訴に袈成」の方針を可決させることに成功したのである。
(20) 

ドイツ民主共和国のクチソスキー教授は，「『純然たる日和見主義』からストライキに反対の煽動を

やる組合幹部は，まだ独占資本の手先ではない（たとえそういう手先のような行動をしているとし

ても）。その同じ幹部が，おこったストライキを圧殺しろという指令をうけとるときには，これを

手先と，つまり意識的に労働者階級の敬の御用をつとめるこの敵の道具と，名づけてさしつかえな
(9]） 

いであろう」 4 と述べている。「おこったストライキを圧殺しろという指令をうけと」っていた人

物と推定できる大手善栄氏に塙力した瀕戸川，花里のふたりの労慟官僚が， 60年代前半期には公然

たる独占資本の手先に転落したことは，前述したところである。

こうして，富士連合会は，釜石現地中闘の戦術転換によって， 6月16日の連執哺での花里泰明

室蘭書記長のスト中止・中労委提訴を主たる内容とする事態収捨提案の線に沿って52年春季賃上げ

闘争の局面打開に乗り出すことになったのである。これまで述べられたことからも明らかなように，

富士鉄独占体にとっては喜ばしい，そうしてストに参加した現場労慟者にとってほ無念きわまる組合の方向転換

は，大手善栄氏など「民連」・索御用幹部の力だけで実現できるような情勢ではなく，左派社会党組合という評価

が定着していた室蘭歿乱幹部の協力があってこそ，実現しえたのである。

こうしば西馘辿って富士連合会ま，中労委こ調停を依頼しt-::oその結果，労資双方に提示された中労委案

をもとに団交を行ない，ベースアップはゼロ，そのかわり 7月以降から前年比2習戦め定期昇給，それに一時金

17,000円という敗北としか言いようのない会社回答をのんで6月30日に妥結してしまうのである。

以上のように室蘭，釜石などの職場組合員のかってない盛り上がりに支えられて闘われた富士
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連合会の52年春季賃金闘争は，初めからストを回避した広畑労組幹部の敵前逃亡同然の会社派的行

動と．組合幹部の思惑を越えて大きく前進した運動の大衆的な高揚を前にして動揺し自らの保身の

ためにほ手段を選ばなかった室蘭労組執行部内の反共民同派ボスの策動，そうして結局は室間の反

共民同派ボスの計略にのせられた釜石労組幹部多敦派の右翼日和見主義的行動などの相乗作用によ

って．富士銑独占体に対して決然として闘おうとした組合員大衆の期待は裏切られ，ストライキは

4日間で中止されてしまったのである。もっとも，室蘭では闘いの続行を叫ぶ職場組合員の声を執

行部は無視することができなかったため，製鉄所正門前で座り込みを行なうことを提起して闘うボー

ズを示すとともに．組合員大衆の闘うエネルギーを発散させることをねらったのであった。 6月18

日から始められた座り込みは，こうしたねらいをもって始められたものであったがために， 20日に

開催された中央闘争委員会で早くもその中止が決定された。『新日鉄室蘭労組三十年史』によると

中闘の席上，「座り込みは賃上げの戦術ではなく，組織を守るためにやったものであり，中央（連

執闘一引用者）で拒否された以上やめた方がよい」との意見が出されたいうが．真の提案者は他な

らぬ執行部の反共民同派だったと推測してよかろう。室蘭労組の機関紙『解放戦線』 65号に収録

されている本部役員による座談会記事には．闘争終想にいたるいきさつについての興味深い発言が

含まれているので，ここで紹介しておきたい。

「竹本調査部長一室蘭がストをやめて中労委にかけるということになったのは．八幡のやら

なくなったのが原因である。ただ室蘭がいつまでも闘えるという余力をバックにして，闘いのな

かから中労委にかけ，ともに歩調を合わせながら闘いを好転させてゆくという考え方で中労委の............................... 
あっせんを決めたのだが．釜石では室蘭はもうやる気がなくなり逃げるために中労委をク＊シにし................. 
て戦術転換したというようにとられたようで，この点はまったく残念であり．地域的に離れてい

ることをこれほど痛切に感じたことはない。

須藤教宜部長―•前に一度でも会議のなかで，そのような話が出ていればよかったの

だが，灸然中労委あ.;をんを出したとと vi.やふり失敗そ，金右がそう愈、うみも当然だ
．．． 
と思う。 ........'....... ・-... 
花里書記長ー中労委のことは，中央でも鉄連書記長清水さん（正しくは「鉄連副委員長」。........... 

当時の「鉄連書記長」は．室蘭出身の長牛正氏だった）から話があり考えていたことで，釜石代............................... 
表には話していたが，やはり時期的にほ．中労委などと口にしたら，大衆がダメだと怒るような，
.．．．......．．．...．.．． (22) 
闘争意識が一番燃えているときならよかったと思う。」 （傍点は引用者）。

ところで．上記の竹本調査部長や花里書記長の尤もらしい弁明を領面どおりに受けとった室蘭

の組合員は，そんなに多くなかったと思われる。何故なら．多くの組合員が．富士室蘭社会党内に

潜んでいた日和見主義分子の本質を鋭い階級的直感で感じとっていたからである。それはとも角と

して．もしも竹本調査部長の話のように．当時の室蘭労組執行部が，本当に釜石と「ともに歩調を

合せながら闘いを好転させてゆくという考え方でで中労委あっせんを決めたのだ」としたら，なぜ

釜石の札付き御用幹部である大手善栄副組合長などと一緒になって．「一時は中労委提訴にも反対

するほど強硬な闘争体制をもちつづけた」釜石現地中闘内の左派勢力の切り崩し策動を行なって，

「ともに歩調を合わせながら闘いを好転させてゆく」態勢を弱体化させるような愚かな行動をとっ

たのであろうか，また，花里泰明書記長の話のように．鉄鋼労連の清水慎三副委員長から中労委

旋申請の「話があり考えていた」とのことであるが，執行部のスト決行戦術が僅差をもって否

決された八幡や，川鉄のみが闘争態勢を堅持していた鋼管連合会などの状況を配慮して，清水慎
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三氏が富士労連会の中労委斡旋申請に袈成したことはあり得ることである。しかし，左派社会党内

左載の代表的理論家でもあった清水慎三氏の考えていた中労委斡旋申請の位置づけが，マルクス主

義と縁もゆかりもなかった花里泰明氏のそれと質的に異なったであろうことは，疑問の余地り；ない。

前述したように，清水慎三瑚委員長は，結局のところ 6月3日の第 1波スト回避を決定した富士の

連執闘に出席して八幡と連帯して予定どおり第 1波ストを決行するよう訴えたばかりでなく， 6月

14日の現地中闘で執行部のスト決行戦術方針を否決した八幡が最後まで闘争態勢を保持するよう現地
閥へ行って要請しているのである。 したがって，釜石労組内の会社派と連携工作をして自己の主張

をゴリ押しした富士室蘭左派社会党のボス・瀬戸川省二副組合長，竹本武男調査部長や有力な党友・

花里泰明書記長らと，闘争持続に努力していた清水副委員長とでは，戦唇・戦術が違っていたと考

えてよい。鉄鋼労連副委員長の清水慎三氏は，当時，総評代表という形で左派社会党の中執を勤め

ていたが， 翌53年夏の総評定期大会および54年 1月の左派社会党大会で論談をまき起こしたとこ

ろの「平和勢力」論や民族解放社会主義革命を基調とする「消水乱案」．上田耕一郎氏の評価によ
似4)

ると「共産党の新網領の理論的基礎に対するするどい批判を正しく含んでいた」 「清水私案」を

提起し，わが国社会主義陣営の理論的発展と労働戦線の階級的前進のために寄与した人物である。

清水惧三氏ほ，任期を終了した53年2月の時点で副委員長の職を退き総評幹事となるが，鉄鋼労連

の歴史のなかで書記局出身で三役を勤めたのは同氏だけなのである。 (76年 9月の鉄鋼労連大会で

組合主義者の軍門に下った千葉利雄企画調査部長が，新たに書記次長に選任された。同氏が書記局

出身であることは，すでに述べたとおりである。）

なお，総評は 50年代賃金闘争の自己批判のうえに立って書いたという『 60年度賃金白書』(60

年 1月20日刊）のなかで，中労委などの調停機関について次のような警告を発しているので，ここ

で紹介しておこう。すなわち，

「四，当面する政府，資本の賃金政策

①～③ ＜中唇＞

④ 調停仲裁機関による賃金決定の強化

第三者i幾関という立前をとっている調停機関もいまでは政府，資本家の賃金政策の執行

機関となりつつある。組合の闘争がはげしくなればなるほど，第三者による調停に従うべき

だという宣伝活動は強化され，労資の階級的力関係で賃金を決定しようとする労働組合を世

論から孤立させようとする。

調停機関にたよらない闘争の心がまえを，いまから徹底させなければならない。」
閥

念のためつけ加えておくと，富士連合会の52年春季賃金闘争のばあいには，組合員大衆の戦闘

化に直面をして恐れを抱いた室蘭労組内の左派社会党系ボス幹部の右粟日和見主義的腰くだけによ

って，これから闘争が本格化するという直前に早くも中労委斡旋を申請してスト中止の措置がとら

れたために，「組合の闘争がはげしくなればなるほど」という段階までに至らなかったわけである。

ここで，富士鉄独占体との「血みどろの闘いにまで押しすすむおそれ」（富士連執闘での花里

泰明氏の発言）を感じ，釜石会社派と「見事な」連携プレーを演じた室闊労組「左派」幹部の動向

について，もう少し説明を加えておこう。まず当時，室蘭労組の実力者ナソバー・ワソとして自他

ともに認めていた瀬戸川省二副組合長ほ，前述したように， 51年4月に組合推選議員として初当選

し連琥 5期， 20年間，室蘭市会識員を勤め，最後の任期中には市厳会議長に就任した。富士鉄独占

体は，共産党の影響力の増大を阻止したいというおもわくから（左派）社会党グループを利用する
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労務政策を62年ごろまでとってきたわけであるが，相次ぐ闘いの展開過程のたかで富士室蘭の社会

党グループの主導権が．階級政党として筋を通すべきだと主張する若狭邦雄氏をリーダーとする良

心派の手に掌握される危険性があると見てとるや，これまでとってさた融和政策をかなぐり拾て富

士室蘭の社会党組織に対して全面的な攻撃を開始するにいたったのである。こうした富士鉄独占体

の労務政策転換の背景には，翌63年春の市長選において紐つきの市長候補を擁立して市政の御用化

をはかるという不遜な意図も秘められていたのであり．社会党に対する組織攻撃はそのための第 1

弾という性格も帯びていたのである。機を見るに敏な瀬戸川省二，花里泰明，竹本武男などの諸氏

は．この時点で素早く会社派へ転向したのである。そうして，旧中卒の学歴で瀬戸川省二は，早く

も64年には陸運課長となり，次いで調査役に抜擢される。その後，富士鉄の推せんにより室蘭製鉄

所構内で最大の要員を抱える第 1鉄鋼（株）一この企業については本研究報告書第 2部の木村保茂

論文．および第 1部を執筆した藤沢健二論文の第 2章第 2節を参照のこと一の常務に就任，そのか

たわら市民のあいだで富士鉄（新日鉄）独占体の「お抱え市長」という定評の高かった高薄豊次郎

市長を市会議長の座にあって積極的に補佐したのである。そうして． 71年 4月の市長選のときに瀬

戸川省二氏は．形式上， 4月30日までの任期となっていた市会議長の肩書きをフルに活用して．高

薄陣営の最高幹部の一員として活躍し．社会党員時代に聡敬すべき同志として付き合っていた長谷

川正治候補を落選させるために，街頭に出て熱弁をふるったのである。しかし，こうした瀕戸川氏

の努力にもかかわらず，長年にわたる新日鉄独占体の市政聾断に対する市民の厳しい審判fこよって．

前室蘭市長・高薄豊次郎氏は，敗北を喫し．市長の座から放遂されたのである。或いは，「狡兎死

して走狗烹らる」のたとえとは無凋係かも知れないけれども，市長選に敗北して 2年後．新日鉄室

蘭労組に社会党員の本部中執が 1名もいなくなって 1年後に，瀕戸川省二氏が第 1鉄鋼（株）常務

から同相談役へと更迭されたことだけは．厳然たる事実である。後で鉄鋼労連三役となる花里泰明

書記長と竹本武男調査部長の両名については，別のところでふれる機会があるので，ここでは簡単

な紹介にとどめておこう。花里泰明氏のばあいには，組合長をやめ職場復帰してから 1年あまりし

かたたない66年に早くも阪売サービス室課長，その翌年には庶務課長，そうして 3年目には総務部

副部長という具合に，驚くほどの超スピードで昇進し，年満で退職した74年以降からは新日鉄の系

列会社・（株）鉄原室蘭工場の部長職にある。また， 62年末まで富士室蘭社会党のボス幹部だった

竹本武男氏のばあいにも，花里氏と一緒に伝統ある富士室閑労組の右傾化に「功献」した労に報い

るため，高小卒では異例と言ってよい参事（課長待遇）に任ぜられ，掛長のボストを占めている。

以上が52年春季賃金闘争を指蒔する組合本部役員の職にありながら．釜石の御用幹部と組んで．

室蘭と釜石の祖合員大衆を裏切ったところの労働官僚たちのたどった人生コースである。富士室蘭

の組合員大衆が，自分たちを踏み台にして「出世」した上記の人びとに対して，侮蔑の目で見てい

ることは事実であるとしても，大衆に納得して貰える弁明ができそうもない瀬戸川，花里，竹本な

どの諸氏に残されているみちは．自業自得としてその報いにただひたすら耐えることであろう。何

故なら，富士室蘭の組合員大衆は．上記の諸氏の行なってきた数かずの反階級的な裏切り行為を忘

れてしまうほど甘くはない．と思われるからである。

(3) 日本共産党の分裂と富士室蘭左派組織の弱体化

ところで， 52年春季賃金闘争の終想過程のなかで，釜石の組合員大衆のなかから「逃げるため
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に中労委をク・シにして戦術転換した」ことを見抜かれてしまった上記の室蘭労組役員諸氏も．現地

室闇では富士鉄独占体の有形無形の支援のもとで玉石混交と言ってよい状態にあった富士室蘭の左

派社会党組織の弱点に付け込んで．その後も本部役員の座を保有することに成功し．翌58年春季賃

金闘争のときに日和見的な野心家たる本質を暴露され身を引くことを余儀なくされた瀬戸川省二副

組合長を除き， 52年の春季賃金蹄争の終燻過程で常日頃から組合員の前でみせかけていた｀｀左派、、

的ボーズに相反する醜態をさらけ出した自分達の失策に気付いて自戒し．自己保身のために再び欺

隔的な｀｀左派、、的ボーズを示すことによって．その後も10年低どの間，室蘭労組指端部の座を僣取

し続けるのである。

こうした無限則的妥協に走ったポス幹部達の居据わりを許してしまった主たる要因については，

以上の説明によって明確になったと思われる。しかし，同時にここで指摘しておかなければならな

いことは．労働者階級の前衛党としての任務をば充分に果たし得ない状況の下におかれていた当時

の日本共産党組織にも，その責任の一端があったという事実である。周知のように． 50年 1月6日

付のコミソフォルム機関紙・『恒久平和と人民民主主義のために』は．当時．日本共産党の政治路

線の決定に大きな役割を果たしていた野坂参三政治局員に対して． 「く前咎＞野坂は，アメリカ占

領軍が存在する場合でされも，平和的方法によって日本が直接社会主義に移行することが可能であ

るというような．プルジョア的俗悪な意見をいうまでになった」として批判を加え．「『野坂』

理論は．日本の帝国主義的占領者を美化する理論であり，アメリカ帝国主義袈美の理論であり．し

たがって日本人民大衆をあざむく理論である」ときめつけたのである。このコミソフォルム論評を

契機として．これを無条件に支持する志賀．宮本，春日庄次郎など「国際派」と呼ばれた少数派と

基本的には曖昧な態度をとった徳田書記長．野坂，春日正ーなど「所惑派」と呼ばれた多数派との

あいだで激しい論戦が交わされたばかりでなく．徳田書記長の起草した50年テーゼ・草案をめぐる意

見の対立も影響して，逐には共産党中央委員会が分裂状態になるところまでエスカレートしていっ

たのである。いわゆる．「 50年問題」の発生が．それである。上田耕一郎氏の労作・「戦後革命論

争史』によると． 50年 6月に行われたアメリカ占領軍当局による日本共産党中央委員全員の「追放

後．中委内の派閥的傾向はついに表面化し， 50年テーゼの全面支持派の多数派中央委員『 9幹部』

（徳田・野坂・志田•伊藤・春日正一・・紺野•松本・長谷川・竹中）は，意見書を提出した 7 名の少数派中央

委員（志賀•宮本・春日庄次郎・袴田・蔵原•亀山・神山）を排除して非合法活動にはいり中央委
(26) 

員会は事実上分裂」 するといった異常事態の発生を見ることになったのである。こうした形で排

除された宮本顕治政治局員ほ，当時，いわゆる「国際派」の機関誌『理論戦線』 2号 (51年6月刊）

において．「所感派分派の未曾有の醜悪な陰謀」．「所惑派幹部の陰謀によって計画的にデッチあ

げられ，所感派の党分裂の陰謀を合理ずけるため行われた」「テーゼ原案に意見をもつ中央委員の

除名カソパ」という一連の「歴史的事実」に関して．「これこそ．党史未曾有の醜悪で破廉恥な党

機関の私党化の陰謀の具体化であった」として批判するとともに，「心ある党員がューゴ共産党を

フアシストの党に変造したチトーー派の陰謀の手口を連想させらられたような，権力欲の露出した
(21) 

奸計と冷血の連続でまなかったか」 と反論している。一方，これより先の51年 2月に「所惑派」

幹部のイニシャで開かれた『日本共産党第 4回全国協談会決定』のなかには．「帝国主義の手先と

なり下ったチトーー派が，スパイとして．国際的な裏切りをやるに至った経過を思い起さないわけ

にはいかない。分派（「国際派」を指す一引用者）は，いまや本質的にはこれと同じ役割を演じつつ
(28) 

あることにわれわれは大きな関心を持たざるを得ない」 という一節が含まれていたのである。
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とに角．「少なからぬ党組織と個人が中央委員会の解体状態と一方的な判断に基づく組織的排

除の措置，そうした全国的な分裂活動に反対した」にもかかわらず． 「中央委員会の解体と分裂は

全党の分裂に発展した。不正常の各種の対抗手段が相互にとられた」（日本共産党第15回拡大中央

委員会「 50年問題について」 1957, 11, 5)(29)と後で自己批判がなされている異常事熊が続く

なかで．他府県と違って，いわゆる「所感派」を純真・素朴な立場で支持する党役員が絶対多数を

制していたため，他府県の党組織内で起っていた混乱から回避できるかに見えた共産党北海道地方

委員会も，やがて中央レベルでの分裂の余波を受けることになったのである。もっとも， 50年 8月

いわゆる 7名の「国際派」中央委員が中心メソバーとなってつくった同派の公然機関・「日本共産

党全国統一委員会」の全国委員に宮川寅雄北海道地方委員が選出されたことから，同氏が「所惑派」

と一体化していた当時の統制委員会から直ちに処分されるという事件は起きていた。しかし，宮川

寅雄処分問題は，他に波及せず，北海道の党組織に大きな影響を及ぽすことがなかったのである。

ところが，講和条約締結直前の51年 9月6日．第 6回大会選出の中央委員候補である西館仁北海道

地方委員会議長が当局によって公職追放されたため，西館氏にかわって．当時，日胆地区委員長を

勤めていた村上由北海道地方委員が，「常任委員として党務に専念」するために．「公然と共産北
(.30) 

海道地方委員会の旗をかかげる責任者として札幌にもどった」・のである。ところで，朝鮮戦争の

勃発以降から激しさを増した，相次ぐ党幹部の公職追放や機関紙の停刊処分によって北海道の党組
(.31) 

織も，他府県の党組織と同様に「半ば非公然の活動に入らざるを得なくなって」 いた。こうした

状況下にあった北海遣に「所感派」中央指導部は．党の公然たる分裂の直前に全国オルグとして，

同派の有力幹部であった志田重男政治局員直系の吉田四郎なる人物を送り込んできたのである。そ

うして，この人物が．ほんの一時期のことではあったけれども，「所惑派」中央指端部直属という

地位をバックとして非公然活動分野の実質的な責任者に登用され，公然活動分野の責任者たる

村上由氏などの古参幹部を押し退けて，共産党の北海道党組織全体の主導権を事実上掌握する

という事熊が起こったのである。党の統一が回復される過程で地下潜行中の恥ずべき行状が発覚し

たため．志田重男政治局員が共産党から脱走して除名処分を受けたことは周知のことに属するが，

後で志田璽男と同じ運命をたどる吉田四郎なる人物も， 50年代の初頭には｀｀毛沢東思想、、に心酔し

ていた道委員会の一部「所惑派」幹部．すなわち，善意ではあるけれど理論水準の低かった一部幹

部の支持を取り付けることに成功したがために，彼が中心となって傘下の党組織にたいし「左翼」

日和見主義的街頭闘争や，わが国の実情を全く無視した中国猿真似方式とも言うべき「山村工作

隊」の組織化に活動の重点を集中するよう指示し．その極左冒険主義と「所感派」特有のセクト主

義とによって共産党組織に甚大な打撃を与えたのである。何故なら，そのために富士室蘭を含む党

組峨ほ．著しく困難な状況のもとセ，「自分のまわりの大衆とのつながりを絶えず強め．常に大衆

闘争の先頭に立って闘う」（分裂以前に開かれた第 6回大会決定の『日本共産党規約』）という基

本的任務を遂行しなければならない苦しい立場に追い込まれたからである。

もち論．後で中央統制委員や中央監査委員長に選出される村上由氏などのような試練済みの幹

部を一時棚上げすることによって，短期間のことであったにせよ，吉田四郎全国オルグが北海道の

党活動の主導権を握り得たのは，個人的な力最によるものではない。こうした人間的魅力の全くな

い人物が，北海動の党組織に対して極左冒険主義的活動を指令し得たのは，次に挙げるような徳田

書記長をはじめとした「所感派」中央幹部による党機関の私物化と，お茶坊主的徳田側近の専断と

いった党内民主主義の破壊が，他方におけるアメリカ占領軍の弾圧による党中央の非合法化・分裂
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という事態の進展のもとで，行われていたからである。吉田某は，当時．徳田書記長お気に入りの

側近という立場を利用して極めて悪質な挑発的策動を行なっていた「所惑派」中央幹部•吉田重男

政治局員直系の人物であり．その後押しで党の非公然活動を主噂するビュローの責任者に登用され

た人物であった。そのために多くのばあい「所惑派」中央の指示という形で提案された彼の意見

に反対することのできない雰囲気が，当時の党組織のなかに醸成されていったからである。当時の

共産党の状況を 57年 11月2日付の公式文書によってみてみょう。

「この当時 (50年秋ー引用者）にはすでに党の日常指渫は徳田同志の指名した少数の人びと

によって行われていた。これらの人びとは51年 2月にひらかれた第四回全国協議会を招集した。

四全協は『当面の基本的方針』『規約草案』『分派主義者に関する決議』を決定し．新しい指渫

部を選出した。これらのなかで，極左冒険主義をうちだすとともに，『スパイ分派の粉砕』とし

て．統一を主張していた同志たちへの闘争を強調した。

四全協は，第六回党大会の規約および党中央委員会の解体と分裂状態からみて，適法的なも

のではなかった。それは，第六回大会の党中央委員会や規約の無視によって党の分裂状態を決定

的に固定化した。統一を主張していた中央委員たちは，四全協は党の分裂の一方的な合法化の試

みであり．これによって．統一のための闘争は新段階に入ったとみなして公然機関を再建して全

国統一会談（「全国統一委員会」の後身ー引用者）を組織し．党の統一と大衆闘争の指導を被極

的にすすめる態勢に移り，極左冒頭主義に反対し．『民主民族戦線の発展のために』（「全国統

ー会議」の機関誌『建設者』 6号． 1951年7月1日刊に発表一引用者）などの方針をだした。こ

うして．党中央と全党組織の分裂状態は固定化し，両者のあいだにはげしい批判と攻撃がつづけ

られた。＜中唇＞

それにもかかわらず，それぞれの党組織と党員は，アメリカ帝国主義と，日本の反動勢力に

反対し，平和と独立，民主主義と人民の生活を守るための闘争で勇敢にたたかうことをやめなか

った。

二つの組熾が公然と対立抗争する党の分裂状態は，大衆の不信と批判を受け，党勢力に急速

に減退した。

く中 唇＞

1951年なかばごろには，＜中暑＞ 話し合いがすすみ，統一への気運が促進されるかに見

えた。

ところが， 8月14日の恒久平和祇（コミソフォルムの機関紙ー引用者）は．四全協の『分派

主義者についての決隊』を支持的に報道した。そのため四全協による指溝部は．これを自己の勝

利と受けとり，原則にもとづく正しい統一の道をとざした。＜後唇＞」 。
(32) 

吉田某の策動が．一定の期間それなりの効果をあげ得たのは，以上のような異常事態が全国的

規模で発生していたからである o 富士室聞の党組織は，上記の引用文のなかでの指摘のとお

り，こうした情勢のもとでも「平和と独立，民主主義と人民の生活を守るための闘争で勇敢にたた

かうことをやめなかった」。しかし，富士室聞の党組織は，次のような困難な事態にも直面してい

た。それは，富士室蘭や炭労の先進的な労働者層の稽極的な支援を受けて，敗戦直後の第22回衆談

院選以降， 3度も当選したキャリアを持つ柄沢とし子代議士に対して加えられた閉f感派」指禅部に

よる「中道派」という攻撃である。この攻撃ほ，当然のことながら富士室蘭の組合員「大衆の不信

と批判をうけ」．党勢力を減退させる要因となった。そうして，さらに当時．「中央委員会の解体
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のまま開いた（所感派ー引用者）分派協議会」（宮本顕治政治局員）と批判され，後で「適法なも

のではなかった」旨の公式見解の表明がなされている『日本共産党第四回全国協議会決定』．すな

わち『四全協決定』（ 51年 2月下旬）のなかには．次のような競ろくべき内容の労働組合政策が提

起されていたために，正常な経営内組撤活動の展開が著しく阻害されることになったのである。非

論理的な悪文なので真意をつかむのに苦労をすると思うが，関係箇所だけを次に引用することにし

よう。

「われわれが．新しい政策の実践上において．とくに．その偏向の克服を強調しなければな

らないのは，依然として濃厚なストライキマソ的傾向である。

ストライキその他の闘争の手段のために，政治方針を手として使おうとするような傾向をも

ってしては，今日ではもはや闘争は一歩たりとも前進できぬ。

何故なら，今日の情勢のように，個々の日常要求すら，直ちに狂暴な権力との衝突なしに施

ちとられ得ないときにおいて，本質的にいって大衆の自然成長性の後を追うストライキの組立て

戦術によって，闘いの的を後から手段としてくっつけるようなやり方をもってしては．闘争が発

展しないのは当然だからである。

く中 唇＞

理論的には，形式主義．実践的には経験主義，理論と実践の遊離傾向の主要な根元は．この
(33) 

根強いストライキマソ的傾向の中にある」 。

上記の引用文の最後の箇所にある「理論的には形式主義」という批判は，当時の「所感派」に

よる少数派中央委員批判の諸資料からして明らかに「統一会議」の，つまり．いわゆる「国際派」

の最高幹部•宮本頸治政治局員や蔵原惟人害記局員を，また「実践的には経験主義」という批判は，

袴田里見書記局員や春日庄次郎書記局員を念頭に置いたものであろう。ひと言だけ付け加えておく

と．「理論的には，形式主義」と偉そうな指摘をしている「所感派」指禅部自体は，全くお粗末な

「理論」しか持ちあわせていなかったのである。何しろ彼らは．わが国労働者階級が．アメリカ占

領軍権力の公然たる支援を受けて強行された 49年の 100万人首切りや， 50年のレッド・パージに

よる打撃から立ち上がって，占領下の困難な情勢のなかで再び反帝反独占の旗のもとに結集して．

再びストライキを打てるだけの力裁を蓄えつつあったときに．一方では，「依然として濃厚なスト

ライキマソ的傾向」の「克服」という驚ろくべき右翼日和見主義的方針を提起するとともに，他方

では「個々の日常要求すら．直ちに狂暴な権力との衝突なしに獲ちとられ得ない」といった革命前

の中国と同一視した極左冒険主義につながる．誤った「左粟」日和見主義的情勢分析を提示するこ

とによって，守勢から攻勢に転じつつあった大衆闘争の正しい発展を妨げる妨害者の役割を演じる

ことになったのである。こ・うした「所感派」幹部の偏向は．いわゆる『日本共産党第五回全国協議

会決定』．すなわち『五全協決定』（ 51年10月）において，さらに拡大再生産されたのである。

同決定には．次のような労働者階級を侮犀した露骨な反レーニソ的見解が，恥し気もなく述べられ

ていたからである。

「当面の革命の段階氏決して社会主義革命の段階ではない。今日の革命の段階で成しとげ

なければならないのは．民族の解放と民主主義の確立である。そこでは．労働者の要求ほ．その

生活の改善の要求にとどまる。それ以上の要求をかかげることは．労働者階級が，社会情勢の発

展の段階を無視して，利己的な要求を主張することになるであろう。そして，それを強行しよう

とするならば．労働者階級ほ．農民と同盟し，広汎な国民を団結して，革命の事業をおしすすめ
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ることが不可能となり，したがって，自己の要求を貫徹し．かつ，それを高めることをも不可能に

する。

く中 唇＞
年 2週間以上の有給休暇の要求は，このような考囃にもとづいて出されているのであ

る」(34)0

日本共産党中央委員会五0年問題文献資料福集委員会の手によって刊行された『日本共産党五

0年問題資料集』（全 3冊， 57年 12月刊）には．お粗末極まる『五全協決定』の 8割近くがカッ

トされているのであるが，上記の引用部分は，五0年「問題の本筋に直接関連する」（同費科集「ま

えがき」）のものと判定され収録されている。けれども，ここで批判的な解説を加えなくとも，「年

2週間の有給佑瑕は少ないという意見」にたいし労働者階級の「利己的な要求」として否認した『五

全協決定』は．少なくともマルクス・レーニン主義とは縁もゆかりもないものだったと言ってよい。

以上のように「所惑派」が，とても常識では考えられないような逸脱した方針を採択した背景

には，その主観的意図はともかくとして，自己の成功を過信するあま＇/．中国方式の「人民戦争」

路線をわが国でも実践させようとしていた中国共産党指蒔部の介入があったのである。現時点では

国際社会主義運動，労働・農民運動の統一を破壊する小ブル思想としての正体が大衆レベルでも明

白となりつつある｀｀毛沢東思想ふ，中国革命の輝かしい勝利ゆえに当時は過大な評価を受けてい

たのである。そのために50年 7月7日の『北京人民日報』紙上において，朝鮮戦争を契機として戦

後国家独占資本主義の横築を開始していた日本を，こともあろうに東南アジアの新興国家群と同一視

し，「日本民族の当面最大の敵ほ，アメリカ帝国主義と，それが日本で飼いやしなっている少数の

走狗，日本の買弁プルジョアジーとその政治上の代理人たる日本反動派である」（論説「日本人民

闘争の現状」）（351という全く誤った現状分析を行なうことによって，いわゆる「買弁資本」なるカ

テゴリを「創造」し．わが国の階級闘争をプルジョア民族主義の方向へ尊くおそれのある有害この

うえない論説を発表したばかりでなく，同年 9月3日の同紙祇上では，「日本共産党の指蒔機関，
(36) 

すなわち現在の臨時指端部」（論説「今こそ日本人民は団結し敵にあたる時である」） という露

骨な表現で「所惑派」幹部によるところの分裂策動を容認した中国共産党指導部の利不尽な態度に
(37) 

対して，「スクーリソらの直接的な介入と中国共産党指瑯部の支持のもとに」 「所惑派」組織が

採択した『五全協決定』による極左冒険主義を強く批判していた「国際派」最高幹部の宮本顕治政

治局員でさえも，「この忠言と所感派の党独占のための解党主羨分裂コースとは到底一致し得ない
(38) 

ものである」 としてまるで見当違いの善意の受けとめ方をしていた有様だったのである。

上田耕一郎（現日本共産党幹部会副委員長）氏は，まだ党本部の役職に就いていなかった56年

1月に労作『戦後革命論争史』上・下巻を刊行したが，そのなかで前述した 50年1月17日付の『北

京人民日報』紙上に「日本人民解放の道」と隠した論説が発表されて以降，中国共産党指薄部によ

る毛沢東路線の押し付けが本格化し，それに盲従した「所感派」幹部によって中国方式の機械的適
(39) 

用がな六れたため，その当然の帰結として起った「国際的・国内的統一戦線」の「破壊」 の数か

ずを具体的に提示している。けれども，一時期，党内に多数の｀｀毛沢東思想≫心酔者をかかえてい

た日本共産党が，本格的に｀｀毛沢東思想、、批判を開始し，それを克服するまでには約10年の歳月を

必要としたのである。その間，わが国労働運動内の階級的潮流は，真面目な職場活動家から「ス

卜破り」と非難された 4 • 17スト反対という 64年春闘時に犯した決定的な誤りをはじめ，｀｀毛沢

東思想、、の害悪に苦しめられたのである。
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反帝，反独占の旗を掲げる，わが国労働陣営にとって何よりも先に必要であったフランス・イ

クリアなどョーロッパ労働組合運動の先進的な教訓の摂取とか．また世界労連や同産別イソクーな

どの諸会議における国際レペルの闘争の経験交流にしても，いわゆる「日ソ論争」，「フルシチョ

フ修正主義」の問題も影椰して60年代の後半，｀｀毛沢東思想、、批判が定着化した後で，やっと本格

化したのである。その間隙を縫って60年代の前半詞に，アメリカ帝国主義の意向を受けたAFL-

0 I 01ま，総評も含む労働陣営全体に対して「招待外交」の一定の成果をあげていたのであった。

日本共産陣の理論機関誌『前衛』 61年12月号には，ソ連共産党第22回大会へ日本共産党代表団長

として出席した野坂参三第一書記の「日本共産党中央委員会の祝辞」と袴田里見政治局員の「壮大

な共産主義建設の網領」と題する論文が収録されているが．これらを読むと．いわゆる「日ソ論争」

の表面化した当初の時点では，日本共産党中央が，一般に言われているような「中国一辺倒」の立

場をとっていたわけではないことが明白となる。また， 60年のモスクワ声明と関連して「『声明』

には．｀一面部分的ではあるが．内部的な討論の経過を反映して．ソ連共産党を『世界共産主義運動

の一般に認められた前衛』とよぶなど，不適切な命題も含まれていた。党は，この当時も， ＜中

暑＞これらの命題に対してほ批判的熊度をとった」(40)とする定説についても．「この当時」とは

違った受け取り方をしている向きも多く見られるので，ここで両氏の文章の一部を紹介することに

しよう。

「われわれは日本共産党の中央委員会と全党員を代表して，歴史的なソ連共産党第22回大会

の代議員のみなさんにたいし．またあなた方をつうじて．ソ連の英雄的な人民にたいし．熱烈な

兄弟のあいさつを送ります。

く中 暑＞..................... 
ソ連における共産主義建設をめざすこの網領は．人類がこれまで経験したことのない真の自

．．．．．．．．．．．．．．．．． 
由と幸福をソビエト人民に保障するものであるとともに．全世界の勤労人民に大きなはげましを........... 
あたえるものであります。

く中 唇＞........................................ 
フルシチョフ同志を先頭とする中央委員会の周囲にかた＜団結したソ連共産党の全党員．全...................................... 

ソビエト人民の不屈の努力によってこの計画が必ず実現するであろうことを確信するものであり.............. 
ます。今日では．各国人民の敵もソ連を先頭とする社会主義陣営が不断に発展し強化している事

実を認めないわけにはいかなくなっております。

く後 唇

（野坂参三第一書記の祝辞。傍点は引用者）（40。
＞
 

「全世界の人びとの耳目は，今度モスクワで開催されたソ連邦共産党第22回大会に集中され................... 
ている。この大会の中心的な議題は，いうまでもなく共産主義社会建設の壮大な計画を内容とす...... 
る網領の決定である。........................................ 

いかなる資本主義国のプルジョア新聞も，ソ連邦共産党第22回大会で討談された洞領やフル.......................................... 
シチョフ同志の報告を黙殺してしまうことができず，かなり長文の要約を報道せざるを得なかっ

た。それは，幾百千万の人民が，もっとも大きな関心をこの大会によせているからである。

しかし，プルジョア報道機関が重点をおいているのは，共産主義建設20カ年計画の内容のす

ばらしさではなくて，＜中唇＞ ソ連が力の政策を強引に進めているような印象を大衆に広めよ

うとしている。
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................................... 
しかし，全世界の勤労大衆と進歩的な人ぴとは．ソ連が一貫して平和政策，平和共存の政策......................................... 

を確固としてとり続けてきていることを知っているし，ソ連が恐るべきその爆弾を使って，他国
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
を侵略するものではないことをよく知っている。

全世界の人民が驚嘆しているのほ，新網領に盛られた共産主箋建設20カ年計画の内容なので

ある。

この建設がいかに資本主義の人びとの想像を絶するものであるかは．つぎのいくつかの数字

を見ただけでわかる。

く中 唇＞

そもそも共産主義社会を考える場合に．物質の面のゆたかさにのみ注意を向けてはならない。

共産主義社会とは人間の文化的な経済的なゆたかさだけではない。人間精神の高度な発展，すな

わち社会のすべての人ぴとの思想がかたまり，社会全体の利益と個人の利益のあいだに矛盾がな........................... 
くなっていくのである。だから，ソ連共産党の共産主義建設20カ年計画には，この精神的思想的................. 
準備の問題が重要な部分を占めている。

まず，国家の問題に目をむけてみよう。

44年前．ソ連では共産党の指避のもとにプロレクリア独裁が打ちたてられた。社会民主主義

とちがって，マルクス・レーニソ主義は，社会主義建設のためにプ戸レクリア独裁が不可決なも

のだとしている。＜中暑＞ マルクス・ニソゲルス・レーニソの教えによれば，社会主義社会に

おいては国家は死減するといわれている。国家の主要な機構である軍隊，野察，裁判所，刑務所

等はいまもソ連に残っている。しかしこのなかで警察，裁判所，刑務所等は，資本主義国家にお

けるようなものとは性質が非常にかわり，むしろ不心得者にたいする教育を主要な内容としてい........... 
る。ソ連では資本家地主制度が徹廃されてから44年になる。したがってソ連国内にほ敵対階級が

iJ:わ芦七ぶら長紺こ；冠、名。らナふt匂階級約施扉jが出名とナ釦t．労慟者薩級と贔民油iが........... 
知識人があるだけである。＜中唇＞ （20カ年計画実施による一引用者）この変化の過程でソ

連における国家ののこりかすもなくなってしまう。＜中暑＞
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
今度ひらかれたソ連共産党第22回の討議にかけられている草案には次のようにのべ埓江いる。＜中唇＞................. 
これこそ人間社会の理想境ではないか。仏教もキリスト教もその他あらゆる宗教も．悪いこ

とをするな，よいことをしろ，強者は弱者をいたわれ式のことを何千年となく説教してきたが，

それらの宗教はつねに支配階級の人民に搾取と抑圧の制度を維持する道具になってきたにすぎな

い。＜中唇＞ このような人類の幸福な社会をきずく思想ほ，もはやマルクス・レーニソの共産

主義以外にありえないではないか。

アメリカ帝国主義をはじめとする日本その他の反動勢力は．盛；と桑展ナえヽi地を先威とナ.............. 
る社会主義諸国の社会主義建設がすすめばすすむほど，自分ための危機がせまっていることをし

っている。それだからこそかれらは，ソ連その他社会主義諸国を武力攻撃して，打倒しようとし

ているのである。＜中唇＞ このような帝国主義者の攻撃にそなえて，ソ連その他の社会主義諸

国は．かれら以上の強大な武力を維持しなければならない。＜下唇＞」（袴田里見論文。傍点は

引用者）（42)。

以上のように，野坂，袴田両氏とも，「ソ連を先頭とする社会主義陣営」「社会主義諸国」と

いう表現を用いている。これが，モスクワ声明より 1年経った時点における日本共産党中央の公式

見解だったのである。こんにち，社会党内で江田派との連携を強めつつある佐々木派などの手によ
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って，月刊誌『しんろ』の発行など，新たな手口を使った労働陣営への｀｀毛沢東思想＄の売り込み

が活発化し．いわゆる「宮本修正主義集団」排除を口実とした「左翼」日和見主義的分裂策動が目

につくので，具体的な音料にもとづき歴史的事実を整理する必要を惑じ，あえて長文の引用を行な

った。したがって，毛沢東主席の死亡に際して日本共産党の野坂中央委員会議長が発表した談話の

なかにある次の箇所は，本人の真意ではないとしても，すでに述べた50年代前半期における中国共

産党指尊部の「大国主義的千渉」を曖昧にする弱点を持っていることに注意を喚起しておきたい。

「＜前暑＞ 巌証
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
の10年間は．中国側からの大国主義的干渉のために．日中両党間の正常な

如紐，をとふらifこiiそ和;.両党関係の半世紀をこえる歴史のなかでは，友好と連帯の期
(4剖

間が，一番長いものでした。」（傍点は引用者） 。

一見したところ難点のない談話なのであるがこれだけでは読む人に「中国側からの大国主義的

干渉」が「最近の10年間」だけ行われた．と受け取られ兼ねない弱点を持っていることがわかるであ

ろう。

とに角． 52年春季闘争の時点では．富士室蘭労組内にあって組合運動の階級的前進をはかる潮

流の先頭に立つべき共産党職場組織が．党分裂の余波を受けて異常な事態のなかで活動せざるを得

なかったこと，こうした共産党組織の状態ほ．先進的な職場活動家たちに大きな失望を与え．反共

ボス幹部の指令を乗り越えて前進しようとしていた運動の組織化．その質的発展に一致団結して全

力を集中することができなかったこと，等々の事態について解明を行なってきた。したがって．民

同｀｀左派、、というポーズをとって本部役員ポストを僣取していた反共ボス幹部を組合本部から追放

する絶好のチャ‘ノスを逸してしまったのは．当時，好ましからぬ状況におかれていたところの同労

組内左派勢力の状態と深いかかわりを持つ事柄だったのである。そうして．闘争の終想過程で中間

政党的弱点をさらけ出した富士室蘭の左派社会党組織などは．反共ボス幹部が再び勢力を強め．こ

ともあろうに花里泰明氏を文字どおり信頼できる｀｀左派、、の「党友」ということで翌53年3月に鉄

鋼労連本部の書記長として送り出すという無反省ぶりを示すのである。ついでにつけ加えておくと，

まだ富士室蘭の社会党メ‘ノバーであった竹本武男氏についても，58年3月に鉄鋼労連の本部三役に推

せんし送り出している。その具体的状況については．第 2節初めの表 1- 3表に示したとおりであ

る。しかし，ここで指摘しておきたいのは．以上のような左派社会党内にも．警戦法反対の政治ス

トや賃上げのための経済ストの決行過程で戦闘化しつつあった祖合員大衆の盛り上がりにバック・

アップされて．富士室蘭の組合運動の階級的，民主的強化のために努力していた一定数の良心的な

活動家が存在していたという事実である。 58年2月から 58年7月まで10年余にわたって室蘭労組の本

部中執として活躍した共産党製鉄委員会委員長の西沢哲男氏なども．当時は富士室蘭の社会党員だ

ったのである。

以上の説明によっても明らかなように， 52年春から初夏にかけて闘われた闘争過程のなかから

新しく生まれてきた注目すべき特徴は，まさに先きに引用したレーニンの指摘のなかにもあるよう

に，室蘭と釜石の組合員大衆が「生活条件の改善を求めてたたかううちに，精神的にも，政治的に

もたかめられ，その偉大な解放目的を実現する能力を高めていく」動きを示し，民同｀｀左派、、を僣

称していたボス幹部の指端を乗り越えて組合運動の階級的な前進をはかる行動を開始した点にある。

こうした性格を持つ組合員大衆の盛り上がりを正しく把握しなければ， 7月13, 14日の両日．ぉ

よび16日の 3日間にわたって行われた賃金闘争自己批判の富士連合会執行委員会において，室蘭

代表が，次のような発言をした意味を正当に評価することができないであろう。
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「＜前唇＞ 団交における一番大きな力は，大衆が幹部を吹きあげてくることである。この

意味で (6月一引用者） 13日以降のことについては，形は弱体であったが根は強いものであった。

これを組織化できなかったことが残念である。しかし，ストをやったから必ずとれるものではな

い。ストは算盤では解決できない。」

「誤解しないでいただきたいが，室蘭ではストのためのストを計画したのではない。 (6月一

引用者） 3日のストをやっても出ないから回避するというのは間違いで．ストによる大衆の盛り

上がりを計算に入れなければならない。したがって．単に組織を守るための闘争ではない。」

「算盤でとれるとはじきだされない限りストをやらないのだとなれば，見通しをつけるため

に会社の窓口に伺いに行かねばならず，ストは一つの芝居になる。室蘭では，広畑は算盤でスト

を考えると思っている6広畑では，室蘭，釜石をとんでもない闘争至上主義者ばかりと思ってい

よう。このことが問題である。」

こうした室蘭代表の立派な発言にもかかわらず，同労組内には，当時の広畑労組指薄部と同一

の発想に立って，「算盤でストを考え」闘争終應策動を行なった花里泰明氏などのポス幹部が存在

していたことについては，すでに説明したところである。しかし．「大衆が幹部を吹きあげCくる」

痛烈な体験に支えられた上記の室蘭代表の発言のなかには．「見通しをつけるため会社の窓口にお

伺いに行かねばなら」ないと信じ込んでいる室蘭労組の現執行部や組合主義者グルーブが，もっと

吟味すべき組合民主主義のイロハが含まれていることを見逃してはならない。「歴史の教訓」から

学びとるとは，こうしたことを指すのである。恐らく少数ながらも存在すると思われる組合主義者

グループ内の良心的な人びとは，先翡達が身をもって示した階級的運動のなかから教訓を学びとる

べきであろう。労働組合は会社の組織ではない．と信じている人なら，会社と組合幹部とのなれ合

いに対する組合員大衆の批判に支えられた上記の室蘭代表の発言のなかから重要な教訓を引き出す

ことができるはずである。

＜注＞
(1) 斉蒔一郎『戦後賃金闘争史』下，三一書房． 23~26頁， 1968年9月o

なお．多少文章は異なるけれども，内容的には殆んど同一の記述が以下の著作のなかに見られる。

斉藤一郎『戦後労働運動史』下．三一書房， 73 ~7  5頁， 1956年9月。

斉藤一郎『総評史』，青木書店， 1957年10月， 157~160頁o

(2) 姉歯三郎他『鉄網労働運動史』．日本鉄領産業労働組合連合会， 1971年3月， 171頁o

(3) 姉歯三郎他，同上， 1 79頁o

(4) 蔀充『八幡製鉄労働運動史』下巻，八幡製鉄労働組合， 1960年10月， 27頁o

(5) 塩田庄兵衛・中林賢二郎・田沼盛『戦後労働組合の歴史』（新日本出版社， 1970年6月）第 7章の

なかの以下のような記述は．鉄鋼労連に関する限りは誤りである。

「＜前唇＞ そこで 1952年の春季闘争では，私鉄総連をはじめ，合化労連，鉄領労連，全銀連など

多くの労働組合がCPIの無批判的利用をあらため，マーケット・バスケット方式による賃金要求を採用

するにいたったo 」（同書， 134頁，なお傍点は引用者）。

(6) 『新日鉄室哺労組三十年史』，新日本製鉄室蘭労働組合， 1976年1月， 421頁o

(7) 清水慎三『日本の社会民主主義』，岩波書店． 1961年10月， 62頁o

（8) 姉歯三郎他『鉄鋼労働運動史』，同上， 18・1頁o

(9) 蔀充『八・縮製鉄労働運動史』，同上， 70頁o

(10) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上， 425~425頁o

(11) 蔀充『八幡嬰鉄労働運動史』，同上， 71~78頁o

(12) 『新日鉄室蘭労組三十年史』， 425~426頁o
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(13) 蔀充，同上， 78~86頁o

(14) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上， 426頁o

(15) 姉歯三郎『宮士製鉄労慟運動史』，新日本製鉄（富士）連合会， 1974年 4月． 213頁o

(16) レーニソ『なにをなすべきか』，大月書店，全集版，第 4巻， 45 0頁o

(1 7) レーニン，同上， 426頁o

(18) レーニソ『革命的ストライキとデモンストレーショヽノの発展』，同上，第 18巻， 506~507頁o

(19) レーニソ，同上， 50 7頁o

(20) 姉歯三郎『宮士製鉄労働運動史』，同上， 203頁o

(21) ユルゲン・クチンスキー「労働貴族の経済的甚礎と楳成」，『マルクス・レーニン主義研究』 6号，

青木書店． 1 9 5 5年 9月号， 1 2 7頁o

(22) 『新日鉄室蘭労組三十年史』，同上， 42 7頁o

(23) 蔀充『八幡製鉄労働運動史』下巻．同上， 99頁o

(24) 上田耕一郎『戦後革命論争史』，下巻，大月書店， 1957年 1月． 1o~11頁o

なお，次の著作も参照のこと。

月刊社会党絹集部『日本社会党の三十年』（1). 日本社会党中央本部機関紙局， 1974年 12月，

419~420頁o

(25) 日本労働組合総評識会『 1960年度賃金白書』． 19 6 0年 1月21日。

(26) 上田耕一郎『戦後革命論争史』上，大月書店， 1956年 12月o 195頁o

(27) 瀕/fl揚三（宮本顕治）「党の統一を妨害しているのは誰れか（二）」（ 1951, 4, 12)，日本共

産党中央委員会五〇年問阻文献資料梱集委員会網『日本共産党五0年問題資料集』 3'新日本出版社．

1957年 12月， 52~5 3頁o

(23) 「日本共産党第四回全国協識会決定」 (1951, 2, 23~27)，同上． 18頁o

(29) 日本共産党第十五回拡大中央委員会「五〇年問題について」（ 1957, 11, 5)，同上， 285頁o

(30) 村上 由『北海道労働運動ものがたり一私の歩んだ 40年』，日本共産党北海道地方委員会教育宣伝

部， 1965年 3月， 110頁o

(31) 村上由，同上， 11 0頁o

(32) 日本共産党第十五回拡大中央委員会「五0年問題について」（ 1957, 11, 15)．日本共産党中

央委員会五〇年問題文献資料絹集委員会絹『日本共産党五〇年問題資料集』 3'新日本出版社，

1957年 12月， 286~287頁o

(33) 「日本共産党第四回全国協識会決定」 (1951, 2, 23~27)，同上， 37頁o

(34) 「日本共産党第五回全国協諾会決定」（ 1951, 10, 16)，同上， 200頁o 『平和・民主・独．セ

文献』，駿台社． 1953年 4月， 110~111頁o

(35) 「日本人民岡争の現状」， 『北京人民日報』， 1950年 7月7日号，日本共産党中央委員会五〇年問

題文献資料絹集委員会網『日本共産党五0年問厘資料集』 2.新日本出版社， 19 5 7年 12月，

21~22頁o

(36) 「今こそ日本人民は団結し敵にあたる時である」，『北京人民日報』． 1 9 5 0年 9月 3日号，同上，

128頁o

(37) 『日本共産党の五十年』．日本共産党中央委員会出版局， 1972年 7月， 36頁o

(38) 瀬/11揚三（宮本顕治）『党の統一を妨害しているのは誰か（二）」（ 1951, 4, 12)．日本共産

党中央委員会五0年問題文献資料綱集委員会『日本共産党五〇年問題資料集』 3.新日本出版社．

1 9 5 7年 12月， 48頁o

(39) 上田耕一郎『戦後革命論争史』上巻，大月書店， 1 9 5 6年 12月． 172頁o

(40) 『日本共産党の五十生』．日本共産党中央委員会出版局， 1 9 7 2年 7月， 43頁o

(41) 野坂参三「ソ連邦共産党第 22回大会への日本共産党中央委員会の祝辞」 (1961, 10, 23), 

『前衛』．日本共産党中央委員会， 1961年 12月号， 2～3頁o

(42) 袴田里見「壮大な共産主義建設の網領」．『前衛』，同上， 5~9頁o
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(43) 『赤旗』， I 9 7 6年 9月10日号o

第 3節 鉄鋼労連の産業別統一闘争と富士製鉄室蘭労組

1 鉄鋼労連の産別機能の弱体性と本部権限の強化

(1) 鉄鋼労連本部の産別機能の弱体性と大手共闘の失敗

すでに述べたように，鉄領労連は，総同盟高野派と大手組合の反共民同派幹部との妥協の結果

「階級的性格をもつ産業別組織」の梅築を到達目標としながらも，実際はゆるやかな企業別組合の連

合体として発足したため．本部の有する権限が著しく弱く，清水慎三，斉藤徳次．横山進，そうし

て千葉利雄といった有能な本部書記局員を擁していたにもかかわらず．傘下単組の主力をなす大手

5社労組の足並みの乱れもあって．グループ別共闘の組織化がやっとという状熊にあった。北九州

大学の松隈芳男教授は．こうした「鉄鋼労働戦線の組織的みだれ」に関して．次のような指摘を行

なっている。

「これ（大手グループ会議の設置ー引用者）は．＜中唇＞ じつは大手と中小との問の共同

闘争の困難をあらわすものであったし．この困難を，大手組合が自分たちの立場で鉄連を動かす

ことによってひどくしかねないものであった。げんに， 51, 52年のいずれの春季賃闘でも．大

手の組合は，鉄連本部の指尊より大手グループ会議からのそれを重んじた。しかも．その大手の

諸組合の闘争姿勢は中小のそれより概して弱かったし，くわえて．大手組合間の足なみがいちじ

るしくふぞろいであったために， 51年賃闘も．この年の越年一時金闘争も物的成果はほかばかし

くなく， 52年賃闘では賃上げゼ可こ柊わり，戦前戦後を通じ他産業より高かった鉄鋼の賃金水準

は52年にはついに電気産業を下回るにいたった」 。
(1) 

こうした指摘は，松隈芳男氏に限らず．東京大学の中村隆英教授の論稿 (58年12月）や．鉄

鋼労連傘下の企業連・単組などが刊行した組合史のなかでもなされている。『電士製鉄労働運動

史』の執筆者である姉歯三郎氏ほ． 53年初頭の鉄鑽労連の状況について，次のような注目すべき組

織面の問題点を提起している。

・「紬紬峰虹，薙；紐彰葺紐且鍼囀且峰，蜂鍼も籍鍼雌

角権iも；そ社もい、。今人も王企蓮．皐組がも；そ｛、ち。したがって鉄鋼労連が産業別統一闘

争を展開するためには，要求を統一するばかりでなく．交渉から妥結にいたるまでの指令権をも

ち，加盟単組を規制できる体制をつくらねぼならないということであった。

26年． 27年には．『賃金闘争委員会』を設置してこの機能をもたせようとしたが．むしろ．

大手一貫 3社労祖のグループ会諮の方が指導地が強く，賃金闘争委員会は最終的には無力であっ

(2) 
た。」 （傍点は引用者）。

ここで2つの引用文のなかに出てくる「大手グループ会談」（松隈芳男）．あるいは「大手一貫

3社労組のグループ会談」（姉歯三郎）に凋して若干の説明を加えておこうo鉄鋼労連ほ， 51年 3

月1日， 2日に開催した結成大会で審議された『運勤方針（案）』のなかで．「組織運動方針の基

調 Jとして「グループ別集約闘争のための組織態勢へ」という方向を打ち出し，「銑鉄一貫作業，

単独平炉，単圧．鋳鉄，鍛鋳鋼．特殊鋼，合金鉄，二次製品等J「企業条件や作業形態の相違を十
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分把握してグループ別に各組織を蓋理し．できるだけ規約に基づく部会として部会単位で集約し得

る限り闘争条件の足並みを揃えてゆくべきである」との考え方を明らかにしている。換言すれば．

「鉄鋼労連の枠内における実態に見合う各種共闘の組織化ということ」を．「当面の組織運営方
(3) 

針」 として提起したわけである。こうした組織運営方針に基づいて， 51年春季賃金闘争以降の賃

闘が展開されたのであるが．そのさいとられた闘争形態は，本章第 1節の終わりに掲げた表1-2  

「鉄鋼労連の賃金闘争の歩み」に示しているように，鉄鋼労連の結成直後に組識された51年春季賃

金闘争のときには，当初鉄鋼労連指薄部が意図していた「鉄鋼労働者の全的統一の目標に邁進」す

ることをねらいとしたところの共同闘争方式も．また 3月末に設置された賃金闘争委員会が決定し

たところの参加組合によるスト決行という集約闘争方式も，ともに貫徹することが不可能な情勢で

あったのである。そのため 4月末に組織の実情を配慮した大幅な戦術転換を余儀なくされ，富士，

鋼管，扶桑（現住友）．神鋼，久保田鉄工．日鋼室蘭，関東製鋼渋川など闘争態勢を確立した組合

を第 1グループとし．八幡．川埼製鉄など未確立の組合を第2グループとするグルーブ別共闘方式

を採用することにした。しかし，この賃闘でストを打ったのほ日鋼室蘭のみで．スト決行を強硬に

主張した富士室蘭も含めて闘態を確立した第 1グループの他の組合は．いずれも結局のところ団交

だけで妥決してしまったのである。田中徹氏ほ．「 26年の賃闘で，鉄鋼労連は，拮成早々の組織の
(4) 

弱さをパクロし，資本家にじゆうりんをほしいままにさせた」 と指摘しているが，妥当な評価と

言えよう。この点に関しては他ならぬ鉄鋼労連自身が，同年10月下旬に開催した第 2回臨時大会に

おいて次のような自己批判を行なっているのである。

「今時賃上げ闘争で当初いわれていた統一闘争あるいは集約闘争が．各組合の内部事情によ

って．不可能となり，その終結の時期に至っては，各組合の個々バラバラの闘争に終わってしま

ったことが批判の最大の焦点である。

＜中唇＞ 特に鉄経連を中心とする，鉄鋼産業資本家の一時金方式あるいは能率給政策を打

破することができなかったところに敗北惑を抱き．それによって批判の声がより以上高まってい

ることも否めない。そのことも併せ考えた上でここでは基本的な点にたいして批判してみたい。.......................... 
その第 1iま労連としての準備の不足という点があげられる。結成された 3月1日より 3日ま

での大会において取り上げられたのほ．賃上げ闘争のための大網であり，具体的な点については

賃上げ闘争委員会に一任することであった。

その後賃闘委の設置によって若干具体的な問題を討議したが，結果的にみて賃銀案の作製は

各組合毎になっている。

それ故賃銀案についてはもちろん要求の時期．その後の各組合の闘争の組立方についても．

労連として拘束せず各組合の自主性に委ねられた。その結果としてその後の闘争は組立方．特に

行動の統一化，時間的な調整に努力したにも拘わらず．失敗に終わったのである。＜中唇＞
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
批判の第 2の点は．本部指蒔能力の欠除にたいしてである。ここで若干当時の状態を説明し

ておくと，結成大会当時，本部書記局の構成は常駐役員 9名，職員 8名．正副委員長のうち 1名

は輸番制による本部常駐ということであった。ところが闘争中に正式の本部役員で終始常駐とい

うのは 3名である。他は各組合の内部事情で途中で変更になったり，相当期間就任できずにいた。................ 
また中央執行委員会．賃上げ闘争委員会は規約あるいは各種幾関の決定に基づく労連の執行............... 

機関指渫磯関であるにも拘わらず，各選出組合の隼情によって単なる協談の機閥にすぎないのが

実屑峰る。つまり実釦婦喩jを屎た［たらん，城貞を合ふた，未蔀嚇記局七誌。この書記局
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.......................... 
が前述の如き状態であったのである。しかしながらこの本部書記局についても相当の批判はある。

即ち大勢の推移について分析が不充分であり特に各組合の個性．闘争の慣習等も熟知せず一

人よがりの方針を打ち立て，その後の組合の動き，内部情勢の変化から，つぎの会議には別な方

針を打ち出すというが如き，無定見ぶりは指摘されるところである。

鉄鋼労連の規約は加盟組合の自主性を聰めているが，今次闘争において各組合は最大限にこ

れを活用してきた。....................................... 
統一行動が必要であり，それによってのみ，鉄鋼資本家の政筈を打ち破る可能性が出てくる.............................. 

ことを充分了承のうえでもなお統一行動をとることができなかった。＜中暑＞

これはしかし，階級的な立場から，産業別の組織が企業別の組織より優先し，産業別に闘い

の戦列をしくことによって全体の，ひいては各自の利益を守ることができることを充分理解し，

その方針を，各組合の方針にすることにより企業別組合のセクトを止揚するように努める要があ

る。

く中 暑＞

以上の点以外にもまだ相当問題があると考えられる。

われわれは，今次賃上げ闘争の体験の中から，今後のゆくべき道を発見する要がある。＜後
(5) 

唇＞」 （傍点は引用者）。

こうした自己批判にもかかわらず，すでに述べたように，八幡が参加した翌52年の春季賃金闘

争においても，「階級的な立場から，産業別の組織が企業別の組織よりも優先し，産業別に闘いの

戦列をしく」方針を貫くことが．できなかったのである。すなわち，鉄鋼労連賃金闘争委員会の決

定にしたがって予定通り第1波ストを打ったのほ，実質的には初めて戦列に加わった八幡だけであ

り，八幡のスト決行を知り態勢を建て直して無期限ストに突入した富士室呵，釜石，川崎のばあい

には，八幡のストが会社側の現み出したロック・アウト戦術のために続行の困難な事態に直面する

やいなや，「各現地組合員の盛り上がりで血みどろの闘いにまで押しすすむおそれがある」（富士

室聞の花里索明書記長の発言）ことに恐怖を抱き，八幡を見捨てたまま直ちに闘争圧殺の相談を開

始した反共ボス幹部たちの策動によってスト中止にいたった顕末については，すでに述べた通りで

ある。その他の大手でストを打ったのほ，八幡の後に続いた神鋼のみであり，鋼管，住友ほ結局，

ストを回避した。こうして鉄鋼労連の大手共闘は，またもや初期の目的を達成することができぬま

ま終燻してしまったのである。けれども， 52年春季賃金闘争の経過を検討してみると，前年の状況

とは異なり．組合員大衆の高揚に支えられて職場レベルでは組合運動が新しい局面へ移行しつつあ

ることを示すきざしが，認められたのである。この新しい徴候の出現は，否定できない運動の流れ

として，間もなく単組レペルから鉄鋼労連本部レペルにいたる共通の認識となり．鉄鋼労連の！幾能

組織強化の原動力となる。

(2) 指令権の労連本部への移譲と拡中闘の設置

鉄鋼労連本部は， 52年 7月下旬に第 2回中央委員会を招集して『春季闘争の成果と自己批判』

と題する本部原案を提出したが，そのなかで「今次闘争の結果は，たしかに目的達成への希望は失

われその面から見ると闘いは明らかに敗北であった」ことを卒直に認めたうえで，「広く一般大衆

の盛り上がった闘争意欲にもわづく精神的な活動が展開された」ことを重視し，「大衆の力による
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組織強化への要因が」「実を結ぶ」ため．組織，指溝面の欠陥を大胆に自己批判したのである。す

なわち，

「 く前 唇＞

闘いを終えた今日，今次の闘争全般を通じて省みるとき，従来の闘争とは非常に異なった現

象として把握できるものに大別して 2つの事柄があげられると思う。その一つは，要求に対する

獲得率が非常に低率であったことと，いま一つは従来行われてきた幹部闘争の城を脱し，相当な

大衆闘争が組織化せられたことであろう。

く中 暑＞
以上を要約すれば，

(1) 今次賃上げ闘争の結果は．賃上げそのものの獲得率は低く此の面からすれば成功とは云

えない。

(2) しかし，今次闘争に見られた広汎な大衆的行動の経験は運動の一歩前進であり，賃上げ

の失敗を補なって余りあるものと云える。

(3) 労資が対等の立場で大衆的な対決を闘い抜き且つ，指噂し得るだけの主体性は末だ充分

とは云えない。この面の是正が行われるならば，必ずや次の幾会に於いて充分な成果を期待

し得るであろう。

(4) 以上の観点より闘争の指尊系統，組織体制等に於いて改善の具体的方途を速やかに大衆

討談の上，決定しなくてはならない。

次にこれを各々のケースによって分析し批判を行なってみる。

く中 暑＞
次に今次共闘組織運営上の誤りを指摘すると

（イ） 共闘の性格．内容が極めて不十分であったことと，このような脆弱な組織に対し，本部

側の指尊性が欠除していた。

（口） 本部単組間及び各単組間における信頼性が甚だしく欠除していたことと，共闘内にある

単組内に於いて道義的責任に欠くところがあった。

（ハ） 本部規約よりも単組規約の優先している現状では，闘争の方式も勢い企業実熊による自主

的闘争の傾向へと走ることは当然であろうが，あくまで本部を中心とした共闘態勢を組むべ

きであった。

（二） 共闘組織を構成する企業連合会対策は一率に対処することは許されない問題ではあった

にもせよ，規約上の誤謬まで侵している実態を放置したことは誤りであった。

佃） 共闘をグループ別闘争に集約したことは適切であったとはいえ，本部としては各グルー

プ内の各単組の実体把握に欠けるところがあり，それぞれの状況把握が不充分であった。

（へ） 従来，隈々批判か受けている問領でありながら，またしても一貫，平炉グループの闘争

に重点をおいたかの本部対策は組織上の問題としての考慮を必要とする。

く後 唇＞」
(6) 

以上のように鉄鋼労哩は，第 2回中央委員会において，「本部の指令能力及び各単組間におけ

る階級的連帯性に伴う道義的責任惑と自覚等に欠除があったことが」 52年春季賃金闘争敗北の主た

る要因であったことを自己批判するとともに．「今後の対策としてはこれらの欠陥を補うとともに，

今次闘争に示された驚異的な大衆の前進を更に強力化するとともに組織化し，一時も早く産業別組
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織への具体化へ進まなければならない」ことを確認したのである。そうして，さらに 52年 10月下

旬に開催された第 3回中央委員会において， 53年春季賃金闘争を「強力な統一闘争と」し，「闘争

の最大効果の発揚を主眼として，統一闘争に必栗なあらゆる手段を適宜に採用できるよう措置す
(7) 

る」 ことを決定したうえ， 52年 12月22日から開催された第 4回中央委員会において 53年春季

「賃金闘争方針」を決定し．そのなかで「実力行使を含む」隕涌争態勢確立に際しては単組
(8) 

闘争委員会から鉄鋼労連本部中央委員会に指令潅の委嬢を行なう措置をも同時に講ずる」 という

画期的な産別本部機能の強化策が打ち出されたのである。こうした中央委員会決定を受けて翌53年

2月19日， 20日の両日に開催された秩鋼労連第 4回臨時大会においては．「単組は指令権限の本部

委譲を行ない，これを果たした単組の三役中より 1名づつの補充中闘委員を本部中央執行委員で棉

成する中央闘争委員会に加えて拡大中央闘争委員会を構成し．ここで実力行使をふくむ交渉戦術の
(9) 

樹立から妥結の条件・時期の決定を行なう権限を持つことを決めた」 のである。つまり，「指令

権限の本部委譲・拡中闘の設置」を決定したわけである。次に．大会眺案中関係箇所を引用するこ

とにしよう。

「 く前 唇＞

二，闘争態勢の確立

基本方針で明らかにしたとおり，今次賃金闘争は異常な決意を必要とする。このためには慎

重な闘争計画，稲極的な闘争戦術が要請され，闘争方針は春季闘争の批判にともなう対策により

指令権を拡大中央闘争委員会に委譲することを基本として闘争態勢の確立を図る，このための具

体的活動は次のとおりとする。

(1) 宜伝，啓蒙，オルグ活動 く省略＞

(2) 団体交渉の集中期間 く省略＞

(3) 闘争態勢の確立

（イ） 闘争態勢の確立に際しては，単組闘争委員会から本部拡大中央闘争委員会に指尊権委

譲を行なう措置を講ずる。

（口） ＜省略＞

三．拡大中央闘争委員会（以下拡大中闘という）の設置

(1) 楷成＜省略＞

(2) 拡大中闘の権限および性格

（イ）権限

⑧ 団体交渉戦術の樹立，打切り，再開の決定。

R 労慟委員会を利用することの可否について検討し．またはこれを実行する。

R 実力行使に関する一切の指令権限。

＠ 妥結の条件．時期の決定。

⑥ その他賃金闘争に必要な事項。

（口） 性格＜省略＞

(3) 開催および運営 く省略＞

(4) 拡大中闘設置および解散の時期 ＜省略＞

(5) 戦術委員会の設置

闘争期間中争巖戦術等について企画立案し．拡大中碑に答申する任務を持つ戦術季員会
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を設置する。戦術委員は拡大中闘で選出する。

(6) その他必要な事項 ＜省略＞

四，企業連合会の役割

今次闘争に当たっては．鉄鋼労連機構の立前から，本部は各単位組合と直接関連をもつこと

になるが，従来の闘争経過からも各企業連合会は重要な役割をもつことになる。

そこで，企業連合会の役割を次のごとくする。

(1) 本部拡大中闘ならびに戦術委員会は企連の実情を勘案して選出する。

(2) 闘争にあたっては要請，指示，指令その他の文書は必ず企連にも各単組とともに伝達す

る。

(3) 各企業連合会は拡大中闘の指令実施機関としての性格とする。このために各単組は必要

処置をとる。

(4) 企業連合は連絡を密にするようこの方針に準じて処置する。」
UO) 

以上のような鉄鋼労連にとって初めての産業別統一賃金闘争のガ針は，万場一致をもって決定

された。この第 4回臨時大会決定によって鉄鋼労連は，戦前の春季闘争の際にゼ．口回答を押し付け

てきた鉄鋼独占資本の低賃金政策を打破するため，本部の産別機能の質的強化をはかるとともに，

産業別統一賃金闘争の組識化に取り組むことになったのである。

2 5 3年賃闘と副組合長を追放した富士室蘭労慟者の闘い

(1) 5 3年春季闘争と決定違反の副組合長の追放

富士製鉄室閑労組は， 52年 11月18日に第 25回中央委員会を開催して53年春季賃金闘争の取

り組み方について討議し，鉄鋼労連本部書記局が策定した『 28年 1月以降の賃金要求方針ならびに

本部基準案』に依拠して年齢別賃上げ要求の方針を決定するとともに，世論調査を行なって祖合員

の要求をできるだけ反映した要求内容とすることを確聰したのである。 12月20日， 21日に開催され

た富士連合会賃金専門委員会では，鉄鋼労連本部の「ベース要求の型をとらず，各人別の増額要求

という形態をとる」との賃上げ要求作成方針に準拠した年！怜別基本領増額要求の方針を採用すると

ともに，室蘭についてのみ家族持ち 250円，単身者 150円の寒冷地給を連合会として要求する，と

の結論を出した。すでに述べたように，翌22日には鉄鋼労連第4回中央委員会が開催され，「この

低賃政策を突破するためには強固な産業別闘争を組織する以外にわれわれの要求慣徹は困難である」

との立場から産業別統一闘争方式を前提とした「賃金闘争方針」を決定したのである。この鉄鋼労

連の「賃金闘争方針」では「世論調査の結果大衆の盛上る声として，楔準労働者 (31歳）の手取増

額 3000円を要求する」ことになっていた。富士連合会は，連中闘を開催して鉄鋼労連の統一闘争方

針を確認し． 12月26日．「標準労働者（ 31歳， 3人世帯） 3,000円増（基本給1.7倍）」の要求書

を会社側に手交したのである。

室蘭労組は，翌 53年 1月22日に第29回中央委員会を開催して，「鉄鋼資本の強引な低賃金政

策と対決せざるを得ない賃闘であり，総力を鉄鋼労連に結集してその指蒔のもとに統一行動をとる。

賃金が完全に保障されないようなストは大衆闘争とは言えない」とする53年春季賃金闘争の基本方

針を決定するとともに，闘いに備えてストマソには月収見込額の60％を支給．非ストマソからは月

収20％を徴収することも同時に決定した。これらの決定は， 1月18日に開かれた室蘭労第 55回臨
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時大会で承認されたが， 1月24日，会社側は組合に対して再び昨年と同じくゼロ回答を通告し公然

と挑戦してきたのである。

ところで，富士連合会は，鉄鋼労連にとって初めての産業別統一闘争に対応した組織固めのた

め， 53年 2月15日から 3日間，連執委を開催した。姉歯三郎氏が執筆した『富士製鉄労働運動

史』（新日本製鉄・富士連合会刊）の指摘するところによると，この会議で第 1に問題となった

のほ，「①この賃金闘争を総評，鉄鋼労連のいう MSA体制・合理化粉砕などの闘争の一環として

の闘いという位置づけに対する批判，＜③．③は省略＞」unであったという。もっとも，討議の内

容からすると，総坪や鉄領労連の指向していた労働組合運動の階級的強化という運動路線の可否を

めぐる討論と云った方が，より正確であろう。この連執委の討眺の過程で，階級的立場にたって鉄

鋼労連初の産業別統一賃金闘争を成功させようとする室蘭代表の意見と，経済闘争の枠内でしか発

想し得ない釜石代表の意見との食い違いという形で，運動理念の質約相遮が，かなりはっきりと表

面化したからである。この連執委で討議の対象となったのは， 1月17日に作成され下部討談に下ろ

された富士連合会の『賃金引上げ闘争について（案）』であったことを明らかにして，連執委にお

ける論議の要点を紹介することにしよう。

「0釜石 『階級的理念に立って賃金闘争を推進する』を削除し，つぎのように具体的に明

文化するよう釜石中委で決定している。すなわち『したがってわれわれは，生活実態の向上のた

めに従来の物価と賃金の悪循環より脱し，鉄鋼労働者の必然的な要求にもとづく賃金闘争を推進

する』に修正したい。

0広畑 広畑としては大体異談ない。

0室蘭 さっき釜石より出された問題は根本的な問題にふれる。労慟者の立湯はいかなる場

合でも階級的である。誤解を招くという意味がわからない。

〇釜石 釜石の考え方として，情勢の悪いときに賃上げを強いてやることの奥には，権力奪取，

政治闘争などの幅の広い闘争の惹図が含まれているのではないかという危惧をもつので

ある。そこで階級理念の目的と限界をはっきりと表現するよう提案しているのである。

＜中略＞ 固執する理由はつぎのとおりである。階級理念ということは，一般的に

広汎な労働者階級の立場を示すものであって，今次闘争ほ鉄鋼労連者としての生活向上

に直接的な目的と範囲があるのである。それは，間接的には他産業労慟者の生活向上に

も寄与することは勿論あり得るが，ここではそれが主目的ではない。したがって，この

限定された直接の目標と範囲を具体的に示すものでなけれぼならないo 採決で決まれば

それにしたがうが，総評および左派社会党の再軍備反対，軍事予算反対闘争にまきこま

れ，賃上げの本質を見失ってはならないと考えている。

〇室蘭 室弛としては，この理念なくして闘争を押しすすめていくことは困難と思うが，釜石

の大衆が政治闘争の誤解をうけるおそれがあるというのであれば十分啓蒙していかなけ

ればならないとしても，この問題を採決することは適切でない。そこで字句は修正して

もよい。案ももっている。

0広畑 広畑としては，いつの場合でも階級的理念が基調となっていると思うので，原案の趣

旨は修正したくないが，討議の過程から趣旨がわかるので修正してもよい。

0室蘭 室蘭としてはつぎのように修正したいo 『したがって，われわれは物価と賃金の悪循

環より脱却し鉄鋼労働者の生活実態の向上を目標とした闘いであり，従来のごとき安易
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な闘争方式は許されず，現状における労使間のきびしい姿を探＜昭識した上に立って，

賃金闘争を推進しなければならない』と。

0広畑 広畑としてほ釜石の案でいきたい。

0室蘭われわれは調蟄権がなかったが修正案をだしている。釜石の意向もとり入れ，室蘭の

趣旨も生かした修正案を作成してもらいたい。」 fi2)

以上が連執委における討論の要旨であるが．こうして原案のなかにあった「階級的理念に立っ

て賃金闘争を推進する」という文章は，「情勢の悪いときに賃上げを強いてやることの奥には．権

力奪取．政治闘争などの幅の広い闘争の意図が含まれているのではないかという危惧をもつ」釜石

代表から削除の要求が出された結果．「釜石代表よりだされた問題は根本的な問題にふれる。労働

者の立場はいかなる場合でも階級的である」とする室蘭代表の反論にもかかわらず．結局，上記の

立場から「総評および左派社会党の再軍備反対，軍事予算反対闘争にまきこまれ，賃上げの本質を

見失なってはならないと考える」釜石代表の意見に同調した広畑，川崎代表の賛同によって削除さ

れることになり，最終的には室蘭代表も譲歩してしまったのである。ここで見逃してはならないこ

とは，富士連合会連執委において表明された釜石代表の見解が，•前年12月下旬に発表された 4 単産

声明，すなわち『総評指嘩方針批判一民主的労働組合の立場に立って』という声明書のなかで述べ

られていた総評批判と全く軌を一にしたものであったという事実である。『全労十年史』によると，

4単産批判の文案は全織同盟の滝田実と海員組合の和田春生の両名によって起草されたとのことで

あるが，その総評批判の骨子は．第1に「組合の行ないうる経済闘争の限界を超え，解決困難な泥......... 
沼争議の中に組合員を引きづり込む」「現実無視の闘争指端」．第2に「観念的な平和論と結びつ............ 
いた再軍備反対闘争の行動隊のごとき方向に組合を薄」＜「政治闘争の行動部隊的偏向」，第 3tこ....... 
「一切の経済闘争を政治闘争に発展させようとアジリ．非合法活動を煽動する」「共産党と大同小.... 
異の宜伝」

仰）．
（傍点は引用者）の 3点であった。したがって，この 4単産声明と釜石代表の発言と

ほ．全く瓜二つと云ってよいほど類似していたの．である。周知のように， 4単産声明ほ，総評腕艮・

全労結成をめざす分裂策動の第 1弾であったわけだから，釜石代表発言是認という事態の発生は，

鉄鋼労連にとって初めての53年春季統一闘争の前途に暗い影を投げ掛けるものであった。

一方， 2月下旬に開催されだ第4回臨時大会で指令権の拡中闘委譲を承認された鉄鋼労連本部

は，闘態確立と権限委譲を指示してきたのて，室蘭労組では， 3月21日に第56回照寺大会を開催し

て鉄鋼労連の組織する産業別統一闘争に租両的に参加することを確認し，拡中闘への権限委譲・闘

態確立の批准投票を実施することを万場一致で承認したのである。富士連合会傘下の各組合の批准

投票は 4日，いっせいに実施されたが，室湖も含めていずれも高率でスト権の委譲に成功した。し

かし，産業別統一闘争に稲極拘な姿勢を示した室湖労組とは異なり，他の組合のばあいには， 3月

上旬に開催した大会で「八幡が同調するなら」という条件がつけられ，とくに釜石のばあい．「ス

ト権を委誹する拡中闘には八幡が入っていること」fi4)という厳しい前提条件がつけられていたので

ある。ところが，その八幡では，左派と右派の対立で信任得票数の不足から組合長選挙をやり直し

右派候補が組合長に就任した直後という内部専情から，執行部が，「鉄連のスケジュールには沿う
a5) Q6) 

が」 「一切の権限をわが組合の中央委員会に一任する」 間接委譲の方針を提案し，これが同労

組の中央委員会で可決されていたのである。したがって，鉄獨労連の53年春季産業別統一賃金闘争

は，この時点ですでに鉄鋼独占資本の切り崩し工作によって一定の打撃を受けていたわけである。

鉄鋼労連は， 3月25, 26の両日，第 1回戦術委員会を開催して当面する諸情勢について検討
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を加え．闘争日程を決定した。この戦術委員会の決定・『戦術を立てるに当たっての情勢判断』は，

27, 28の両日に開催された鉄鋼労連第4回拡中闘に答申された。拡中闘では，間接委譲というこ

とで拡中闘へ権限委譲をしていない八幡労組の取り扱いを含め多くの論談が交わされたが．八幡と

神鋼については過渡的措置として当面は間接委譲を確昭し，戦術委員会の答申案を正式決定した。

この決定にもとづいて鉄鋼労連ほ，鉄連拡中闘指令第 2号をもって「各組合は 4月27日始業時より

全面24時間のストライキを行なうよう一切の準備および手続きを完了せよ」との指令を発したので

ある。

4月 2日．この拡中闘指令にしたがって室蘭労組は，製鉄所側にスト通告を行なうとともに，

第 2回中央闘争委員会を開催し執行部から．「最近，組合員は，他組合が会社の出方に色目甜吏い．

統一闘争の足並みが崩れるのではないかという点を，過去の経験と主観で話し合われている。会社

側はその弱点を利用してデマを流すことが予想される。本部に対し，他組合の動向に対する質問の
闘多いことは．この流れを裏書きしている」 との現状報告がなされた後，この報告を中心として討

論が行われ．会社側の切り崩し工作をハネ返すために組合情報を中心とした職湯討議の徹底，拡大

支部闘争委員会の開催，職湯単位の報告会の実施などの対応策の実行とともに， 4月7日のスト突

入および総決起大会の開催を決定した。こうした組合側の動向を見て．これまでゼロ回答を繰り返

してきた会社側も． 4月3日，富士連合会に対して賃金制度「合理化」を前提とした基本給の

2,095円増額（約40％アップ）の回答を示してきたが．その財源には業手財源と社宅料．鼈灯の値

上げ分が見込まれていたため，実質的には約 1,000円増にしかならないことから，組合側は直ちにこ

れを拒否した。このように「合理化」と引き換ええに倦かばかりの有額回答を示してきたのは．富

士鉄独占体ばかりでなく，八幡，住友などの大手独占体．尼鋼．日亜などの中手でも同様であっt-:o

『新日鉄室蘭労組三十年史』によると．「現在の賃金は『働けど暮しラクにならず』というこ
⑱ とから『啄木賃金』と呼んでいた組合員は． 1千円の回答に不満を爆発させ」 たというが，この

組合員の「不満」の「爆発」をバネとして富士室蘭労組は，当初の予定どおり 4月7日．全面24時

間ストに突入したのである。この日．鉄鋼労連拡中闘指令に従ってストに突入したのは，同調した

八幡を含め 30組合を数え．「 10万人の組織をあげて一糸乱れず整然と決行され」た「歴史的な」

「大ストライキ」 n9)となったのである。ドッジ・ライソ以降．長い間守勢に立たされてきた鉄鋼労

働運動も，前述した産別本部機能の強化と相まって，鉄鋼独占体に対して産業別統一闘争でもって

反撃を開始したのである。そうした意味で， 53年春の賃咄における第 1波統ーストは．まさに「歴

史的」意義を有するといってよい。もっとも，本格的な意味で産業別統一闘争の開始されるのは．

以下で述べるように，まだ芳千の日時を必要とした。

というのは．このあと 4月14日以降から突入することになっていた第 2波ストが．遂に陽の目

を見ないまま腰くだけに終わってしまったからである。この鉄鋼労連の産業別統一賃金闘争が挫折

を余儀なくされたのは．すでに富士連合会の連執委において．すでに「情勢が悪いときに賃上げを

強いてやることの奥には，権力奪取，政治闘争などの幅の広い闘争の意図が含まれているのはない

かという危惧をもつ」との見解を公言していた釜石右派幹部の策動と，これと全面的に対決しなか

った室蘭代表を含む富士連合会他単組の日和見的態度が，大きな要因となったのである。すなわち．

鉄鋼労連本部は． 4月11日の戦術委員会で4月 14日以降の第 2波スト突入を確認すると同時に．

直ちに拡中闘を開催したのである。この第 6回拡中闘の席上では第 2波スト突入の可否をめぐって

激しい論戦が展開されたが．結局．翌 12日の午後にいたって採決により 20対9で第2波スト突入
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を決定し．一度は拡中闘指令を発したのである。このさい，八幡と宮士釜石にも第 2波ストヘの同

調要請の罷報が送られたo ところが．八幡が同調しないことを口実として．富士連合会の釜石右派

幹部とこれに同調する広畑右派幹部は．鉄鋼労連拡中闘指令を無視する腹を固めたのである。この

ため13日未明．一度決定した拡中闘指令を撤回してスト延期の指令を発するという事態に追い込ま

れたのである。この第 2波スト延期を審議した鉄鋼労連拡中闘の席上で，釜石代表i:l:.. 「八幡が同

調できない現在．統一闘争の条件が満たされていない」との理由をあげてスト決行に反対したのは

もち論であるが，広畑代表のみならず室蘭代表までも，次のような理由をあげて同調したのである。

「0広畑統一闘争について指令に従いたい気持ちはあるが．大衆討議のさいに八幡とともに

闘うことがいわれており．また八幡と富士連合会の魂係からもストは避けたい。

0室蘭 富士連合会の重要組合が，突入困難な現状では昨年の例もあり．スト決行は困難で

ある。」
(20) 

こうした富士連合会各代表の見解表明．それも統一闘争の推進役として自他ともに認めていた

室蘭代表の「スト決行は困難」という見解表明がなされた結果，大手代表の大半が態度をひるがえ

して同調するにいたったため．スト決行の決意の固い神鋼連合会と中手の関西グループを除く他の

大手組合に対して無期限スト延期の拡中闘指令を発することになったのである。

4月13日，神鋼を除いた大手 4社はいっせいに会社回答を出してきたが．富士鉄独占体の第 2

次回答は 500円上稲みするという内容のものであったo富士連合会傘下の各組合は，鉄鋼労連拡中

闘指令に基づいて過勤務拒否の闘いに入ったが．右派御用幹部が主蒔権を握っていた釜石労組は．

「第2次回答は会社の最終態度であろうが．それに対して連合会としてはっきりした態度が出せな

い現在，過勤務拒否はできない」と難癖をつけ，闘いを中止してしまったのである。 4月28日の拡

中闘では，第 2波ストに突入して激しい闘争を展開中の各組合に条件闘争に移行することを指示し．

次いで5月8日の拡中闘では，妥結の時期が来たと判定し各組合に妥結の権限を一任する決定を行

なった。こうして富士連合会は．釜石右派幹部の策動によって統一闘争の続行が困難となる事態の

なかで闘争妥結を余儀なくされ． 5月13日に会社側と正式に調印したのである。

ところで． 4月13日の鉄鋼労連拡中闘の席上において．「スト決行は困難である」との見解を

表明した富士室蘭の代表は，瀕芦川省二副組合長であったが．こうした同氏の発言内容は．産業別

統一賃金闘争推進の立場から第2次スト決行の準備を整えていた現地組合員の意向を全く無視した

越権行為であった。そのため当然のことながら．早くも 4月23日に開催された富士室蘭労組の第 7

回中闘で問題にされ． 5月15日の第 6回中央委員会では執行部不信任を求める動議が可決されたの

である。そうして 5月19日に開催した同労組の第57回臨時大会でも不信任案は，可決決定された。

当時の富士室蘭労組の機魂紙『解放戦線』は，その模様を次のように報じている。

「『 12日の拡中闘の採決で，瀕戸川氏は延期の方に加わった』『連合会が指令実施の機関で

あるにもかかわらず．いったん決まったスト指令を延期してくれと要請した』理由をめぐって代

議員のきびしい批判がなされ．『下部討議はまだ不充分である』『不満だけで解決し，執行部が

やめた後の内部組織をどうするのか』『失敗を積み重ねた上で前進がある』という意見や，『今

まで何度も行われた闘いの失敗から，幹部に対する下部大衆の信頼がなくなっている』『重大な

段階で．釜石，広畑の渦の中にまきこまれたのほ大衆の意志を無視したことになる』『企業セク

トの排除を常に室蘭がとなえながら，室蘭がそれをやり，中小企業を見捨てた』『今後の→時金．

昇給問題よりも大衆の幹部信頼の方が大切である』などの意見で論議が闘わされ．信任・不信任
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で．激昂した代議員で場内は一時騒然となるも，採決の決果．大多数をもって．ついに不信任は

可決され．きびしい大衆の批判ほくだされた。」
(2]) 

こうして，前年の52年の賃闘のさいにも．釜石の大手善栄同労組副組合長などの右派御用幹部

と手を組んで中労委斡旋という口実で悪質なスト中止策動を行なった主謀者のひとりである瀕戸川

省二室蘭労組副組合長は， 4月13日の鉄鋼労連拡中闘において現地組合員の意向を無視したスト回

避の発言を行なった廉で，室蘭労組の三役ボストから放遂されたのである。この第57回臨時大会で

注目されたことは，同労組の主渫権を掌握していた富士室蘭社会党内の意見が真二つに割れたこと

を反映し，闘う組合員大衆の立場に立って公然と執行部批判を行なった社会党所属の代議員が現わ

れたことである。たとえば．工作支部の社会党員は．職場の声を代弁して次のように執行部の責任

を追求しているのである。

「大衆が考えているのは．いつも失敗ばかりしているとの認識しかしていない．いま総辞職

すべきでないとの結論を出したなら大衆はまた執行部にだまされたという考えになる。」
(22) 

けれども，「いずれにしても，鉄連や連合会に対する今後の対策をどのようにするかを決めな

くては，今までにしたことが良いとか悪いとか言って総辞激や信任・不信任をとったところで結果

的にはどうにもならないのでないか」という瀬戸川副組合長の出身支部である陸運支部代議員の意

見が，社会党内では根強かったため，大会で三役ポストからひきずり下ろした瀬戸川省二副組合長

を次期地方選で組合推選の市談会議員として処遇することになる。市会議員となった瀕戸川氏が，

富士鉄独占体にどんなに献身的に俸仕したか，その内容については前述したので，ここでは繰り返

さない。ただ，臨時大会の席上に見られた富士室蘭社会党内の新しい流れは．次第に寓士鉄独占体

と対決する姿勢を強めることになるが，以上の瀬戸川氏の処遇にも示されているような富士室蘭社

会党の体質ほ，克服されないまま推移するのである。その結果，前に紹介しておいた旧富士室蘭社

会党の幹部の回顧にもあるように．レッド・パージのあと「会社の労政とつながっている」瀬戸川

氏などに代表される紐つき分子を一定の時期まで党内に抱えることになり，「社会党を徹底的に利

用して共産党の征覇にかかる」という富士鉄独占体労政サイドの意向が，党内に大きな影響力を持

ち続けることになったのであるo 党内の良心派でさえも，反共イデオロギーを克服できなかったと

ころに富士室蘭社会党の悲劇があったのであるが．その点については後述したい。ただ，ここでは

これまでの叙述のなかで言及した富士室蘭社会党の幹部たちに関して． 54年まで同党に所属してい

た活動家の回想を紹介しておこう。

「竹島浩平，長牛正．瀬声川省二．花里泰明，竹本武男．これらの人達は，ひとつのグルー

プだったですね。レッド・パージのときには抵抗せずに，むしろ旅極的に会社に協力したんです。

これに対して若狭邦雄さん．婦人部長の永野たみ子さんなんかは，占領政策ということも考慮し

て裁判闘争を提起したんですよ。同じ社会党でも竹島浩平なんかは．会社と一緒になって追放す

る姿勢だった。幌別（現登別市富士町一筆者）の社宅にいた若狭邦雄．川島芳信（あとで中執・

書記長，副組合長を歴任），大山吉次 (51年 2月から 52年 1月まで中執，のち会計監査）など

のメソバーあたりが．かなり企業主羨だったけれど，地域の社会党らしい恰好を保っていたんで

すね。若狭派と言われるようになるのは， 59年の闘争のころからです。社会党のなかでは，この

若狭派が59年闘争のときに最後まで頑張るわけです。長牛氏は傍観的で巧みな態度をとったし，

花里氏はスト打切り策動をやるんですね。＜後略＞」

以上の回顧のなかに出てくる人達については，第 1節の表 1- 1,第2節の破防法反対スト，
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および同じく第 2節の52年春季賃闘のところでその言動を紹介しておいたので繰り返さない。だか

ら．『富士製鉄労働運動史』の筆者である姉歯三郎氏に対して．富士労働者の期待を裏切った功績

を買われて新日鉄室蘭製鉄所の副部長や課長に「栄達」していた花里氏と瀬声川氏が．労働委員会

への提訴や法廷闘争に稲極的姿勢をとっていたかの如く話しているのは全く破廉恥な言勅と言わな

ければならない。たしかに，富士室湖労組は．「彼ら（レバ対象者一筆者）を護ってやろうという

純粋さをもっていた」のであるが．彼らを含む「共産党以外の執行委員も．この大会で党員を守ろ

うと大動員をかけた」(23)という事実など，なかったのである。それは．若狭邦雄氏には通用しても，

「会社に協力した」花里氏や瀬戸川氏にはとても通用しないことだからである。それにしても．会

社と結託して若狭邦雄氏を裏切った両氏が．法廷闘争を主張した若狭邦雄氏の「純粋さ」を自らの

持論であったかのように姉歯三郎氏に伝えるとは．何ともあきれ果てた行為である。

なお， 53年 7月20日から 4日間の日程で開催された第 5回定期大会において．鉄鋼労連は．

53年春季賃金闘争．とくに「第 2波の戦術転換について」．右派御用幹部の分裂策動を示唆しつつ

次のような自己批判を行なった。

「＜前略＞ 闘争の戦術を転換せざるをえなかった技術的な問題，すなわち企連．単組の実

情把握と機関出席の指蒔，特に釜石労組に対して事前の拡中闘としての適切な指示，指嘩などの

欠陥は認められるとしても．問題はAグループに所属すべき各組合の過度の八幡労組に対する依

存と，これを理由としたスト延期組合の基本的な考え方にある。要するに第 1波スト以降盛り上

がりつつあった大衆意識をおさえて，結果的に産業別の統一闘争に確信が持てず，企業の条件の

みを考慮して安易な妥結の方向をとり，企業内の闘争を抜け切れない本質的な意識の問題と組織

の弱さに甚本的な反省の必要があり，充分な大衆闘争とならなかった。このことに自己批判の焦

点も集中される。

第 2波無期限ストの延期ほ，第 1波によって統一闘争を自らの経験によってこれを闘いとり，

確信に燃えて第 2波の決意を固めつつあった大衆の期待を裏切り，鉄鋼労連に対する信頼を失わ

せ，失望惑を与えたことは否定できない。この 2波の延期の時期に効果的な組合員大衆との結び

つきに欠け，幹部の独断のみで問題を処理したことは批判されるべきである。

く中 唇＞

12日の拡中闘においてスト決定をしたが，同夜富士連合会においてこの決定を変更する要請

を決め，拡中闘で決定した諸対策を諧じなかったことほ．企連の規制を大会方針として確認した

方針にそわなかったことになる。この結果，富士労連は実際上ストに入れない状態になった。こ

の事実の上で要請したことは重大な誤りである。この要請を拡中闘は取り上げた。このことは当

時の情勢から止むをえないとしても，拡中闘の性格と相まって厳重な批判と検討を加えるべきで

ある。

く後 暑＞」
(24) 

第 2波スト中止にかかわる自己批判は，長文のものなので関係の深い箇所の引用にとどめたが，

「確信に燃えて第 2波の決意を固めつつあった大衆の期待裏切り，鉄鋼労連に対する信頼を失わせ．

闘争意識を減退させ」た瀕戸川省二室蘭労組副組合長や大手善栄釜石労組副組合長らの分裂策動に

対する批判が大会の席上で確認されたのである。

(2) 53年越年一時金闘争と鉄鋼労連本部の要請による 2波の単独スト
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53年 10月16日．鉄鋼労連は，賃金専門委員会を開催して越年資金闘争の基本方針を討議し

たが．この結果．大手 5社の要求額ほ手取り 27,000円とすることになった。富士連合会各単組ほ，早

くも 10月20日から 22日にかけて闘争態勢を確立し． 23日から連執委を連執闘に切りかえた。そ

うして， 10月29日には他の企連・単組に先行して手取り 27,000円の要求書を会社に手交したので

ある。

ところで，前述したような理由で瀬戸川省二訓組合長を執行部から放遂した富士室蘭労組は．

この越年一時金闘争において終始一貫．鉄鋼労連の闘争の先陣を切って闘った。すなわち．八幡の

闘争態勢の確立が遅れたため，組合側にとって事熊の進展が思わしくないことを砥應した鉄鋼労連

本部は，鉄連一時金共闘からの要請という形で大手のなかで最強と目されていた富士室蘭労組に対

して単独先行ストの決行を依頼してきたのであるが．この要請を受けた室蘭労組では， 10月31日

および 11月10日に開催した中央闘争委員会において単独先行スト決行の方針を絶対多数の費成で

決定したのである。それと同時に室蘭労組は，教宣部長と中央委員 1名を各組合にオルグとして派

遣し．その決起を促した。鉄連一時金共闘からの要請に応じた富士室蘭労組の考えii. 「この要請

を断れば，一時金共闘は弱体する。先行ストを打ちながら．八幡をはじめとした大手組合に働きか

けることが今後の闘争前進のために役立つ」との信念によるものだった。こうして富士室蘭労組は．

11月12日に第 1波全面 24時間ストをさらに同20日に第 2波圧延部門 48時間ストを打ったのであな

ところが．この室蘭の単独先行ストは．釜石などの富士連合会他単組の支持を得られず，連執

闘の空気も認められないとする態度だったのである。連執哺のメソバーであった他単組幹部の判断

では．「この先行ストは，富士連合会が一本にまとまって八幡と共闘を組むさいに障害となる」と

いうことだったo もち論．こうした反対理由が全くのいいがかりに過ぎないことは明らかであるけ

れども．ここで指摘しておきたいのは，室間の単独ストに反対し八幡との共闘をうんぬんした釜石

などの幹部の念頭には． 7月上旬の鉄鋼労連第 5回定期大会で確認したばかりの「各単組の過度の

八幡労組に対する依存」をいましめた53年奉季賃闘の自己批判が早くも消え去ってしまっていたと

いうことである。当時の時点では，同じ富士連合会傘下の組合であっても，室蘭と他の単組とのあ

いだには組合体質にかなりの差があったのである。この点に関して，室嘲労組の中執を10年以上勤

めたキャリアを持つ共産党のリーダー西沢哲男室蘭製鉄委員会委員長は，次のように話している。

「昭和 29年， 30年ごろまでは広畑にしても，釜石にしても室蘭からのオルグをいやがりま

したね。殆んど受け入れなかったんですよ。むこうの組合幹部にしてみたら．室蘭から来るオル

グは危険だという気持ちがあったんでしようね。広畑のばあいには．敗戦直後の傾斜生産のとき

暫く休止していましたから，そういうしこりも残っておりましたから，仲々動かなかったわけで

すよ。少なくとも 29年， 30年初頭までは富士連合会のなかでも室蘭は進んでおりました。富士

連合会の組織体制がまとまってきた時期というと，昭和31年ごろでないだろうか。ォルグ交流を

どんどん応じるようになったのは。ただ．あとで変わってきますけど．富士連合会自体．非常に

官僚的だったですね。大衆討議をあまりやらんというような。」

11月18日，鉄鋼労連本部は．第 3回共闘委員会を開催し． 11月26日に第 1波全面24時間ス

トを，そうして 11月30日に第 2波ストに突入することを決定した。もっとも．室蘭は八幡．釜石

とともに第 1波の対象から除外され，第 2波ストに参加することになっていた。この情勢を見た鉄

鋼独占体は． 11月21日の日本鋼管の会社回答を皮切りに， 25日には富士製鉄．住友金属．および

神戸製鋼という具合に，相次いで会社回答を出してきたため．当初の予定どおり第 1波ストに突入
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したのほ，尼崎製鋼および日亜本社のみであった。このため 11月28日，鉄鋼労連本部は，東京本

郷の有明旅館で第 4回共闘委員会を開催し，第 2波ストの対策を協議することになった。この会議

では，冒頭に八幡代表から「 12月1日午前 9時までの最終期限付回答を要求し， 2日午後よりスト

突入の予定である。規模は 24時間ないし 72時間を考えているので， 30日のストは延期されたい」と

の見解表明がなされたのを契磯として諮論が沸騰し，「八幡依存の広畑・釜石両労組とそれを非難

する室蘭労組との間で激論となり，必ずしもスッキリとした共闘の結論とはいえぬ印象を残し
／抵5)

た」 のである。すなわち，この会談の席上では，現地中闘の「 30日のスト延期決定」を報告し，

八幡に同調した広畑・釜石代表の発言に対して，前回の共闘決定どおり 30日にスト突入すべしとす

る若狭邦雄室蘭代表は，次のような激しい反論を加えたのである。

「広畑代表に伺いたい。現地はどこから八幡の情報を手に入れられたのかは知らないが，し

かし，今日の共闘決定を待たずに現地中闘が延期を決定したことは納得できない。何がためにわ

れわれは夜を徹して論議しているのか。一切がこうなれば無意味だ。これは鉄連共闘だけでなく

富士労連内でもいえることだ。まことに残念なことだ。室蘭としてはこれ以上何もいいたくない。

連合会意味なし。脱退の意見もあり考慮せざる得ない。

＜中暑＞
広畑．釜石のとった態度は全く心外である。連合会共闘に対する不信はもはやさけ難い。 J26)

結局， 12月1日に大手 5社グループ会議で話し合った結果． 12月2日から室蘭が 48時間， 釜

石が40時間，広畑が 45時間．そうして八幡が 72時間ストに突入．これに続いて翌3 日には住友と富

士川崎が24時間ストに突入したのである。なお，神鋼はこれより早く 12月1日に 24時間ストに突

入していた。しかし，鋼管連合会はついにストを見送った。こうした情勢のなかで， 12月6日に鉄

鋼労連第 5回共闘委員会が開かれたが，大手組合の歩調が揃わず．とても共闘を組める情勢ではな

かったため，「各組合の自主闘争に切り替える方針」を確認して終想の方向にむかうことになった

のである。こうして， 2波の先発単独ストを打った富士室蘭の労働者の闘いからはじまった53年の

年末一時金闘争も，組合員大衆の大きな盛り上がりにもかかわらず，再び右派御用幹部の裏切り行

為によって，中途半端な形で妥結を余儀なくされたわけである。

53年の闘争当時，鉄鋼労連本部は，拡中闘の議事録を中央機関紙に収録して職場に流したとI,ヽ

うが，鉄鋼社党協のリーダーとして今も活躍中の田中幸男総評常任幹事 (55~ 57年鉄鋼労連書記

次長， 58年書記長． 64~65年副委員長）は当時の反響について次のように語っている。

「あれは，職場にものすごく効きましたねえo 『自分たちの代表がこの会議でこんなことを

いうから．ストライキがつぶれるんや』とこうなるんだから。クプロイドの新聞にね，ちゃんと

名前入りで書いてあるわけですよ。あれはしかし右の連中は，皆怒っとったですな。『こんなこ

とをやるとは何事か』とすさまじい見幕で。

僕は当時単組の書記長で，それを持って大会で発言するわけですよoだから，東京で会談を

やっても．それがウソ隠しなしにキチソと大衆のところに来たわけね。だから，鉄鋼労連の新聞

というのは，単組の新聞より大事にされますよ。

しかしこれはねえ，後で制限されますよ。発言記録については外に出さないようになります。

32年争議のときは全然出ませんね。」
(2'{) 

以上の発言は．富士室蘭の職場に限定したものではないけれども，自分たちを裏切った右派幹

部に対する職場組合員の反澄を示・した興味深い内容のものなので，あえて引用した次第である。な
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ぉ，鉄鋼労連の年末一時金闘争を中途で挫折させた釜石の執行部は，職場組合員の大衆的批判の前

に，総辞職に追い込まれた。なぜなら，釜石の右派幹部の分裂策動の結果，この年の富士製鉄の年

末一時金は，鋼管税込 28,000円，住友税込 20,769円，神鋼 20,573円に対し八幡と同じく大手のなか

で最低の税込 20,000円にすぎなかったからである•O

3 5 4年賃闘と「合理化」反対闘争

(1) 5 4年賃闘と退職金増額の実現

1953年 7月の第 5回定期大会で「 29年早々賃上げを要求することを目標」とすることを決定

していた鉄鋼労連ほ， 53年末の淀川製鋼争議， 54年春の尼崎製鋼争談，そうして八幡製鉄労組に

•おける組合費横領事件発覚による執行部不信任問題の発生などのため，当初の予定より 3 カ月近く

も遅れた 54年4月27日から4日間の日程で第 6回定期大会を開催した。この大会で大手5社4,000

円，配分は一律プラスアルファ，中小手は大手5社に準ずる という統一要求と， 5月20日までに

拡中闘への権限委譲を行なうことを骨子とする闘争態勢確立の統一闘争方針を決定した。

富士製鉄室蘭労組では， 54年3月までに組合の要求案を作成していたが， 4月10日に開催し

た富士連合会鴨査部会で，釜石代表が 2f.)00円前後という低額要求を提示したため，単組間の調整に

かなりの日数を費すことになった。しかし 5月2, 3日の中闘委で，とに角，鉄鋼労連の大会決定

に従い要求額4,000円配分は一律プラスアルファという賃金闘争の方針を決定することができt.:o5月13

日富士連合会は，この闘争方針に基づき4,000円の賃上げ要求書を会社側に手交するとともに，5月

20日を指定回答日とした。第 1次会社回答は，富士製鉄をはじめ全てがゼロ回答であった。 5月19

日，室蘭をはじめ富士連合会の各単組は，組合員の一般投票を行なって闘争態勢を確立するととも

に，鉄鋼労連拡中闘への権限委譲を行なった。

6月6, 7日の両日に開かれた鉄鋼労連拡中闘では，ゼロ回答の壁を突き破るために．「 6月

17日 第1波全面 24時間スト， 6月23日 第 2波 48時間スト（但し．広畑i訟4日から48時間）」

という実力行使の方針を決定した。こうした情勢のなかで鉄鋼独占体は，産業別統一闘争の切り崩

しをねらって夏季一時金の回答を出してきたが，富士製鉄のそれは 16,000円であった。しかし，6月

17日，富士連合会の各組合は， 4,000円の賃上げを要求して，鋼管，住友などの大手10組合ととも

に第 1波 24時間ストを決行したo 室瑚労組は，直ちに 6月23日の第 2波ストの準備に入ったが，

6月17日に釜石高炉に突発事故が発生，次いで 6月21日に夏季一時金1,000円増の追加回答が出

されるに及んで，釜石，広畑．川埼の 3労組が第 2波スト回避の態度を打ち出すにいたったo 室蘭

労組ほ，既定方針どおり闘争続行を主張したが．少数意見として葬り去られ，結局，富士連合会ほ

第2波決行のストを中止することになったのである。住友も夏季一時金の回答を受けて第2波スト

を中止したため，大手では鋼管の 4組合だけが 6月23, 24日に48時間ストを打った。しかし，ゼ

ロ回答の壁を突き破ることができず，第 3波ストを中止した。こうして鉄鋼労連54年統一賃金闘争

は，完全な敗北の形のまま妥結を余儀なくされたのである。

なお， 54年の年末一時金闘争ほ，八幡労組が「鉄鋼労連の総評からの脱退」方針を打ち出した

という事情もあって，大手 5社労組の要求全額の統一もできない情勢となり．各組合はスト権を確

立したものの実力行使に入ることなく妥結したo富士連合会も，第1次回答より 2,000円増の20,000

円で， 12月6日に妥結することになった。
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以上のように全体として振わなかった54年の闘争のなかで，組合側が獲得した成果として注目

されるのほ． 54年の 11月10日に「 30年年満者 105万円」の会社回答を引き出した富士連合会の

退職金増額の実現であった。すなわち．富士連合会は． 53年秋闘と 54年春の賃闘で二度も棚上げ

されてきた退職金増額の要求を．とに角．「不備があるが一歩前進」 (11月20日の連執委の評価）

した回答を引き出したのであった。

(2) 「第 1次合理化計画」と配置転換

戦後日本資本主義の再生産描造の中心をなす重化学工業の楷築が，鉄鋼業を基軸とした重化学

工業化というプロセスをつうじて達成されたことは，すでに序論で明らかにしたとおりである。そ

うして，戦後鉄鋼業の本格的展開が1_951年度を初年度とする「第 1次合理化計画」を契機として開

始されたことは。周知のことに属する。 55年度まで続く「第 1次合理化計画」の推進過程のなかで．

室蘭製鉄所の近代化も促進された。すなわち，輸西工場の解体と仲町工場への集中化が．それであ

る。こうした製鉄所の緬成替えのなかで，製鉄部門では仲町地区への集中化を機軸とした高炉およ

ぴコークス炉の改修，製鋼部門では台車注入法の採用．硬鋼線材用． SC材用などのギルド鋼の高

級鋼生産の開始，乎炉の高圧操業．酸素工場の新設にともなう酸素製鋼法の開始．そうして圧延部

門では新型のアームコ均熱炉の新設，輸出用鋼片，硬鋼線材用鋼片，熔接用線材，輸出用スラプ圧

延などの開始等々，着々と「合理化計画」を実行に移していたのである。こうした「合理化計画」

の推進によって，室蘭製鉄所の粗鋼生産は， 50年度の 26万 9千トソから 54年度には 51万トソ，

55年度には 57万 4千トソヘと増大したのである。銑鉄や鋼材を含めた生産拡大の概況は，表1-4

に示すとおりである。
~8) 

表 1-4 「第 1次合理化」期の室蘭製鉄所の生産規模の拡大

生産高 (1,000トン） 社内シェア （％） 全国におけるツニア（％）

銑鉄 粗鋼 普圧通延鋼熱間材 銑 鉄 粗 鋼 綱 材 銑 鉄 粗 鋼 舘 材

1950年度 292 2 69 139 3 2.4 3 1. 1 2 9.9 1 2.0 5.1 3.9 

51 4 0 0 394 1 83 2 9.4 2 9.9 25.1 11.8 5.8 3.9 

52 4 6 7 372 160 3 3.8 2 7.6 22.9 13.2 5.4 3.5 

53 562 4 89 2 0 5 3 3.0 3 3,2 25.0 11.7 6.1 3.8 

54 490 510 211 32.6 32.6 2 3.7 1 0.8 6.5 3.8 

55 5 56 574 248 3 1.1 3 0.4 2 1.5 1 0.2 5.9 3.6 

資料出所： 富士製鉄調査部『日本鉄鋼業の歴史と当社の発展』，•1966 年 2 月， 166 ~ 167頁o

アメリカの景気後退を中心とした世界恐慌の余波をうけて日本経済は 53年秋口から 54年上半

期にかけて深刻な恐慌の槌相を呈するにいたり，鉄鋼業も容易ならぬ難局に直面することになった

-83-



のである。この難局を労働者へしわ寄せすることによって切り抜けようとした鉄鋼独占体の試みの

ひとつが前述したゼロ回答であったが，富士鉄独占体のばあいには，さらに本工労働力の編成替え

による要員合理化の会社提案として具体化されたのである。すなわち， 6月5日に開催された臨時

中央経営審厳会において，減産を前提とした第 2 • 4半期生産計画を発表するとともに，「余剰人

員」に対する配転を含む要員計画を提示してきたのである。そのなかには室蘭製鉄所関係分として，

輪西第 3高炉の休止による 7％減産と．それによって生ずる 334名の余剰人員（現業員，作業夫を

含む）の配握転換計画が含まれていたのである。これに対して富士連合会は， 6月17日の賃闘スト

第1波の直前でもあったので，現地での団交によって事態の前進をはかる方針を確認した。

6月7日．室蘭労組は，第2回中央闘争委員会を開催して「高炉防衛に関する件」について討

議し，次のような基本的態度を明らかにしたのである。

「室聞製鉄の輪西町高炉の吹き止めと，これに伴う人員計画を発表した。この原因となった

日本経済の不況．鉄鋼の不振ほ，政府の米国依存の政策とこれに追随する日本の資本家（鉄鋼音

本も含む）の無気力振りに責任がある。したがって，今回の合理化は資本家がその責任を負うべ

きで．われわれに犠牲を強いる合理化には反対しなければならない。」
(29) 

翌 6月8日には関係支部である傍 1製鉄，第 2製鉄両支部は，支部大会を開催して輪西第 3高

炉の中止に対する決議を採択した。そうして，次のような反対ビラを作成して門前配布を行なうと

ともに，各瞼場にオルグを派遣して積極的な反対活動を展開したのである。

「輪西製鉄支部では， 8日3時より支部大会を開催し，経審の報告をかん察し，贅否両論．

4時間半に及ぶ討論の結果，満場一致で輪西 3高炉吹止め阻止を行なう強い決意が表明された。

輪西 3高炉吹止めに伴う配転は．唯単に輪西支部員の配転問題だけでなく，次に起こる人員整理

の前提であるだけに非常に大きな問題である。輪西吹止めは決して対岸の火災でiまない。やがて

起こる人員整理の前衛として吾々は強力な決意で吹止反対の為闘うものであるo組合員の皆さん

の絶大なる協力を希うものである。」
(30) 

こうした関係組合員の吹止め阻止の「強力な決意lを背景に室蘭労組は，数次にわたる団交を重ね

たが，事態の進展がなかった。 6月24日の団空の席上で「極力人員整理は回避する方針である」と

の所長答弁を引き出した室蘭労組執行部は，直ちに第 7回中央哺争委員会を招集し．配置転換の条

件交渉に入りたい旨の本部提案を行なった。この提案に対して．製鉄支部の中闘委員から「実力行

使も辞せず」との第 6回中闘決定を理由として反対意見が出され．討論が交されたが，結局のとこ

ろ40対26で本部提案どおり交渉に移行することが承認されたのである。

7月3日の団交で，高炉吹止めにともなう余剰人員のうち， 35名を広畑へ配転，他は所内配転

とする．との所側の意向が明らかにされた。組合側では，「（1）本人の希望を取り入れ民主的に行な

う，（2）配転先において不利益な取り扱いをしない（特に給与面），（3）欠勤補充，代番補充を実施せ
(3l) 

よ，（4）臨時作業夫の完全就労及び請負にしわ寄せするな」 の4項目を所側に確約させた後， 7月

17日に団交のなかで輪西第 3高炉の吹止めについて了解を与えたのである。この結果，翌7月18日

には早くも第 3高炉の火が消され，銑鉄の生産は仲町地区に集中することになったのである。 8月

13日，希望者 166名のなかから選考された35名の広畑への配転者は，室蘭を離れ任地へ向った。そ

の他の所内配転も順調に歩み， 1名の首切りも出さずに要員合理化は解決の目途がついた。こうし

た最小限の被害で要員合哩化問咽が解決した背景には．首切り「合理化」を許さず，といった職場

組合員大衆の固い団結の力があったことは，言うまでもない。
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(3) 青年部の再建と日鋼室蘭支援闘争

富士室閑労組の青年部は． 1946年 11月12日に結成され組合活動の先頭に立って活躍してきた

が，労働組合運動の階級的前進を危惧したアメリカ占領軍当局の組合青年部解散の方針四充し得ず．

47年 11月 20日に投票によって青年邪解散を決定． 48年 2月1日以降から青年対策部として活動

してき如

ところが， 53年に入って鉄鋼労連本部が青年組合員の結集に熱意を見せ， 53年 7月の定期大会

で青年組合員の行動力を重視して青年部再建を提起するとともに，大会直後の 8 月 31 日• 9月1日

の両日に青婦対策協議会を開催して青婦活動強化の方針を樹立するに及んで，室蘭労組でも青年部

再建の機運が急速に盛り上がってきた。富士連合会でも，こうした鉄鋼労連の動きに対応して，同

年 9月3日に第 1回青婦人部連絡協議会を開催して，活動方針の立案に着手したのである。

53年 9月18日に開催された富士連合会の連執委の席上で，室閲代表は，連合会加盟組合でた

だひとり青婦人部を有していた釜石労組に対し「青年部結成促進のため．ォルグを派遣してほしい」

と要請するところまで事態は進展した。この要請に応じ53年年末一時金闘争を展開中の10月下旬．

釜石労組青婦人部役員 3名が，連合会オルグとして室蘭労組を訪れたのである。

11月 12日，鉄鋼労連一時金共闘の要請で先行ストを打った室蘭労組では，デモを終えた製鋼

支部の青年組合員約50名が組合会館に集まって，製鋼支部青年部結成準備会を発足させ．同24日に

ほ製鋼支部青年部を正式に結成した。これに引き続き圧延，窯業．陸運，コークス，土建，検定な

どの各支部にも青年部が結成され，製鋼支部青年部とともに本部と協力して未結成支部へのオルグ

活動を行なったのである。

こうした盛り上がりのなかで． 53年11月12日．早くも室蘭労組青年部結成大会が！捐催されるに

いたる。大会で決定された規約では27歳までを青年部としていたから，結成大会の時点には． 15支

部， 1,235名の青年部員を擁することになった。この青年部をバックとして，若手の職場活動家が

組合本部入りし．室闊労組全体の左傾化・戦闘化が始まり， 50年代後半期の産業別統一闘争

につながってゆくのである。

つぎに富士室蘭労組の日鋼室蘭支援闘争について述べることにしよう。『総評十年史』が指摘

しているように．日鋼室蘭の大闘争は，「鉄鋼および機械産業の合理化に対する反対闘争の代表的
(32) 

なもの」 であり，当時の総評事務局長高野実氏が提唱していた家族ぐるみ，町ぐるみの，いわ

ゆる「ぐるみ闘争」方式で闘われた典型的な争議でもあった。しかし，日鋼室蘭の争議それ自体に

ついてほ．すでに多くの研究成果が刊行されているので．ここでは主として富士室蘭労組の支援闘

争に焦点をしぽりたい。

日本製鋼所は， 1907年に創立された三井系の代表的な単圧・兵器メーカーであったが，朝鮮戦

争の休戦にともなう特需の減少と輸出不振とによって， 54年 3月期決算で 5億7,500万円の巨額な赤

字を出し，「経営破綻の寸前」と自称する有様であった。このためメイソ・バンクである三井銀行

の強い示唆を受けて，大盤の人員整理を含む企業整備方策を打ち出し，企業立て直しをはかろうと

したのである。 54年 6月 17日の団交の席上で会社は，日鋼連合会に対して，組合員 5,329名中 976

名，礁時作業員，tとど非組合員 270名．計 1,246名の「人員整理を含む企業合理化案」を提示してき

たのである。その内訳氏室蘭製作所 915名（組合員 3,742名）．広島製作所 32名（組合員 1,120

名）．横浜製作所2名（組合員 260名），東京本店 23名（組合員 170名）．大阪支店 4名（組合
(33) 

員 37名）であった。 つまり，室蘭製作所のばあいには． 4名に 1名が解雇されることになるわけ
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である。日鋼独占体が提示した 9項目からなる解雇基準は．従業員の大部分が該当するような巧妙

なものであったため，組合員は深刻な不安に脅かされることになった。こうした不安はやがて会

社の仕打ちに対する怒りに変わり．日鋼室蘭労組の役員選挙で毎回落選していた礁気課の統一左派

活動家を中央執行委員として当選させる要因となったのである。しかし．日鋼室瑚労組は．レッド・

パージの直前に三役や腎甲瞭虹員のボストをお派が占めたことがあったけれども，基本的には労資協調型

の組合であり，富士室蘭労組と違って闘争の経験の乏しい組合であることに変わりはなかった。

日鋼室蘭労組は，日鋼連合会の指令によって 6月28日． 30日． 7月1日と 3波にわたる24時

間ストを打ったが．この間に会社が希望退戦者の募集を行なったため．もともと整理人員の少なか

った室蘭製作所以外では．予定人員に達してしまったのである。かなり精力的な団交を重ねたが．

7月5日には交渉は．完全に決裂してしまった。この段階で会社案の撤回をめざしてあくまで闘う

ことを主張する室蘭労組は．条件闘争への移行を唱えるようになった日鋼罪合会傘下の他単組と対

立し．孤立の様相を深めることになったのである。日鋼連合会の単組幹部のなかにほ．早くも室蘭

労組のみの単独闘争を望む意見を持つ者さえ現われていたといわれる。

7月6日．こうした情勢のもとで日鋼室蘭労組闘争委員会は， 44対 14の採決で室蘭の単組闘

争方針を採択したのである。

一方．同じ鉄鋼労連傘下の組合で日鋼室蘭と工場敷地も隣接している富士室蘭労組は．三井系

という点で日鋼室蘭と同じ資本系列に属する北海適三井鉱山労働組合連合会（北三連）と一緒に支

援活動を行なっていたが．総評系組織に呼びかけ 7月5日には早くも「日鋼首切り合理化反対共同

闘争委員会」なる支援組織を発足させた。 7月 5日には総評，鉄鋼労連．富士室蘭労組，炭労．北

三連の代表と並んで室蘭地協．道金属．函館ドック，楢崎造船などの組合代表などが参加し直ちに

第 1回共同闘争委員会を開催した結果，委員長には富士連合会書記長の肩書きをもつ富士室蘭労組

の佐藤半治郎氏が就任したのである。そうして翌 7日に開かれた第 2回共闘委員会では，鉄鋼労連

（富士室蘭労組）と室蘭地協より各1名の専従を配置すること，富士室蘭労組10名，地協 3名程度

の日常的動員態勢をとることを決定した。こうして富士室蘭労組は，北三連とともに共闘の主力部

隊として，日鋼室蘭の大闘争をともに闘い抜くことになったのである。

7月8日になって日鋼独占体は，指名解雇の対象とした組合員宅へ解雇通告書を配達したが．

このことを予期して社宅街に配置されていた日鋼室蘭労組の青年行動隊の手によって通告書が回収

されてしまったため．目的を達成することができなかった。しかし，こうした状況のなかで日鋼独

占体は．早くも 7月9日に一方的に解雇者のクイム・カードを引き上げるという強硬措置をとった

のである。この会社のとった一方的措置は．組合員大衆を憤激させた。日鋼室蘭労組は．これに対

抗して直ちに通告書を郵便局ヘ一括返上するとともに．クイム・カードを無視して被解雇者も含む

全員就労を行なうことを決定，即日これを実行に移したのである。こうして日鋼室蘭の労資は．人

員整理をめぐって真向から対決することになった。つまり，被解幅者を含む日鋼室蘭の全組合員は．

7月9日以降から会社の解雇通告をも．クイム・カードをもともに無視して出勤し，会社が 7月10

日にとった「入門証．身分証明書なきものの入門禁止」措置に対しては，青年行動隊のピヶに守ら

れてスクラムを組んで入門し，職場内で課長や工場長に解雇理由の説明を求めたのである。 7月9

日に代談員大会を開催，翌10日に前日の大会決定にもとづき組合員の一般投票を実施した日鋼室蘭

労組執行部は．これによって所定の手続きが完了したので．日鋼連合会に委譲していた交渉権と指

令権を現地室蘭に還元し，正式の団体交渉に入ることになった。しかし， 7月17日の予備交渉のあ

-86-



と．翌18日から現地ではじまった団体交渉ほ．人員整理の必要性を繰り返えす会社側の非妥協的態

度のために，実質的な論談に入れぬまま事態は推移していったのである。団交のたびに日鋼独占体

が強調したのは，クイム・レコーダーを無視しスクラムを組んで入門闘争を繰り返す組合員の全員

就労の即時中止要求であった。この要求を組合が拒否するや，会社側は 7月20日午後 6時30分．

翌21日午前 6時以降からのロック・アウトを通告するとともに，有刺鉄線でバリケードを楷築した

のである。このバリケードは組合の青行隊員によって除去されたが，会社側はさらに強力な手段を

打ってきたのである。すなわち， 7月22日を期して動力用電源を切って生産現場の大部分を作業不

能の状態にしたばかりでなく，翌23日には札幌地裁室蘭支部に立入禁止仮処分を申請するに至った

のである。

ところで， 7月13日，首切り合理化反対共闘の委員長を送っていた富士室蘭労組は，第 8回中

央闘争委員会の席上，日鋼室蘭労組支援のカソパ活動を行なうことを決定した。この決定は，翌14

日に開催された共闘委員会に報告された結果，資金カソパ対策として日鋼室蘭の青行隊員や主婦も

参加して， 17日午後 2時より富士鉄の正門，二門，および七門でまた 19日， 20日の両日には富士

鉄の社宅地内で資金カソパを行なうことが確認された。このカソパ活動は，趣旨をよく理解した富

士室蘭の組合員や家族の租極的な協力によって， 13万 7千円も集まり，直ちに日鋼室蘭労組に送ら

れた。富士室蘭労組による・カソパ活動は， 8月に入ってからも取り組まれるが，その前に日鋼室蘭

労組のなかに現われた危険な動きを紹介しておこう。

7月27日，日鋼室蘭労組では，中央闘争委員会を開催したが，そのさい事務系の第 5支部から

「戦術を転換し，条件闘争に移行せよ」との動議が提出される，という事態が発生した。この動議

を審議した29日の中央闘争委員会では， 40対19で否決したものの，この動談の背景には，日鋼独

占体の意を受けた一部組合員の策動があったのである。もち論，大多数の日鋼の組合員は，「 1名

の首切りも出さない」という執行部の方針を支持して，租極的に闘いの戦列に参加していた。こう

した情勢のなかで，共闘委員会は，この29日以降から日鋼室蘭労組内に 9名を常駐させる常駐共闘

の態勢に入り，活発な活動を開始したのである。この常駐共闘を支えたものは，富士室蘭労祖と北

三連とであった。 8月1日の午前10時から開催された総決起大会には，三鉱連（三井鉱山労働組合

連合会）の高杉委員長とともに．鉄鋼労連の今田委員長も出席して，ともに連帯の挨拶を行ない，

富士鉄を含む室蘭地協の組合員や北三連を含む炭労派遣のオルグ団も参加したのである。ついで，

8月8日には，全道労協，日鋼首切り合理化反対共闘委員会，室蘭地協三者主催の「失業対策全道

労働者室蘭地区総決起大会」が開催され，雨のなかを室蘭地協傘下の 1,000名をはじめ 7,000名の労

働者．家族，それに日鋼室蘭労組の闘いを支援する地元商店会代表も参加し．市内の目抜き通りを

デモ行進した。この日，室蘭労組では，「室蘭を不景気にする日鋼の首切りに反対しよう」という

チラシを市民に配布し，共惑を呼んだ。こうして日鋼室蘭労組の闘いは，家族ぐるみ，町ぐるみの

様相を呈してきたのである。

8月7日，富士室蘭の社宅主婦組織である中島主婦民話会は，日鋼室蘭主婦の会代表らを招い

て懇談を行なったが，その席上で富士鉄の主婦側から闘争支援のための資金カソパや供米運動など

の取り組状況が被露され，日鋼主婦の会の会員たちを感激させた。この富士室蘭の社宅主婦による

窟金力‘ノパ．物資カソパ活動は，一週間もたたないうちに実を結び，同月の13日， 14日の両日に

暉囀労組に届けられたのである。 (34)一方．この頃から再建されて間もない富士室蘭青年部の支

援活動も次第に活雖化し．日鋼の社宅地区へ出かけ社宅の子供たちにカソパの飴を配りながら，昼
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ほバ‘ノド演奏．夜は幻灯などによる慰問・激励を繰り返した。こうした青年部活動のなかから，階

級意識に目覚め．共産党や左派社会党へ入党する職場活動家が出てきたため．富士室蘭労組内の階

級的潮流も強化されることになったのである。また．富士室蘭の青年部は．親組合の各支部の非番

の部員とともに青年部執行委員 1名を毎日．日鋼室蘭労組へ派遣し．その入門闘争の激励を続けた。

共闘委員会からの強い要請を受けた富士室蘭労組ほ． 8月11日および 16日の両日に中央闘争

委員会を開催し，就業時間中の組合活動という位置づけで， 18日午後に日鋼正門前広場で闘争支援

の大会を行なうことを決定した。富士室蘭労組の補助部門の組合員約 3,000名は，会社の業務命令を

はねかえして組合の指令どおり 18日午後 1時を期していっせいに退場し．＂日鋼の首切りを俺たち

の力ではね返せ、≫・｀｀組合活動の自由を実力で闘いとれ、、 の合言葉で．日鋼正門前広湯へ向か 2

たのである。そうして，午後 2時力心ら富士室聞労組と共闘委員会との共催窃杉で「日鋼首切り反対闘

争支援・激励総決起大会」を開催したが，日鋼室蘭労組の組合員・主婦の他．共闘傘下の組合員も

加わったので，約 1万名の大集会となった。まさにこれは．共闘委の『共闘情報』Ao.2が報じた

とおり，「鉄連闘争史の一頁を飾る」「歴史的大会」であったと言ってよい。 (.35)『新日鉄室蘭労組

三十年史』は，大会の模様を次のように記している。

「＜前唇＞ 会場の表面には当組合の組合期が張りめぐらされ，『企業合理化絶対反対』の

横断幕の左右に．郷土産業を守り室蘭を失業の町にするな，組合活動の自由を実力で闘いとれ．

労働者の力でMSAを粉砕しよう，などのスローガンが掲げられ，．特に日鋼闘争支椀fこついてほ，

(1)長期化の湯合．可能な最大限の支援，（2）鉄鋼労連本部を通じて可能な最大限の支援，（3）日鋼社

長．所長．三井銀行に抗議文，（4）市議会・道談会•関係官庁に要請．の 4 点が決定された。

く後 暑＞」
(36) 

組合側の申し出によって． 8月2日以降から開催された精力的な団交の続行にもかかわらず，

内容的には一歩も前進しなかった。しかし，上述したような共闘委員会による支援活動の本格化と

相まって．闘いを通じて鍛えあげられてきた組合員や主婦大衆の戦闘力に支えられた日鋼室蘭労組

執行部の態度は，会社の予期しなかった手強いものであったため． 8月20日の現地団交で．ついに

会社側は．社長が室蘭へ来て交渉に応じることを約束したのである。こうして 8月22日室蘭入りし

た日鋼社長は，本社から派遣されていた労務担当重役も含め現地の会社幹部と打合わせを行なった

うえ．翌23日の団交で「最終回答」を出す意向を明らかにした。この夜．日鋼室蘭労組と富士室蘭

労組を主力とする共闘委員会とは．約 3,000名を動員して夜間波状デモを敢行し．その戦闘力を示し

たのである。

翌 8月24日，会社側は，組合員の解扉人員を当初案の 900名から 116名減の 784名とする「最

終回答」を提示してきた。これを受けた日鋼室蘭労組では．同日直ちに執行委員会を開催して討議

した結果．この会社の「最終回答」を 5対 1で受諾することにした。小林組合長をはじめ良心派幹

部までが受諾を決意した背景には，後述するような富士連合会出身の鉄鋼労連幹部による闘争早期

打切り策動があったのである。しかし，翌25日に招集された緊急中央闘争委員会では．傍聴を希望

した多数の組合員•主婦たちが見守る屋外で討議されたことも影響して， 54 対 7 の起立採決によっ

て執行部案ほ大差で否決され，闘争の続行を決定したのである。 8月30日には総評の高野事務局長

が日鋼室蘭労組を訪問し，執行部だけではなく，青行隊や主婦をも激励して 9月2日に室蘭を去っ

た。 9月4日，会社が 7月23日に申請して以来， 44日間にわたって実施をはばんできた立入禁示仮

処分の決定がついに札幌地裁室刺支部から出された。その直後の 9月 4日に開催された日鋼室蘭労
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組の臨時大会では， 24日に提示された「最終回答」再審議の緊急動議が出され，贅否両論が長時間

たたかわされた結果．闘争続行の立湯にたつ「今次闘争の当面の活動方針」が．投票総数 3,354,

賛成 2,153,反対1,119,白紙無効 10,棄権56で可決され．闘争態勢の強化を再確認したのである。

ところで，これより先き． 8月に入ってから．日鋼独占体の意を受けた一部咀合員の策動が，

次第に強まる傾向を見せていた。すなわち．会社の「最終回答」出される以前の 8月11日には日鋼

室蘭労組ほ，悪質な分裂策動を行なった組合員 1名を除名処分に，同19日には分裂策動を意図した

ビラ配布のかどで組合員11名（大部分は事務系）を 1カ月の権利停止処分に，同24日には「大衆を

裏切った」組合員 2名を除名処分にするという事態も起こっていたし．また 8月30日午前10時ごろ

掛員クラスの主婦約 220名が組合事務所へ押しかけて執行委員に面会を求め，＂闘争は何時まで続

くのか、、｀｀私達はこれ以上苦しい生活は続けられない、 などと述べたうえ赤クスキ返上の行動に

出るという事態も起こっていた。この赤クスキを返上した掛員クラス主婦層の行動は．組合員大衆

の目を盗んで第 2組合旗上げの策動を行なっていた日鋼独占体紐つきの一部悪質分子の組合攪乱エ

作の一環であったのである。それは，第 2組合旗上げの時点で殆んどが第 1組合から脱落していっ

た掛員クラスの主婦層だけであった事実からも明らかであるが，また翌31日午前 9時ごろ赤旗を先

頭にして赤クスキかけた約 500名の主婦達が組合事務所へやって来て，執行部に｀｀頑張るように｀
(31) 

要請した事実によっても立証されよう。 9月9日，裁判所が決定した立入仮処分が執達吏によっ

て執行されたため，翌10日から入門闘争を中止して無期限ストに突入，これ以降，半製品の搬出を

ほかる会社側と，これを阻止する組合側との激突が続くことになった。こうして争隊が労資双方に

とって苦しい新局面に移行した重大な時期に，かねてからの分裂策動を行なってきた日鋼独占体紐

つきの一部悪質分子は，膠着状態が続く争議の前途に不安を持ち出した弱気の組合員層を自己の陣

営に引き入れて，職制組合員の大多数とともに第 2組合の旗上げを行なうにいたったのである。

すなわち．

闘争が 100日目を迎えた 9月23日の早朝，「再建派」を自称する約 300名の脱落分子が．一団

となって社宅地区を一巡し．「再建派組合大会」へ参加するよう呼びかけた後．日鋼室蘭労組の反

繋を恐れて．市内中心街の捌場を会場として同日昼すぎから「結成大会」なるものを開催し，彼ら

の発表するところによれば，第2組合結成に箸名した 1,396名中805名が，これに参加したという。

日鋼室蘭労組の『闘争ニュース』によれば，これに参加した脱落者は 706名であり，新聞などが報

道した人数のなかには出面で雇われた人びとが相当数含まれていた，とされている。けれども，こ

の第 2組合の旗上げのさいにほ，驚ろくべきことに，日鋼労組の書記長青野二郎，生活対策部長佐

藤信吉の現役幹部 2名が稲極的役割を演じたのである。、したがって，この第 2組合の結成によって

日鋼室蘭労組が組織的試練にさらされたことは事実であった。参考のために，同日開かれた日鋼室

蘭労組の統制委員会が，分裂活動の主謀者として処分した14名を次に紹介しておこう。................ 
「青野二郎（現書記長） 佐藤信吉（現生対部長） 長岡房男（現連合会書記長） 工藤重

蔵（元組合長） 藤井国光（元組合長） 上沢田助四郎（元組合長） 前田繁（元組合長） 星

田久仁男（元書記長） 向田忠ー（元執行委員） 打越貢（元執行委員） 野中幸太郎（元執行..... 
委員） 奥山栄輝（元組合長） 池見恒夫（元書記長） 真野米ー（現闘争委員）」 （傍点は

引用者）
(38) 

これらの脱落分子は， 8月24日の「最終回答」提示の前ごろから，闘争打切りをはかって活発

な切り崩し工作を行なったのであるが． 8月25日の中央闘争委員会および 9月4日の臨時組合大会
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会で敗北を喫したため，会社側の半製品出荷の動きに対応して．ついに第 2組合の旗上げを行なっ

たのである。この旗上げの背景には，日鋼独占体からの物心両面にわたる糠極的な援助があったの

ほもち論であるが，同時に総評を割って結成された分裂組織・全労の稼極的支援があったことも，

見逃せない事実である。『全労十年史』は，この分裂策動への恥ずべき支援工作を得意気に次のよ

うに記しているのである。

「書記長の青野，生対部長の佐藤らを中心に前田，藤井，，上沢田，池見等の元役員或いは中

堅組合員は、局面転回の具体策を協議した結果，新労を結成する以外に道はないとの結論に達し

た。そうして，その指噂を全労に依頼してきた。

全労では直ちに増原中執を現地に派遣し，北海道全労の島田，石岡等を加えて指導体制を敷

き，新大和旅館をアジトにして稿極的指導に乗り出した。泥沼争議から脱却して正しい解決への

道を開くためには，共産党や総評とのヒモを断ち切るより外に方法はないのだ。＜中唇＞ つい

に心ある組合員同志を糾合， 9月23日を期して敢然新組合の結成を断行することになった。

いよいよ 9月23日，正午から旧市街の東宝劇場で新労の結成大会を開く旨が発表された。当

然のことながら，このことを知った共闘委や1叫咀合は，あらゆる手段を用いて新労結成の妨害に

乗り出した。 9月22日， 1日労側は非常態勢と称して『闘争委員会の許可のない者は一切外出させな

ない』という禁足令を発した。＜中唇＞ 日共や総評のハネ上がった闘争指導に愛憎をつかした

組合員たちは，服を破られ， Yシャツを血に染めながらも続々結成大会にtませつけた。その数約

850名，いかに多くの組合員が左翼闘争に嫌悪を感じ局面の打開を強く希望していたかがうかが

われる。無数の感慨をこめた新労結成大会は，新しい希望に満ちた組合員によって厳粛に進めら

れ，百日の闘争を通じて身につけた体験に基づき．『総評と対決する民主的労組の協力と支援を

求め，その方向で今後の闘いを進める』，『組合の自主性を確立し，破壊的な左翼組合の介入や

指導は一切拒否する』，『争議収拾のため直ちに会社と団交を持つ』等当面の方針を決定，左記

の新役員を選出して感激のうちに大会を終了した。

く中 唇＞

ついに新労は結成された。そうして結成後直ちに稜極的に活動に立ち上がった。まず会社と

団交を開始すべくエ渇正門に向ってデモ行進を行なった。しかしここでは旧労側が約 1千名でピ

ケを張り入門を阻止したため，もみ合いとなって新労側に相当の負傷者を出す騒ぎとなり，つい

に入門は断念せざるを得なかった。

そこで新労は，海員組合の協力により執行部 8名を海上から裏門を通って工場に入れ，当面

の紛争処理，操業再開に関する団交を開き，＜中唇＞ 会社側最終案の内容を素材として団交を

続けることを確認した。」
(39) 

こうして第2組合は，結局のところ 8月24'日のいわゆる「最終回答」を受け入れ，警察権力の

援護を受けて就労するに至るのであるけれども，彼らが金科玉条のものとした会社の「最終回答」

なるものほ，次のように評価されている代物にすぎなかったのである。

「いま．会社の最終回答を詳細に検討すると，解雇撤回 116名のうち65名は生協関係で撤回

後も無給休職， 38名は傷病甚しきもので自然退職間近いもの， 19名はかた雁いにより雇用条件の

切り下げられる者等々，実質的撤回はわずか10数名にすぎなかった。」
(40) 

こうして日鋼独占体のみならず，その紐つき御用幹部の指蒔する第 2組合とも対決しなければ

ならなくなった日鋼室蘭労組は，直ちに執行委員会の再絹を行なうとともにピケを強化し．第 2組
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合員の入門による生産再開阻止の態勢を整えたのである。そうして，全国の労働者が激励するなか

で，なお93日間にわたって隅い続けた。これは．日鋼独占体や第 2組合の御用幹部たちには全く予

想もできないことだった。

第2組合の発生という事態に直面した富士室蘭労組は．共闘態勢続行の声明を発し日鋼室蘭労

組に融資を決定していた4,000万円の残額も第1組合に引き続き融資することを明らかにするととも

に，同労組の中央委員を日鋼社宅へ派遣してオルグ活動を行なうこと．組合員を大蓋動員して日鋼

室蘭労組を支援すること，などの決定を行なったのである。 9月24日以降，日領では連日にわたっ

て，日鋼室蘭労組および富士室蘭，北三連などの共闘側と．ピケを破って入門し生産再開をはかろ

うとする第 2組合側との激突が続くことになった。そうして， 10月6日7時45分ころピケライソ

の最前線に座り込み，幹部の指示を受けていた富士室蘭労組青年部50数名をはじめとした約 170名

のピヶ隊に対して，ヘルメットに乱闘服で身を固めた約 600名の機動隊が広報車からの「御幸橋の

ピケは交通妨害であると認める。ピケを解かない場合は実力で排除する」との警告を合図に．突如

としてコソ棒を振りかざしてピヶ隊に突っ込み，実力で排除するという暴挙に出たのである。この

ため16名の富士室閑労組青年部員が．頭や顔，手足などをコン棒で殴られて負傷し．共闘ピケ隊の

2名が業務妨害で逮捕される惨事となったのである。第 2組合員は．こうした機動隊の不当な介入

によって，正門から 100メートル離れた非常門から構内へ入ることができた。日鋼室蘭労組と富士

室蘭労組，北三連などを主力とする共闘傘下労組とは．正門前広場で報告大会を開催して抗議決議

を採択し， 約 3~00 名の組合員と主婦とが警察署ヘデモをかけ検束者の即時釈放と不当介入の暴挙
(40 

に対して抗議したのである。 富士室蘭労組員の共闘ヒ゜ヶ隊への参加は，衝突による不祥事態発生

回避のため戦術転換を行なった 10月28日まで続けられ．その延人数は約 2万名に達した。 (42)富士

室蘭の労働者は．日鋼室蘭の労働者とともに．レーニソの次のような指摘を．実践をつうじて証明

したのである。

「企業家のロックアウトは．闘争の激化によっておこされるが，それ自体また闘争を激化さ

せる。そして，ブロレクリアートは．闘争のなかで結束をかため，闘争によってその意味をも．そ

の経験をも等しく発展させながら，ますます広い範囲で，資本主義社会の完全な経済的改造が必

要であるという，ますます固い信念を固めている。」
(43) 

ピヶ解除の戦術転換を行なった翌日の 10月29日に開催された日鋼室蘭労組と共闘委員会との

合同会議の決定でも，富士室蘭労組は，炭労とともにオルグ団を絹成し，社宅地区を固める任務を

引き受けたのである。日鋼室蘭の闘いは，組合運動の組織強化と新しい前進をはかるため， 12月26

日に開催された日鋼室蘭労組の全員大会において，満場一致で中労委斡旋案を受け入れることを決

定したことによって， 193日にわたる闘争の終止符がうたれることになった。この結果．いわゆる

会社の「最終回答」からさらに 122名の解雇を取り消すことができたが，首切りそのものを撤回さ

せることはできなかった。しかし．「日鋼室蘭の争議は，レッド・パージ以来の労働者一人ひとり
(44) 

の力の回復の頂点を示す」 わが国労働者階級の戦闘的な闘いであった。富士室蘭労組の組合員

も．この輝しい闘争の一翼をになったことは，すでに述べたとおりである。

ただ，富士室蘭の前書記長で当時，鉄鋼労連書記長であった花里泰明氏や，広畑の前組合長で

当時、鉄鋼労連の副委員長であった安西虎氏などの労慟官僚には，上記の評筒ま妥当しないと言わなければなら

ない。この両名は，自らが上部団体吐節船弧拍tにいたにもかかわらず，日鋼室蘭の争議tむついて次のよう

述べているのである。最初に花里氏の発言を，つぎに安西氏の発言を続けて紹介しておこう。
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「この争談は最終段階の収めのところで失敗し，結局，分裂という最悪の状態になってしま

ったわけです。

私も鉄鋼労連で指導したのですが，闘争百日くらいの段階で第2組合結成の動きがはっきり

してね，鉄連としても事態収拾を考えました。しかし．すでに炭労オルグが社宅に入り鉄連だけ

では収拾できないと判断し．総評幹事会セ分裂の事態だけほ回避せよと発言し．総評の高野事務

局長に室蘭現地で収拾方針を説明するよう依頼しました。

総評としてもこの方針を認め，高野事務局長が現地で説明することになったんですが，一夜

にして高野事務局長の考えが一転し，大衆に向って，全く逆の提案をして大混乱となり，そのま

ま長期の泥沼闘争におちいりました。最終的には分裂状態となり組合員同志のみにくい争いに発

展，第 2組合が結成される最悪の状態になってしまったわけです。それだけに闘争の終想段階で

の組合幹部の決断が重要なのは，今さら申し上げるまでもないと思います。
(4研

」 以上が花里泰

明氏の発言内容であるが．以下では安西虎雄氏の発言内容を紹介しよう。

「＜前唇＞ 第2組合ができて．その組合長（正確には法対部長一引用者）をしていた青野

さんが「安西さんが指蒔にきていたら第 2組合はつくらないでよかったんだ』と言ったというこ

とを聞きまして．急拠室蘭へかけつけましたが．第 2組合の旗をすでに上げた後でしたので時す

でに遅しでした。

そこで『組織の遮うそれぞれの指端的立場にあるので，安西と青野という個々的なつながり

だけでは事態の処理はできない。あとはぶざまな格好でのたれ死にだけはしないよう事態収拾を

はかろう』ということを話し合って帰りました。

＜中唇＞・単組の執行委員が『腹をくくる』ことよりも，蹄旋の内容では現地が吹きあがる

んではないかという心配するあまりに．斡旋するチャソスを逃がしてしまって，ズルズルと泥沼

にはまりこんでしまったわけです。＜下唇＞」
(46) 

当時，鉄鋼労連の三役のボストを占めていた以上両名の話は，全くお話しにもならない後向き

のもので驚ろく他ないけれども．花里泰明氏が 193日間も闘った日鋼室蘭の労働者の闘いを評して

第2組合の旗上げした 100日目をもって「最終段階の収めのところ」と考えていること．また安西

界雄氏が第2組合旗上げの張本人のひとりであった前書記長の青野氏と会って「ぶざまな格好での

たれ死にだけはしないよう」話し合ったことは．利敵行為以外の何ものでもないと言って烏りヽろう。

日鉄室蘭労組執行部の良心派吟部が． 8月24日の会社回答の受諾を一度は決定したのも．こうした

鉄鋼労連三役の示唆があったからなのである。両氏の発言のなかには，高野実総評事務局長の行動

なども含めて，反論したいことが多々あるが．ここではその発言内容が鉄鋼労連第 7回定期大会で

確認された次のような『日鋼室蘭闘争の経過と自己批判』にも違反していることを指摘しておくだ

けにして．上記の鉄鋼労連文書のなかの関連する箇所を引用して反論にかえることにしよう。

「日鋼闘争の場合，誰しもナゾとして問うことは『あの御用組合がどうしてあのような強い

たたかいを組めたのか』という問いである。

この疑問を解くことは．日鋼闘争のもっとも大切な点に触れることであるし．また日鋼闘争

の大半を解明しうる重要な鍵でもある。

たしかに日鋼室蘭は弱い組合であった。しかし無要求，無闘争のそれではなく，常に要求は

取り上げられ，闘争は組織されてきた。しかし，決定的な段階で，幹部はいつも闘争の矛先を折

っていた。それは幹部の企業意識が労働者の要求を『労資の力関係』で争うまでに階級化されて
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いなかったからである。

その原因は．日涸室蘭の長い間の親子三代にわたる家族主義的労務政策に根ざしている。戦

後の工場再建という至上命令が一層企業への従属意識を先行させ，闘いの観念が，企業の責任観

念に置きかえられ，常に妥協的な性格をもっていたからである。

こうした日鋼の伝統的な組合運動に対する大衆の反応は．極めて反幹部的であったが，次第

に内攻し．『誰がやっても同じだ．言うだけ憎まれる』とやがて自己保身と変り．首切り発表当

時は闘いに対する諦めとなっていたものである。＜中唇＞

したがって．日鋼の場合，幹部が伝統的な弱さを持っていたのであり，闘争の基盤たる大衆

そのものが持っていたのではなかった。

むしろ大衆のなかには．稼載する幹部への不満が，メクソガスのように職場に充満していた

し，そのことは．だいいちに闘争の主体性を呼び起こす大衆基盤となっていた。

その刺激的役割が三鉱連によって果されたのであるが．それ以来大衆は強烈なニネルギーを

発散させた。日鋼闘争の全体を通じ，大衆の示したニネルギーが極めて自然発生的な傾向をもっ

ていたのは．この間の事情をよく説明するものであろう。

く後 暑＞」
(4り
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労働類型と熟練形成過程 •••……………………………………••••…昭和39年 11 月

地域開発と学卒労働力移動 …………………………………………昭和39年 11月

ー北海道における中・高・大学卒業者の労働市場圏の研究―-

II 第 6号 地域開発と産業教育 I・地域開発と地城社会変動構造 …………昭和41年 10月

ー道央・苫小牧リージョンを中心とした地域変動の実証的研究―-

II 第 7号 地域開発と産業教育 11・労働移動と職業意識 ……………………昭和41年 5月

一苫小牧地方労働市場の変動楷造と産業教育訓練生の意識描造ー・

II 第 8号 地域開発と産業教育皿・地域開発と労働者教育 •••……………•••昭和42年 10 月

一苫小牧地域工業化にともなう産業教育の展開過程に関する実証的研究―-

II 第9号 建設業の構造変化にともなう建設職人層の賃労働者化

と労働組合運動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昭和46年 7月

ー親方制的屈用楷造の解体過程の進行と養成訓練の変容に関する実証的研究＿

II 第10号 教育とコンピュークー ………・ •………•……………· ••…………· ••昭和46年 7月

II 第11号 鉄鋼業の「合理化」と企業内教育 I ………………………………昭和49年 3月

-M製鉄所および構内社外企業の企業内教育展開過程についての実証的研究一

II 第12号 酪晨経営の「大規模化」と農民層の生産・労慟一生活過程にかかわる

、諸問題＼第・t編 し

戸 c 戸~ 1, 9- —• "→ ｀` 
... t ・ •.．．．..．．....．．． r.. ．·， u• し．．u・ぐ・」•: ・ •:)· •U•: ・a・ •只•ャ・，匹•.．．．．．．．;,:_;··~-昭和51年. 3月

II 第13号 鉄鋼業の「合理化」と―企業内教育111 •••…………………………… 戸昭和51年 3月

ー大手独占体系列企業の「合理化」と企業内教育展開過程についての実証的研究一—

研究紀要第 1号 論文：アジア地域労働の質の比較研究（中間報告）………………昭和43年 11月

農業近代化と農業後継者教育
「7'.

地城工業化に伴う農村社会変動と農民教育
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